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　2025年がスタートしました。ご存じの方も多いと思いますが、今年は「乙巳きのとみ」
といって60年に一度の巳年です。乙と書く「きのと」は困難があってもしなやかに伸びる
草木を表し、「巳」は再生と変化を意味するといわれています。そして「へび」はギリシャ
神話に登場する名医のアスクレビオスが持つ杖に巻き付いていて、WHOのロゴにも使用
されているように「巳年」は医療とゆかりの深い年であるといえます。
　そんなメモリアルな新年を迎えたわけですが医療はたくさんの課題を抱えてのスタート
となりました。2025年は、いわゆる「団塊の世代」がすべて75歳以上の後期高齢者になる
年です。この年齢層の増加は、医療ニーズの拡大を引き起こし、慢性疾患や複数疾患を抱
える患者への対応や在宅医療、地域包括ケアシステムの強化が求められます。さらに医療
費抑制政策に基づく2024年の診療報酬改定と医師の働き方改革、そして加速する少子高齢
化は地域医療に大きな影響を与えつつあります。診療報酬改定は近年の材料費高騰やエネ
ルギーコストの増加に見合っておらず収支への影響は深刻で、経営難により、設備投資や
人材確保が制限されることで、医療サービスの低下につながる懸念があります。また医師
の働き方改革においては特定の診療科における偏重を改善するために診療体制の見直しや、
相対的な人材不足に伴う人件費の増加が懸念されます。私たちは、このような時代に医療
の質と経営の質を両立するにはどうすればよいかという難しい課題を突き付けられていま
す。
　さてタイトルにもある上杉鷹山はご存じの方も多いと思いますが、お隣山形県、米沢藩
の第９代藩主です。わずか17歳で家督を継いでいますが、当時の米沢藩は関ケ原の後、減
封された影響もあり財政は破綻寸前でした。俸禄が減ったにもかかわらず家臣のリストラ
はしなかったため当時の人件費率は80％を超えていました。藩政改革に着手するものの、
多くの抵抗に直面し困難を極めますが、信念をもって改革の歩みを止めることなく進めて
いきます。鷹山は改革達成のために、情報の見える化、現場討論の活発化と現場重視を推
進しました。自らが率先した大倹約の実施や備蓄米制度、増収策として適地主義をとり、
できる物に付加価値を加えて市場価値を高める努力をしました。しかしそのような緊縮財
政の中でも、人材育成には様々な投資を行いました。藩校「興譲館」を創設し藩士の教育
に力を入れるとともに、「洋学勤学制度」という留学制度や、医学館「好生館」を設立し
蘭学、洋学の発展に注力しました。彼の先進的な発想やリーダーシップは現代の病院管理

これからの地域医療　～上杉鷹山に学ぶこと～
白河厚生総合病院　　　　　　　

病院長　大　木　進　司
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者に必要な資質として学ぶところが大きいと感じます。
　これからの地域医療、病院は大きな転換期を迎えています。当院の理念は「地域を守り
地域に愛される病院を目指します」です。地域密着型の総合病院としてこの理念を軸に、
医療の質と経営の質を両立し、新しい価値を創造できる病院を職員とともに造り上げてい
きたいと思います。
　最後になりますが福島県病院協会の皆様のご健勝と益々の発展を祈念いたしております。
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◇◇◇◇　報　　告　◇◇◇◇

令和６年度一般社団法人福島県病院協会定期総会を開催

　令和６年度の定期総会は、令和６年５月17日㈮14時30分から、福島県医師会館「大会議
室」で開催されました。
　議事運営確認に先立ち、元病院協会会長であった一般財団法人大原記念財団　大原綜合
病院前理事長　有我由紀夫様のご逝去に伴い黙祷を捧げた。
　総会への出席状況は、構成会員114病院のうち、出席会員30病院、委任状提出会員80会員、
欠席会員４病院でした。
　佐久間　啓副会長の開会宣言に始まり、佐藤勝彦会長から次のような挨拶がありました。

【佐藤勝彦会長挨拶】
　本日はお忙しいところ福島県病院協会定期総会にご参加いた
だきまして誠にありがとうございます。今年の総会は、コロ
ナが収まりましてこれまで通りの対面での開催が可能となりま
した。人間社会におきましては、対面での話をするということ
は改めて重要性を感じているところでございます。さて、本日
は来賓として福島県保健福祉部　部長　三浦爾様並びに福島県
医師会　会長　佐藤武寿先生にご臨席を賜ることができました。
お忙しい中、誠にありがとうございます。また特別講演には、
日本病院会　会長　相澤孝夫先生をお招きし、ご講演をいただ
くことになっておりますので最後までお聞き逃しのないようにお願いいたします。
　それでは、令和６年度一般社団法人福島県病院協会定期総会の開催にあたり一言ご挨拶
を申し上げます。昨年度を振り返りますと、コロナ感染症が２類から５類になったとはい
え、依然として流行は続いております。その影響で病院の患者は減少したまま戻ってこな
い状況でございます。そのため、特に急性期病院においては経営状況がかなり厳しい状況
に追い込まれております。さらに光熱費や材料費なども値上げされまして、それが高止ま
りの状況ということで費用の増大が追い打ちをかけました。また、病床確保などの補助金
も大幅に減額され３月で打ち切りとなりました。そのため、令和５年度の収支決算が赤字
になった病院が多数あるとお聞きしております。新年度になりましたけれども、これから
どのようになるのか先行き不透明な状態と思っております。また医師の働き方改革が、こ
の４月から実施されましたけれども、皆様の病院ではどのような状況でございますでしょ
うか。宿日直許可のおりた病院もあればおりなかった病院もあります。また、Ｂ水準を申
請した病院は県内から10病院あったと聞いておりますが、医師の時間外労働の短縮の影響
で地域医療やとりわけ救急医療などには影響は出ていないでしょうか。各地域で救急車の
受け入れ困難な事例が増えている報告も受けております。医師少数地域の最たる福島県に

佐藤勝彦会長あいさつ
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あっては、医師の働き方改革による一般医療や救急医療に大きな影響が出るのではないか
と懸念しているところでございます。もし何か支障がでるようであれば、病院協会として
国や県などの関係機関に対して、しっかりと対策を取るよう要望しなければならないと考
えております。今年度は、診療報酬改定の年でもあります。医療・介護・障害福祉のトリ
プル改定で６月から実施されることになっております。診療報酬本体はプラス0.88％でご
ざいますが、薬価と材料価格を合わせて－１％で、薬価の改定はすでに４月から実施され
ております。当院でも薬価引き下げの影響をみてみましたけれども、供給が不安定な薬剤
が全体の25％近くを占めしておりまして、卸価格の交渉は今後難航を極めそうでございま
す。診療報酬改定がこれからどのような影響をもたらすのか注視してまいりたいと思って
おります。
　医師、看護師、薬剤師など医療人材確保については本年度においても、また苦労を重ね
そうでございます。今年から福島県は、第８次医療計画をスタートさせましたが、その中
でも人材確保対策については病院協会としてこれまでも要望を含めまして、計画策定の段
階から協議に加わり医師少数地域の解消、看護人材の育成や離職の問題、病院薬剤師の確
保困難と調剤薬局への流出問題などの対応など、これらの問題に対して意見を述べてまい
りました。これからは、医療経営実践あるのみで、問題解決に一歩でも近づくよう計画実
行の進捗状況を見極めながら、病院協会として各病院の支援のためにお手伝いさせていた
だければと考えているところでございます。挨拶の最後になりますけれど今年は、役員改
選の年にあたります。これまで２期４年にわたり会長を務めさせていただきましたが、コ
ロナの流行が始まった時からの２期でございまして、病院協会の一つの使命である病院ど
うしの懇親を深めることができなかったことは、大変残念な思いでございます。
　しかし、この４年間で福島県の医療政策の遂行にあたり福島県病院協会としての意見を
聞いていただけるようになってきたことは、大きな成果と思っております。２年前から保
健福祉部に対して医療政策に対する医療交渉を部長様に直接に手渡しできるような窓口も
つくっていただくことができるようになりました。今年度も近日中に来年度予算を作成す
るにあたっての病院協会としての要望を取りまとめ、保健福祉部に提出することとなって
おります。私が会長に就任した時に申し上げたこととして、病院協会の存在を深めること
が少しは出来たのかと思っております。役員人事につきましては、この総会で承認するこ
ととなっておりますので後ほどご協議の程よろしくお願い申し上げます。

【来賓祝辞】
　続きましてご来賓の福島県保健福祉部長様より、次のようなご祝辞をいただきました。
【三浦　爾福島県保健福祉部長　来賓祝辞】
　福島県保健福祉部長の三浦でございます。よろしくお願いいたします。
　令和６年度一般社団法人福島県病院協会定期総会の開催にあたり、お祝いを申し上げま
す。会員の皆様には、日頃より県民の健康の保持増進医療の充実など本県の保健医療行政
の進展に格別のご支援ご協力をいただいておりますことに心から御礼を申し上げます。ま
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た、元日に発生しました能登半島地震の対応におきましては、
多くの医療機関において、DMATをはじめとする職員の方々
を迅速に派遣いただくとともに被災地の病院や避難所などにお
いて、丁寧な支援活動に当たられたことに深く敬意を表します。
今年度は３月に策定しました第８次福島県医療計画の初年度と
なります。新たな計画に基づき救急や小児周産期医療等の体制
の強化、医療人材の確保のほか、新たな感染症発生時における
コロナ禍の教訓を踏まえた医療体制の構築など、会員の皆様を
はじめとする医療機関や貴協会などの関係団体の皆様と共に取
り組み、計画を推進してまいりますので、引き続きご協力をお願いいたします。また東日
本大震災と原発事故から13年が経過し、特定復興再生拠点区域の避難指示が全て解除され
るとともに、特定帰還居住区域が設定されるなど復興は着実に進展しておりますが、避難
地域の医療提供体制の確保は今後も重要な課題の一つであります。県といたしましては、
皆様をはじめとする関係の方々と連携しながら、県民の皆様が復興を実感し全ての県民が
心身ともに健康で幸福を実感できる県づくりを目指し、様々な施策を一つ一つ着実に実現
させて参りますので、今後とも、なお一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。結び
に福島県病院協会の益々のご発展とご参会の皆様のご健勝をお祈り申し上げまして、お祝
いの言葉といたします。本日は誠におめでとうございます。

　続きましてご来賓の福島県医師会長　佐藤武寿様より、次のようなご祝辞をいただきま
した。
【佐藤武寿福島県医師会会長　来賓祝辞】
　皆さんこんにちは、福島県医師会会長の佐藤でございます。
定期の総会が開かれたことおめでとうございます。
　このコロナ禍で、病院協会がなかったら本当にどうなったん
だろうという感じを持ってました。福島県のコロナでの死亡
率は、全国と比べてすごく低かったと思います。これは、病院
協会の皆さんのお力添えだと思っており深く感謝申し上げます。
これからの医療界はいろいろな問題があると思います。皆さん
にとっては４月からの働き方改革が始まり、今はあまり大きな
混乱はなさそうですけれども、日本医師会においても、何か混
乱があれば、日本医師会として直接取り上げていくようなことをやっておりますので、ぜ
ひ教えてください。我々はこれから皆さんにお願いしたいことが沢山あります。まず１つ
は、今やろうとしてる「かかりつけ医」です。これは、かなりハードルが高く我々開業医
だけでは出来ないことです。
　是非、病院協会の皆さんの力を借りていこうと思っております。これからの医療と介護
が非常に重要になると思います。それは我々も医療機関と介護機関の間に立って橋渡しを

三浦　爾保健福祉部長

佐藤武寿医師会会長
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して、医療・介護がスムーズに行くようにしていきたいと思っております。我々は病院協
会や介護協会との懇談会を持ち、いろいろと皆さんにご協力いただいていきたいと思いま
す。これからは、どんどん介護者が増えてきますので、介護が増えれば病院にとっても大
変な負担を強いられると思います。あまり病院に負担をかけないような関係を作っていか
なくては、これからダメではないかと思っております。いろんなことで我々医師会としま
しては、病院協会の皆さんにいろんなことをお願いしてまいりますので、是非ご協力のほ
どよろしくお願いいたします。我々も努力してまいりますのでよろしくお願いいたします。
今日は本当に総会おめでとうございました。ご出席の皆さんのご健勝をお祈りいたしまし
てご挨拶といたします。本当にありがとうございます。

【議長及び議事録署名人の選出】
　議長選出では、一般財団法人大原記念財団　大原医療セン
ター　石橋敏幸院長が選出されました。
　議長あいさつ後、議事録署名人として、公益財団法人金森和
心会　針生ヶ丘病院　金森良院長、一般財団法人太田綜合病院
附属太田熱海病院　丹治雅博院長が議長より任命されました。

【議　案】
○第１号議案　	令和５年度事業報告について（本田雅人副会長

より説明）
○第２号議案　令和５年度収支事業報告について（事務局より説明）
　　　　　　　監査報告（六角裕一監事より報告）
○第３号議案　令和６年度事業計画（案）について（本田雅人副会長より説明）
○第４号議案　令和６年度収支予算（案）について（事務局より説明）
○第５号議案　役員の改選について
　議長は、第５号議案（役員の改選について）について執行部に説明を求めた。
　佐藤勝彦会長は、定款第14条・23・24・30条の規定により、全役員は本定期総会の終結
と同時に任期満了し退任することとなるため、その改選が必要ある旨を説明した。
　議長は、議場に理事・監事の選任方法について説明を求めたところ、「執行部一任」の
発言があったので、佐藤会長は、４月26日の役員会で総会に提出する役員として「新理
事・監事（案）」を採択している旨を報告した。
　議長は、「新理事・監事（案）」の上程について、議場に諮り賛成を得た後、佐藤会長か
ら議場へ「一般社団法人福島県病院協会新理事・監事（案）＜令和６年～７年度＞」を配
布し、再度議場に諮ったところ意義なく第５号議案は承認された。
　石橋議長は、第１号議案～第５号議案の各議案について議場に質疑を求めたが、発言が
なく満場異議なく原案のとおり承認されました。

石橋敏幸議長
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【その他】
　会長、副会長、常任理事の選定について、執行部より本来、新理事、監事が総会にて
選任されたあと、後日役員会にて選定することになるが、役員改選時は、恒例により新会
長に挨拶をいただくこととなっているので、これより臨時役員会を開催して会長、副会長、
常任理事を選定したいとの旨の要請があり、事情の了解を得て別室において「臨時役員会」
を開催し、会長、副会長、常任理事の選定を行った。その結果について別紙「一般社団法
人福島県病院協会役員一覧」を議場に配布し、再任された佐藤勝彦会長が挨拶を行った。
　最後に新谷史明副会長が閉会を宣言し令和６年度定期総会を終了しました。

【特別講演】
　続いて「病院の役割分担と連携
－新たな地域医療構想に向けて：日
本病院会の取り組み－」を演題に一
般社団法人日本病院会　会長　相澤
孝夫氏による特別講演が行われた。
　講演会終了後、別会場にて懇親会
が開催され、会員の親睦を深め散会
しました。

日本病院会相澤孝夫会長佐藤勝彦会長
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一般社団法人福島県病院協会 新役員一覧
＜令和６～７年度＞

任期２年（50音順）

役　　職 氏　　　名 病　　　　院　　　　名

会　　　長 佐　藤　勝　彦 （一財）大原記念財団	大原綜合病院　理事長兼統括院長

副　会　長 佐久間　　　啓 （社医）あさかホスピタル　理事長・院長

〃 新　谷　史　明 いわき市医療センター　病院事業管理者

〃 本　田　雅　人 （一財）竹田健康財団	竹田綜合病院　病院長

常 任 理 事 会　田　征　彦 （公財）会田病院　理事長・院長

〃 飯　塚　　　卓 （医）昨雲会　理事長

〃 及　川　友　好 南相馬市立総合病院　院長

〃 大　木　進　司 福島県厚生農業協同組合連合会	白河厚生総合病院　病院長

〃 菅　野　智　行 （一財）新田目病院　院長

〃 近　藤　祐一郎 公立藤田総合病院　院長

〃 鈴　木　恭　一 日本赤十字社　福島赤十字病院　院長

〃 高　萩　周　作 （医）社団正風会　石井脳神経外科・眼科病院　病院長

〃 土　屋　貴　男 公立岩瀬病院　院長

理　　　事 赤　津　晋太郎 （社医）呉羽会　呉羽総合病院　理事長・院長

〃 齋　藤　　　清 独立行政法人労働者健康安全機構	福島労災病院　院長

〃 佐久間　　　潤 （公財）湯浅報恩会	寿泉堂綜合病院　病院長

〃 竹　石　恭　知 （公大）福島県立医科大学附属病院　病院長

〃 高　橋　皇　基 （一財）太田綜合病院　附属太田西ノ内病院　病院長

〃 星　野　　　豊 （社福）恩賜財団済生会支部福島県済生会	福島総合病院　院長

〃 前　田　佳一郎 （一財）温知会　会津中央病院　病院長

〃 八　巻　英　郎 公立相馬総合病院　院長

〃 横　山　　　斉 （公大）会津医療センター附属病院　病院長

〃 渡　辺　直　彦 （公財）星総合病院　病院長

監　　　事 松　本　昭　憲 （医）慈繁会付属　土屋病院　院長

〃 鈴　木　眞　一 （独行）二本松病院　院長

令和６年５月17日



―　9　―

◇◇◇　特別講演　◇◇◇◇

病院の役割分担と連携－新たな地域構想に向けて：日本病院会の取り組み－
（2024年日本病院会都道府県支部講演）

日本病院会　会長　相　澤　孝　夫

スライド１：高齢化の推移と将来推計
　これからの人口変化がどのようになるか
ということですが、今後、高齢化の問題は非
常に大きく、下のピンク色のところが75歳以
上、少し緑のところが65歳から74歳、茶色の
ところがいわゆる働き手世代となります。こ
れを見ますと働き手世代が減ってます。65歳
以上の方が、ずっと2000年から2050年くらい
までは増え続け、ピンク色の75歳以上の方は、
もう少し後まで増えていき、そこから減っていきます。この赤い折れ線グラフの高齢化率
を見ると、高齢者の増え方はそれほど多くはないが、働き手世代が減ってくるので、高齢
化率がこれからの大きな問題となります。

スライド２：医療福祉分野の就業者数の予測
　働き手世代が減っていくということは、ど
んなことが起こるのか。2018年は働く方が
6700万人弱となりますが、2050年は、6500万
人を切り、2040年には、6000万人から5200万
人くらいに減ってしまう。下の濃い青いとこ
ろが、医療・介護に従事する人で、このまま
医療・介護提供体制を続けていけば、2040年
には、働く方の約20％くらいが、医療介護に
従事しないと成り立たないだろうと予想されている。国は65歳以上の方に働いてもらうと
いう施策を今とっており、それが健康寿命を延伸しています。その結果、平成10年頃と比
べても今が多い労働人口になっています。その多い労働人口というのは、高齢の方、65歳
以上の人が働くことによって保っています。今、6900万人くらいの方が働いており、働き
方世代の人口が減り労働する人が減ると思われているが、現実にはその65歳以上の方や、
女性の方も働くことになり、一定の労働人口は保たれています。

我が国の確かな未来

令和５年版高齢社会白書

１

医療福祉分野の
就業者数は増や
さない又は減らす
方針の中で、病院
はどうする！

令和６年度の同時改定に向けた意見交換会（第１回）意見交換、資料ー２、 ５．３．１５

医療福祉分野の就業者数の予測 ２
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スライド３：日本の財政を考える
　もう１つの問題は、日本の経済です。日
本の GDP は増えていないのが続いていま
す。おそらく今後も、GDP が前年比１％超
えることはないだろう。一人当たりの実質の
GDP は OECD 諸国の中でも一番低いところ
にあり、その結果、国債の発行がどんどん増
え、残高が年々増えている。年々、国の一般
会計の支出がどんどんどんどん増えてきてい
ます。そのような中で、経済を良くして GDP を増やすことにより、経済だけではなく国
全体にお金が回るようにしていくように設備投資等をして経済を活性化していくことが考
えられます。

スライド４：�デジタルトランスフォーメーション
　その中で、今盛んに言われてるデジタルト
ランスフォーメーションが起こってきていま
す。これは、第４次産業革命と言われ、残念
ながら日本は、世界に比べて取り組みが遅れ
ています。
　IoT あるいは、AI あるいは、ビッグデー
タを使うというようなことが、日本は、欧米
諸国に比べて遅れています。第３次産業革命
ぐらいまで日本も良い状況でありましたが…。
　医療DXの推進に関する工程表というのが作られ、タイムスケジュールが決められてお
りますが、電子処方箋やマイナ保険証などなかなか進んでいません。報道によるとマイナ
保険証は５％～６％ぐらいの間です。

スライド５：�人口減少、高齢化が日本社会・社会保障に及ぼす影響
　次のスライドを見ていただきますと人口の
減少と高齢化ということにより、１つは、労
働力人口が減少してますが、これに関しては
高齢者が働ける仕組みの構築、女性の働ける
仕組みの構築、外国人に労働に来てもらうな
ど、6900万人くらいの労働人口が今保たれ、
なんとかもっている状況です。一番困ってし
まうのは、その下の働き手と支えられる人の
アンバランスです。今、65歳以下の人たちが

ホームページより

３

デデジジタタルルトトラランンススフフォォーーメメーーシショョンン ４

人口減少と高齢化

社会保障制度持続困難

労働力人口減少

経経済済活活動動低低下下
投資の減少

働き手と支えられる人の
アンバランス

成長力の
低下

国内市場縮小

女女性性がが働働けけるる
仕仕組組みみのの構構築築

外国人労働
者の導入

財政収支
の悪化

デジタル
トランス
フォーメ
ーション

安心できる
社会の崩壊

社社会会保保障障
制制度度改改革革

人口減少、高齢化が日本社会・社会保障に及ぼす影響

デデジジタタルル
トトラランンスス
フフォォーーメメ
ーーシショョンン

女性が働ける
仕組みの構築

外国人労働者

国国民民負負担担増増

高高齢齢者者がが働働けけるる
仕仕組組みみのの構構築築

経済の活性化
経経済済のの活活性性化化

（（医医療療制制度度
改改革革））

（（医医療療 ））

（（医医療療へへのの投投資資））

医療機関
のＤｘ

５
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65歳以上の人を支えています。先ほどの人口の状況を見ると支えきれず昔の状況になるの
ではないか。65歳以下の働く人が、65歳以上の人を支えなければいけないという状況に
なっており、働ける人と支えられる人のバランスが崩れ、これが経済活動の低下を招いて
くる。そうすると成長率が低下し、他国のような成長率は期待できないだろう。財政は悪
化し、社会保障制度をどうするかということが問題になってきます。今、社会保障費を抑
えようとして、約1400億円くらいから2000億円くらい抑えるということですが、それを行
うことで安心した安全な社会が、壊れていくだろう。それをくい止めるには、医療制度の
改革が、１つの方策ではないか。経済の活性化として医療への投資、産業としての医療が
極めて大事ではないのか。

スライド６：産業の動向；地域の特化係数
　これは、産業の動向 ; 地域の特化係数で、
県の産業別の構成比を全国の平均的な構成比
と比較することによって、その県がどの産業
に力を入れ特化しているかを示す指標です。
赤いところが医療・福祉と言われているとこ
ろです。埼玉県をみると医療福祉が特化係数
の１位となっています。
　福島県のところを見ると、医療福祉は第３
位ということになっており、全国を見るとほとんどの県が、２位か１位に入っています。
少なくとも３位以内には入っているということは医療と福祉はその県にとって大きな産業
の１つになっています。医療と福祉は産業として大変重要であり、この表を見てご理解い
ただきたい。

スライド７：�社会保障給付の将来見通しと進捗
　高齢者が増えてくるという中で社会保障給
付費が増えていく現実です。2023年度の当初
予算と2025年度の見通し。右端に2040年度の
見通しがあります。この通り増えてくるかど
うかは予想ですが、少なくとも増えていくこ
とは間違いない。

経済産業省 ウィズ・ポストコロナ時代における地域経済産業政策
の検討 令和２年 月 日 経済産業省・地域経済産業グループ

特化係数 特化係数とは、例えば、ある県の産業別の構成比を全国の平均的な構成比と比較することで、その県がどの
産業に特化しているのかを示す指標です。 ある県の産業の構成比を全国の平均的な構成比で割れば算出できます。

６

７
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スライド８：社会保障（医療・介護）の姿
　①現状投影；医療費だけに関しては、茶色
いところが医療の給付の費用で、国は医療費
の伸びを国民の総 GDP の伸び率に抑えたい
方針です。赤い点線は、給付費が年２％くら
い増えていった場合、薄い灰色の折れ線グラ
フは年１％くらいずつ増えていった場合を示
します。医療の上のその他の要因は、年率
１％から２％くらい増えてくるかを比較した
グラフとなります。GDP 比は、2020年はおおよそ８％から９％の間ということとなりま
す。2050年くらいでは１％ずつ増え、11.7％くらいになるということになります。②長期
安定；では、経済がある一程度回り、ある程度の成長をしていった場合の GDP 比になり
ます。経済の成長が2.5％くらいを達成することで、少なくとも国は、この長期安定のと
ころに持って行きたい方針で、経済が成長すれば、GDP 比は下がるわけで、GDP 内に医
療費を収めようとすれば医療費も増えてくる。今は、社会保障費を抑えるというようなこ
とが主体になっていますが、先程の医療と福祉が内需を拡大する経済の１つだとすれば、
これを設計して考えていくかを議論するべきではないか。

スライド９：診療報酬改定
　診療報酬の改定ではずっとマイナス改定で
抑え込まれているというのが、医療給付費の
現状です。これをずっと続けていくこととい
うことが、我が国にとっていいことなのかど
うか、真剣に考えていかなければいけない。

スライド10：医療保険制度の課題
　これは財務省政府が出しているスライドで
す。わが国の医療保険制度は４つの柱が支え
ている。国民皆保険・フリーアクセス・自由
開業医制・出来高払いによる診療報酬の支払
いということが我が国の医療保険を支えてき
ました。そこにはいろいろな問題点があり、
１つは出来高払いの問題点等議論されていま
す。赤い点線で囲まれてるところの高齢化の

来年度（2024年度）の診療報酬改定については、診療報酬本体についてプラス
0.88％の引き上げを、薬価についてはマイナス0.975％、材料についてはマイナス
0.02％の引き下げを行う
本体プラス0.88％のうち0.61％分は「看護職員や病院薬剤師などの処遇改善」に、同
じく0.06％は「入院の食費増における低所得者支援」に支弁する。また「生活習慣病の
管理を評価する診療報酬や調剤報酬の再編」などにより0.25％の適正化を行う。これ
らを考慮した「実質的な本体プラス」部分は0.46％となる。

－－

診療報酬改定

－－

９

医療保険制度の課題 10

８



―　13　―

進展があります。もう１つは、支え手の減少です。それの中で、医療の高度化、高額化が
起こっています。医療の給付費が増えていることをどうしていくのか。国の方法として、
１つは医療の提供量の適正化があります。もう１つは公定価格の適正化ということが、主
な日本の医療保険制度を維持していくために必要だろうと厚労省や財務省が考えています。

スライド11：日本社会の確実な未来
　高齢者の増加は何をもたらしてくるか、高
齢者の医療ニーズは増加してくるということ
で我々は考えてきましたが、今後医療ニーズ
がどうなるのかということです。

スライド12：医療需要の変化②
　外来の患者さんの数は今すでに減り始めて
います。その中で、高齢者の方の外来がどん
どん増えてるかというとそうではない。それ
なりに若い方の外来も一部あり、右側の赤い
日本の地図では外来の患者さんの数はもうす
でにピークを迎えてきています。

スライド13：在宅患者数
　一方では、在宅患者の数が増えてきていま
す。棒グラフの茶色いところですが、これは
75歳以上の方で、在宅医療の自宅で医療を受
けるほとんどの方が、75歳以上の方です。こ
の在宅の患者さんはどんどん増えていくと予
想されます。

令和６年度の同時改定に向けた意見交換会（第１回）意見交換、資料ー２、 ５．３．１５

日本社会の確実な未来；

医療ニーズ減少

医療ニーズ増加

11

12

13
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スライド14：医療需要の変化③
　入院患者さんに関しては、都道府県によっ
てばらつきがあり二次医療圏によっても、か
なりのばらつきがあります。この日本の地図
を見ると、その棒グラフでは、入院患者さん
は2035年くらいまで増えていき、茶色が75歳
以上、薄いピンクが65歳から74歳です。入院
患者さんの多くが65歳以上、約80％くらいは
65歳以上の方となってくる。また、60％くら
いが75歳以上の方となってくるとの予想でしたが、最近の統計から入院患者が減ってきて
います。予想では2023年まで増えていくという予想でした。今すでに減りつつあります。
どうしてこのようになったのか分かっていませんが、コロナで受療行動が変わったのか。
またその一部は、高齢者の方が入院せずに在宅、あるいは老人施設に入り、病院に来ない
ようになったのではないか。増えるという予測と異なり、減ってるということが、もう10
年以上前倒しで起こってきているのではないか。

スライド15：�人口構造の変化が入院医療に及ぼす影響
　次は疾病ごとです。左上の癌は今後あまり
増えないというような状況です。ほぼ同じ状
況で、高齢化率にもあまり影響を受けないの
が癌の特徴です。これに比して次の肺炎と脳
梗塞です。右下が心不全ですが、癌に比べる
とどんどん増えてきています。2040年に向
かってもどんどん増えていくという状況です。
癌と比べても明確なのはほとんど、75歳以上、
そして多くの入院患者さんが85歳以上となっ
てくるということで、入院患者さんの特徴になってくることです。

スライド16：�要介護者の医療ニーズに応える医療の構築
　これは年齢階級別の要介護認定率です。75歳以上の方の認定率は約31.5％と言われ、85
歳以上の方は、57.8％。そうすると入院してきた方の約６割は、要介護認定の方で入院し
て生活を送るのには、入院した時から、生活支援をしていかないと普通の生活もできない
し、治療もうまくいかないということになります。こういう患者さんが増えてくるという
ことは、どういう医療提供体制を作ったらいいのか、どういう医療の仕組みを作ったらい
いのかが、大きな問題になるんだろう。
　要介護要支援の認定者数はずっと増え続けています。これによって介護保険の負担がど
んどん増え続けています。

人口構造の変化が入院医療に及ぼす影響 15

14
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スライド17：�高齢者の虚弱（「フレイル」）について
　高齢の方の大きな特徴として、その人の加齢に伴う変化があります。個人差も非常に大きい
です。老化のスピードも速い方もいれば遅い方もおります。必ず老化の現象が起こって、それ
に伴ういろんな兆候が出現し社会的、身体的、精神的な問題を抱えています。何かのイベント
が起こると、この老化のスピードも一挙に早くなり、入院を契機に急速にフレイルから身体障
害まで進まないようにするためにはどうしていったらいいのか大きな問題になってきます。

スライド18：�75歳以上の高齢者の増加に伴う医療の変化
　75歳以上の高齢者が増えることにより、要支援要介護の高齢者を対象とする内科系の医
療需要が非常に増えるとすると、診療報酬ではあまり手当がされていません。
　高齢者の内科系の患者は診療報酬があまり手当されていない割に手がかかる難しい存在
です。

スライド19：�日常生活圏における外来診療、在宅医療体制の構築
　地域包括ケアを進めることによって、自分の住み慣れたところで出来るだけ住めるよう
にしていこうというのが国の方策です。日常生活圏というのを市町村が決め、この中で介
護福祉を充実させ日常生活圏で暮らし続けられるよう支援をしていこうということです。
しかし、そういう高齢の方は、病気になるし、場合によっては、いろいろな病気を抱えて

要介護者の医療ニーズに応える医療の構築
入院当初から入院生活の支援を必要とする患者（すでに要介護状態）が増える

16

入院等の
イベント

17

日常生活圏

住民が高齢になってもその地域で安心して暮らしつづけるためには、適
切な療養生活を担保する医療・介護・福祉・生活支援サービスの連携が
日常生活圏内において構築されていることが必要となるが、日常生活
圏を定める介護保険事業計画には医療に関する計画はなく、医療計画
には介護・福祉・生活支援、地域包括ケアシステムに関する計画はない

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期ま

で続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進。

入院医療

医療提供側

住民側

入院機能を担う
医療機関

往診
訪問診療

外来医療、在宅医療

入院医療

かかかかりりつつけけ医医機機能能をを担担うう医医療療機機関関
にによよるる日日常常的的なな診診療療

一一般般的的なな入入院院医医療療をを
担担うう医医療療機機関関

日常生活圏における外来医療、在宅医療体制の構築

日常生活圏における入院医療体制の構築

１

日常生活圏内で必要な医療を全
て確保することは難しいため、隣
接する日常生活圏との連携が必
要

19７７５５歳歳以以上上高高齢齢者者のの増増加加にに伴伴うう医医療療のの変変化化
７５歳以上の高齢者が増えることにより、多くの疾患と愁

訴（老年症候群）を抱えた要要支支援援・・要要介介護護のの高齢者を対象

とする内科系の医療需要が急激に増加する。今後増加す

る内科系の高齢患者は、診療報酬で余り手当てがされて

いない割に大変手の掛かる難しい存在であると従来の医

療提供体制の下では見なされている。これらの患者では、

傷病のみに着目して治療目標を定めるのではなく、患者の

病態や生活などを総総合合的的にに考考慮慮ししたた目目標標を設定して対処

することが必要であり、生産年齢層を対象とした従来型の

急性期医療提供体制では解決が図れなくなっている。これ

からの人人口口構構造造のの変変化化にに応応じじたた適適切切なな体体制制のの構構築築が求

められる。

18
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います。そこで暮らすには医療の提供が必要ですが、この日常生活圏という発想は介護の
方から出た発想です。日常生活圏で暮らしていくためには、基本的なインフラである医療
をしっかりと考えなければいけません。日常生活圏で日常的な医療を提供するのが、かか
りつけ医機能であり、日常的な医療をどう構築していくのか必要です。

スライド20：かかりつけ医機能→医療機関の入院外医療機能
　かかりつけ医機能というのは、医療法の一
部改正で法律に書き込まれ、令和５年５月19
日に決められ「医療を受ける者が身近な地域
における日常的な診療、疾病の予防のための
措置、その他の医療の提供を行う機能」が、
かかりつけ医機能だと法律に書かれています。
かかりつけ医機能は医師の機能ではなくて、
医療機関の機能だということが書かれていま
す。先ほどの日常生活圏で暮らしていく重要
なインフラを守るところでは、どこが守っていくのかということになります。かかりつけ
医機能を発揮する医療機関が日常的な医療を提供し、その地域に暮らしてる方々を守って
いく姿ではないか。

スライド21：かかりつけ医機能
　かかりつけ医機能の確保に関する事項というこの法律の中に「慢性の疾患を有する高齢
者その他の継続的な医療を要する者として厚生労働省で定める者に対するかかりつけ医機
能の確保のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該かかりつけ
医機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。」要するに医
療機関は、かかりつけ医機能を発揮するということをするならば、都道府県知事に報告し
なければならない。いま議論されているのは具体的に何を報告するのかというところに向
いていますが、これに沿って考えるとその地域に暮らしている住民の日常的な医療は、か
かりつけ医機能を持った医療機関が守っていくこととなります。

５ かかりつけ医機能の確保に関する事項
（一） 地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定めるもの（以下
この５において「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。）の管理者は、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な
医療を要する者として厚生労働省令で定める者（以下この５において「継続的な医療を要する者」という。）に対するかかり
つけ医機能の確保のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該かかりつけ医機能報告対象病院
等の所在地の都道府県知事に報告しなければならないこととした。（第三〇条の一八の四第一項関係）
（１） かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診
療を総合的かつ継続的に行う機能（厚生労働省令で定めるものに限る。）の有無及びその内容
（２） （１）の機能を有するかかりつけ医機能報告対象病院等にあっては、かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要す
る者に対する次に掲げる機能（イからニまでに掲げる機能にあっては、厚生労働省令で定めるものに限る。）の有無及び
その内容
イ 当該かかりつけ医機能報告対象病院等の通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能
ロ 病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させるため、又は病院若しくは診療所を退院する者が引き続き
療養を必要とする場合に当該者を他の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院若しくは居宅等における療養生活
に円滑に移行させるために必要な支援を提供する機能
ハ 居宅等において必要な医療を提供する機能
ニ 介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者と連携して必要な医療を提供する機能
ホ その他厚生労働省令で定める機能
（３） 当該かかりつけ医機能報告対象病院等及び他の病院又は診療所が厚生労働省令で定めるところにより相互に連
携して（２）の機能を確保するときは、当該他の病院又は診療所の名称及びその連携の内容
（４） その他厚生労働省令で定める事項
（二） 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、（一）による報告をしたかかりつけ医機能報告対象病院等
（（一）の（２）のイからホまでの機能のいずれかを有する旨の報告をしたものに限る。）が、当該報告に係る当該機能につ
いて、当該機能の確保に係る体制として厚生労働省令で定める要件に該当するものを有すること（他の病院又は診療所
と相互に連携して当該機能を確保する場合を含む。）を確認することとした。（第三〇条の一八の四第二項関係）
（三） （二）による確認を受けたかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者は、当該確認を受けた体制について変更が
生じたときは、厚生労働省令に定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならないものとし、この場合
において、当該報告を受けた都道府県知事は、当該変更が生じた体制が（二）の厚生労働省令で定める要件に該当する
こと（他の病院又は診療所と相互に連携して（二）の当該機能を確保する場合を含む。）を確認することとした。（第三〇条
の一八の四第四項関係）

かかりつけ医機能21 安心して暮らし続ける事のできる日常生活圏を創るために
医療機関の偏在に対応する圏域設定が必要

日常生活圏内には必要とされる施設や医療機関が必ず存在するわけではないため、
必要な医療を確保するには隣接する日常生活圏との連携協働が必要となる→新た
な圏域の設定（地域医療圏）又は日常生活圏間の連携協働の仕組みの構築

診療所

介護予防・生活支援

日日常常生生活活圏圏

訪問診療
往診受診

受診

日常生活圏における医療機関の偏在

外
来
紹
介

外
来
紹
介

診療所

外
来
紹
介

病院

日日常常生生活活圏圏

日日常常生生活活圏圏

病院のない日常生活圏

病院、診療所のない
日常生活圏

外来
入院

外来
入院

訪問診療
往診

隣接する日常生活圏の連携・協働が必要

２

地地域域医医療療圏圏

22

医療法の一部改正（令和 年 月 日法律第 号〔第 条〕
１ 病院等の管理者及び都道府県知事による報告等に関する事項
（一） 病院、診療所又は助産所（以下この（一）において「病院等」という。）の管理者は、厚生労働省令で定めるところに
より、医療を受ける者が身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能
（以下この七において「かかりつけ医機能」という。）その他の病院等の機能についての十分な理解の下に病院等の選択を
適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとと
もに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならないこととした。（第六条の三第一項関
係）
（二） 都道府県知事は、（一）による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その報告の内容を厚生労
働大臣に報告するとともに、公表しなければならないこととした。（第六条の三第五項関係）
２ 継続的な医療を要する者に対する説明に関する事項
５の（二）の確認を受けた病院又は診療所であって、５の（二）の厚生労働省令で定める要件に該当する体制を有するも
の（他の病院又は診療所と相互に連携して５の（二）の当該機能を確保する場合を含む。）の管理者は、５の（一）の継続的
な医療を要する者に対して居宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療を提供するに当たって説明が
特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合であって、当該継続的な医療を要する者又はその家族からの求めが
あったときは、正当な理由がある場合を除き、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により、その診療を担当
する医師又は歯科医師により、当該継続的な医療を要する者又はその家族に対し、次に掲げる事項の適切な説明が行
われるよう努めなければならないこととした。（第六条の四の二関係）
（一） 疾患名
（二） 治療に関する計画
（三） 当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
（四） その他厚生労働省令で定める事項

かかりつけ医機能→医療機関の入院外医療機能
医療機関はこの機能を果たすための医師の配置が必要

これからのかかりつけ医機能

20
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スライド22：安心して暮らし続ける日常生活圏を創るために
　日常生活圏をいろいろ調べますと、そこには介護保険事業計画というのを市町村が作らな
ければいけないことになっています。市町村が自分たちの住民を守っていくためにどういう
範囲でどう提供していったらいいのかが書かれています。病院があるところもあれば、全く
医療機関がないところもあります。診療所しかないところもあります。日常生活圏は様々で、
医療のことを全く考えて作られていません。そこで暮らしていくためにどうすればいいのか、
医療のことをどうするのか、極めて大事だと思います。例えば、３つの日常生活圏を一緒に
その医療を提供していけば入院医療はここにある病院、診療所の先生方でかかりつけ医機能
を担ってもらい、みんなで協力しながら見てくような圏域を設定してはどうか。そして、日
常生活をそこで暮らしていただけるよう在宅医療を提供するという仕組みを作り医療と介護
の連携という圏域を作りどうしていくべきかを考えていくことが極めて大事である。

スライド23：�日常生活圏を支える病院（地域型病院）に必要な入院機能
　この議論は、今回の医療計画を作る時にも話題となりました。在宅医療をどういう範囲
で、市町村でやっていくのか。例えばこの福島市を考えるとかなり広いので、それよりは
もう少し狭い範囲内で病院と診療所が一緒になって守っていく範囲を決めて、在宅医療も
含め日常生活圏での仕組みを作り、日常の医療を診療所と協力し、あるいは一緒になって
共同しながら守っていく病院というのはどういう病院なんだろうかを考える。
　そこの入院機能というのは２つあると思います。その１つは急性期の入院を行うこと。
もう１つは回復期の入院機能です。そういう病院を地域型の病院という名前で呼びます。
そういう診療所の先生方と一緒になって守っていく病院をその地域の範囲の中にどれくら
い作り、そこの病院にどのような機能をもってもらうかが、これからの高齢化社会に極め
て重要になると思います。この病院こそがこれからの日本の大変な社会を維持し、住んで
いる人たちがこのような仕組みがあって良かったと思ってもらうことが重要な柱となりま
す。

スライド24：�地域型病院と広域型病院の入院医療機能分担の考え方
　地域型の病院というのは回復機能もやりますが、急性期の重篤な患者以外の診れる範囲

日常生活圏

診療所

日常生活圏を支える病院（地域型病院）に必要な入院機能；
後期高齢者が日常生活圏で安心して暮らしつづけるためには、複合的
医療ニーズを有する軽症～中等症の急性期患者に対して、入院当初
から介介護護のの重重度度化化予予防防やや廃廃用用症症候候群群へへのの進進展展防防止止ののたためめののリリハハビビリリ、、
退退院院後後のの生生活活・・療療養養支支援援のの調調整整ななどどをを行行ううななどどのの新たな急性期入院
機能とと回回復復期期機機能能をを有有すするる病病院院がが身近な地域ににああるるここととがが必必要要。。

住まい

治し支える医療
を行う病院の
不足
ホーム厚生労働省 地域包括ケアシステム 相澤が改変

治治しし支支ええるる医医療療をを
担担うう地地域域型型病病院院

地域型病院に必要な入院機能ー２
急性期治療後の回復期入院機能

地域型病院に必要な入院機能ー１
高齢患者等の急性期入院機能

外来機能；かかりつけ医機能
入院機能；急性期機能

回復期機能

地域型病院の担えない
急性期医療を担う

広広域域型型病病院院

日常生活圏

身近な地域の設定；地域医療圏（隣接する日常生活圏にて構成）

３
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傷病の治癒
安定で病院
での入院治療
が不要

急急性性期期

回回復復期期

慢慢性性期期

入入院院医医療療ににつついいてて入入院院医医療療ににつついいてて

入入院院医医療療ーー１１

入院医療の必要度が
低い場合は入院医療
から儒害する

重症

中等症

軽症

を改変

今後急増すると
予想される高齢
者の中・軽症急性
期入院を担う

地域型病院と広域型病院の入院医療機能分担の考え方

地域型病院

地域型病院では担えない急性期入院を担う
診療報酬上；急性期充実体制加算算定、総合入院体制加算など
の施設基準を満たす病院？

広域型病院

個々の患者の
病期変化

急性期医療の役割分担

４

24
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の急性期を診るような感じです。そのような患者さんを診ていくという病院が、今後にお
いて重要ではないかなと思います。

スライド25：高齢者の入院医療
　当然そういう病院には高齢者が入ってきま
す。病室に入って安静にしていると機能が落
ちてきます。やはり医学的な治療だけではな
く、その人の入院生活をどうしていくか、或
いは今後の療養生活をどうしていくのかを含
め看護師、薬剤師、管理栄養士などがチーム
として関わっていくことで、一緒に療養方針
を決めていくということをやっていかなけれ
ばいけません。今後、85歳の高齢者が増えてくることで極めて大事なことです。

スライド26：地域型病院；入院医療から在宅療養への円滑な移行を推進する
　今年度、地域包括医療病棟というものが出
来ました。今後85歳以上の高齢者が増えてく
る中で、新たな急性期の高齢者に対する急性
期医療をどうしていくのか。もう１つは、入
院してチームで患者を診てました。この人が
退院してご自宅に帰るということになると、
ご自宅に帰って在宅療養する時にもチームで
関わらなくてはいけないと思います。我が国
では、在宅患者が今後増えてくる中で根本的
なビジョンや方向性を見い出していくべきではないか。

スライド27：�高齢患者の増加→通院困難な患者の増加
　高齢患者の増加に伴い通院困難な高齢者が
増えてきます。もちろん訪問診療をすること
も大事となります。今後は、ICT を活用し
医師の負担を少なくしてやっていくのが理想
だと思います。在宅医療は、外来・入院医療
以外の第３の医療だと言われております。在
宅医療を今後どうしてくのか地域の仕組みづ
くりに大事になります。

高齢患者増加→通院困難な患者の増加→安心して暮らし続けるために
→外来・入院医療以外の第三の医療としての在宅医療の強化が必要
更に、在宅療養には、生活の場の確保と生活支援の充実が重要

３２

総合的な診療を行う医師

入院時
医学的治療方針決定

方針の決定

総合的評価と調整

退院支援

在宅医療チーム

医師、ケアマネ、訪問看護師、
訪問セラピスト、介護福祉士、
歯科医師、歯科衛生士、
ホームヘルパー等

療養方針の決定

評価
看護・介護の問題

看護師

服楽コンプライアンス評価
服薬指導

薬剤師

栄養指導管理栄養士

リハビリ

在宅ケアの手配

生活の支援介護福祉士

医師

退院時

複合的ニーズを有する高齢者の入院医療ではチームアプローチが重要

多職種協働

（総合的診療が行える医師）

歯科医師
（総合的歯科診療）

歯科衛生士 口腔ケア
在宅

入院医療チーム

多多職職種種協協働働

高齢者の入院医療 25

患者

ＭＳＷ

医師

看護師

薬剤師

管理

栄養士

リハビ

リ

患者

ケア

マネ

訪問

リハ

調剤薬

局

薬剤師
ホーム

ヘル

パー

訪問

看護師

医師

退退院院

入院

入院医療チーム 在宅医療チーム

医療の目標
生活支援の目標

医療の目標
生活支援の目標

在宅療養に係わる
在宅医療チーム

地域型病院の
入院医療チーム

情情報報のの共共有有

情情報報のの共共有有

信信頼頼
協協働働

両チーム共通の価値基準・判断基準が必要

介護
福祉士

専門職連携 年 月の
一般診療所の
施設数は
万１８８０施設

訪問看護
ステーション

診療所
？

在宅療養支援
病院
１５４６

居宅介護支援事業所

訪問介護事業所

総合的な診療を行う医師

歯科
衛生士

歯科
医師

歯科
衛生士

歯科
医師

地域型病院；入院医療から在宅療養への円滑な移行を推進する

患者の円滑・適切な引き継ぎ

26

27
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スライド28：総合診療医の育成
　国は一生懸命、専門医を作ろうとしていま
す。医師のキャリアパスの一環として、総合
的に診れる、総合的に相談に応じる力を持て
る総合診療医が必要です。総合診療専門医の
先生方は思うように数は増えていません。こ
れからの高齢化のスピードと医師の養成のス
ピードにものすごい較差が起こっています。
これからは、キャリアパスの一環として、病
院総合医の育成が必要です。

スライド29・30：医師のキャリアパスを構築
　日本病院会では、病院にいるうちにそういう総合的な力を付ける医師のキャリアパスの
一環として、病院総合医というものを創ろうとしております。専門医の先生が総合的に診
れる総合医としての訓練を積み、患者に介入していく仕組みを構築しています。（育てよ
う病院総合医）

スライド31：�医療チームによる良質な医療の実践
　病院医療の根幹というのは、チーム医療の
実践だと思います。これが病院医療の特徴で、
いろんな専門職の方が一緒になってチームを
組み、能力を発揮することにより近代医療の
恩恵を受けられています。病院では、専門性
を有する多様の職種が多数勤務しています。
その専門職がチーム一丸となって協働するこ
とで、初めての患者さんに質の高い医療を提
供することができます。チームとしてうまく
機能することが、病院の医療の質に大事です。

30

初期臨床研修医

基本領域専門医研修専攻医

基本領域専門医 サブスペシャルティ領域専攻医

サブスペシャルティ領域専門医

専門医

病院管理者

医師のキャリアパス

基本領域専門医

病院総合医
専門医

病院総合医診療所総合医

専門医

専門医 （健診、予防）

医師のキャリアパスの構築→医師偏在是正の切り札

総合的な診療の行える医師はキャリアパスで養成→病院総合医の養成、研修制度

医医師師ののキキャャリリアアパパススをを構構築築；；医医師師偏偏在在是是正正のの切切りり札札ととななるるかか？？

（総合診療専門医）

29

医医療療チチーームムにによよるる良良質質なな医医療療のの実実践践がが病病院院のの根根幹幹
チチーームム医医療療はは医医療療のの質質・・経経営営のの質質のの基基盤盤

近代医療は専門分化と専門性の高度化により大いなる進歩
を遂げてきた。この近代医療の恩恵を個々の患者が受ける
ための仕組みがチーム医療である。病院には専門性を有す
る多様な専門職が多数勤務しているが、患者に質の高い医
療を行うためには患者に係る各専門職がその専門性を十分
に発揮しながらチームとして一丸となって協働することが必
要である。組織として医療を提供する病院にとってこのチー
ム医療は病院医療の根幹をなすものといえる。
このチームの活動は患者に対して即時の柔軟な対応を必要
とすることから、チーム目標の設定が直ちにできるわけでは
ない医療現場においては、職員の「専門職としての規範」と
「職員としての規範」に基づく臨機応変の行動によってチー
ムの活動は規定される。従って、組織（病院）文化がチーム
活動に大きな影響を与える。

31

病院総合医の育成；国は総合的な診療能力を有する医師の養成推進
事業を行っているが上手くいっていない・・・。
我が国においては、医療の専門分化・高度化が進む中、臓器別・疾患
別専門医の育成が進む一方で、急速な高齢化が同時に進行しており、
複数疾患や生活上の課題を抱える患者を総合的に診ることができ、地
域包括ケアにおいても中心的な役割を担える医師の確保が求められ
ている。国は、地域において幅広い領域の疾患等を総合的に診ること
ができる総合診療医を養成・確保するため拠点（総合診療医センター）
を都道府県横断的に整備し、地域医療の現場に総合診療医を充足さ
せようとしている。専専門門医医ととししててのの総総合合診診療療専専門門医医を育成しようとして
いるが思うように育成できていないのが現状である。
我が国の社会は、一般的な診療において頻繁に関わる 負傷又は疾
病に適切に対応できるような診療能力を有し、地域包括ケアで医療
チームのコーディネートを担うことの出来る医師が増えることを望んで
いるのではないだろうか？
病院会の考え方 → 今必要とされる医師は「総合的・全人的な診療と
総合的医学的管理を他職種協働でおこなうことができる医師」と考え、
医医師師ののキキャャリリアアパパススのの一一環環として病病院院総総合合医医のの育育成成をを推推進進すするる

28
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スライド32：�チームという小さな組織が病院量の基盤
　チームというのは、異質な人間が共有の目
標に向かって助け合うチームです。そのため
には、チームメンバーがお互いに信頼という
絆で結びついていないとなかなかうまくいき
ません。組織とは少しずつ違った目的を持っ
た複数のチームが、それぞれの役割を果たす
ことで成り立っています。この複数のチーム
が機能して組織として行動するには、システ
ムを作らなければいけません。

スライド33：�チームの一員として活躍するためには
　チームというのは、その目的に応じていろ
いろなチームができます。それぞれのチーム
にあった専門的な能力と知識が必要となりま
す。それは専門職としてやってきた上にさら
に必要となります。医療安全や感染とかのセ
ミナーなどチームの一員として能力を発揮で
きるようさまざまな研修を開催しています。

スライド34：�外来機能の役割分担と連携
　先程までは入院機能の話が中心でしたが、
もう１つは外来機能という考え方を整理する
必要性があると思います。そこの地域型病院
というのは、この全ての関係の真ん中にある
病院ではないかなと思います。自分の病院の
ところで、往診や訪問診療とかやっていると
ころもあるかと思いますが、むしろ診療所と
一緒になって紹介をしていただく。ある程度
落ち着いたら、また紹介をすることが必要です。診療所も色々な考え方がありますので、
かかりつけ医機能がない専門的な診療所も病院にとっては必要です。

スライド35：かかりつけ医機能報告事項制度と外来医療機能報告事項制度
　診療所にかかりつけ医機能はないが、ある疾患に関しては、主治医としてその患者さん
を見てくださる診療所もございます。広域型病院は、かかりつけ医機能は持たずにその専

チームの一員として活躍するためにはそのチームで必要とされ
る専門性を身につけていることが必要
チームの一員としての専門性を高める自己研鑽は必須！
日本病院会が行う専門性向上のためのセミナー等

日病ホームページ

33

外来機能の役割分担と連携 34

チチーームムとといいうう小小ささなな組組織織がが病病院院医医療療のの基基盤盤

チームとは、異質な人間が共
有の（かつその達成を熱望す
る）目標に向けて助け合う集
団。。チームメンバーはお互い
に助け合えるような人間同士
の強い「信頼」で結びついて
いることが条件。
組織とは、少しずつ違った目
標をもった複数のチームがそ
れぞれの役割を果たすことでで、、
全全体体ととししててささららにに大大ききなな目目標標
をを成成しし遂遂げげてていいくくチチーームムのの集集
合合体体。。チチーームム間間のの連連携携はは、、人人
間間のの顔顔がが見見ええなないい規規模模にになな
るるこことともも多多いいたためめ、、組組織織運運営営
はは信信頼頼以以上上にに「「仕仕組組みみ」」でで担担
保保すするる必必要要ががああるる。。

病院の医療と医療サービスの特徴；医療現場における臨機応変の対応が必要。組織医療を展
開する病院は、個人プレーではなくチームプレーが必要となる。

32
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門的な医療を必要とする患者さんを継続して
診るが、外来重点医療機関という役割を果た
す病院として、かかりつけ医機能のある地域
型病院とかかりつけ医機能のある診療所、か
かりつけ医機能のない診療所とかと一緒にな
り地域を守っていくことが必要です。

スライド36：�在宅医療；地域密着型病院が積極的役割を担う
　私は、地域型病院のうち在宅医療、往診、
訪問診療とかを積極的にやる病院を地域密着
型病院と呼んではどうかと提案しております。
　かかりつけ医機能の報告制度がもうすぐ始
まります。紹介外来重点医療機関の制度も始
まり、各病院に紹介外来重点医療機関として
要件を満たしているかどうかの問い合わせが
きてます。

スライド37：�病・病連携の構築
　外来機能として、かかりつけ医機能を持つ
地域型病院は、広域型病院や診療所からの紹
介や、逆紹介をしながらお互いに協力してい
くことが大事になるだろうと思います。在宅
の医療を自らやる病院の地域密着型病院は、
その在宅療養患者さんの入院の受け入れや、
後方支援、あるいは在宅医療をサポートする
という機能をもつ病院を地域連携型病院とい
う名前で呼んだらどうかと思います。

スライド38・39：医療構想の見直し
　地域医療圏を守っていく地域型病院と広域型病院というのは、病院間で連携を行い、もう
少し地域医療圏より広い圏域を守っていくことが必要になります。私は二次医療圏より広め
のいくつかの医療圏の中で協力し合いながら医療を守っていくことが必要です。私は、一般
病院を地域型病院と広域型病院と分け、地域型病院も在宅医療をするのかどうか、後方支援

かかりつけ医機能報告制度と外来医療機能報告制度

外来の役割分担

地域型病院等 広域型病院、広域型専門病院病診・病病連携

病院、診療所又は助産所において医療を受ける者が身近な地域に
おける日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提
供を行う機能を「かかりつけ医機能」という。

＊かかりつけ医機能を担う医療機関

＊紹介受診重点医療機関

専門機能を担う医療機関

専門型診療所、地域型専門病院

※

※

35

在宅医療；地域密着型病院が積極的役割を担う

地域医療圏において在宅医療体制
を構築する

；相澤が一部改変

自ら２４時間対応の在宅医療を提供する
在宅医療を行う他医療機関の支援
在宅療養患者の入院受入
多職種連携による在宅医療の実践

地域密着型病院 地域連携型病院
２４時間対応の在宅医療は提供しない
在宅医療を行う他医療機関との連携
在宅療養患者の入院を受入れる後方
支援を行う

36

広域型病院；地域型病院では担えない医療を提供する
かかりつけ医機能は発揮しない。

地域型病院；身近な地域における一般的な医療を担う
かかりつけ医機能を発揮する。

病・病連携の構築→広域医療圏の設定又は地域医療圏連携
広域型病院と地域型病院間の役割分担と連携の構築

住まい
日常生活圏 地域医療圏

広域医療圏

病院チーム
（転院支援）
（退院支援）

病院チーム
（退院支援）

在宅チーム
（療養支援）

病院の役割分担と連携；病病連携を構
築する地域範囲；広域医療圏

概ね拡大日常圏

地域日常圏

広広域域型型病病院院
治治すす医医療療

地地域域型型病病院院
治治しし支支ええるる医医療療

診診療療所所

いくつかの日常圏
からなる圏域

いくつかの
地域医療圏
からなる圏域

入退院患者
の流れ

重重要要ととななるる役役割割分分担担

＊地域型病院機能と広域型病院機能を一つの病院でこなすことは無理がある

連携

６

（車での移動時間
分程度）

（車での移動
時間 分程度）
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をするのかどうか、在宅医療の分野で分けて考えてはどうかと思います。広域型病院は、か
かりつけ医機能を持たず、紹介外来重点医療機関になっていくことが大事だと思います。

スライド40：病院の地域ごとのばらつき補正が必要
　病院から、15分以内、30分以内、１時間以
内というところでどれぐらいの時間距離で行
けるか。仮にこの青い点線が日常医療圏とし、
赤茶色のところが地域医療圏、四角の赤い点
線が広域医療圏とします。その各地域医療圏
によって病院は、地域型の病院はあるが、広
域型病院はないというところもあります。診
療所がないところもあれば、病院しかないと
ころもあり様々です。このような医療機関の
ばらつきを見てどのように圏域を作るかが重要です。これまでのような20万人の人口か流
入する患者と流出する患者かという問題ではなく、もう少し違う方向から見てはどうかと
思います。

スライド41：�救急医療
　救急医療についてお話をします。救急医療
は非常に地域性があり非常に違います。そこ
で救急入院医療というのと救急外来医療と分
けて考えなければいけません。なぜなら、医
師の働き方改革です。すべての病院が全部救
急を24時間365日受けることは無理です。救
急外来をどこかに集約化して運ぶということ
が大事です。これからはそこの外来で判断し
救急入院をどこの病院で受けるのかという発想が必要です。これまでは、救急外来をやっ
てる自分の病院に入院を必ず行ってきましたが、働き方改革の導入により到底無理ではな

病院の地域ごとのばらつきの補正が必要；病院が存在する場所を変えることは困難
ー医療圏の広さを調整して病院のばらつきを補正する事が必要ー

広域医療圏

日常生活圏

診療所

地域型病院広域型病院地域医療圏
１１

１２

40

自院の救急医療を見直す；病院を選択するのは患者又は救急隊

ＩＣＵ
ＨＣＵ
ＥＣＵ等

三次救急 二次救急 一次救急

一般病棟

紹介患者；Ｄ‘ 紹介患者；Ｅ‘

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ 又はＡ＋Ｂ＋Ｄ＋Ｅ 又はＡ＋Ｄ → 広域連携型病院

Ｂ＋Ｃ＋Ｅ → 地域連携型病院又は地域密着型病院

救急医療を外来と入院に分けて、自院は何処まで、どの日（曜日）、どの時間、どのような救急
医療を担うかを決断する。

その他様々な組み合わせの対応が考えられる

転院 転院
救急受診への対応を外来と入院
に分け、休日・夜間の体制を如
何するかを地域の病院群で考え
る

病院前
救急

（（救救急急外外来来））

（（救救急急入入院院））

病院前救護により患者の適切
な搬送先の判断が可能か？
患者が適切に受診先を判断
する事は可能か？

逆搬送の仕組み
の構築が必要

他院へ
入院（紹介）

他院へ
入院（紹介）

救急医療

自院へ
入院

自院へ
入院

41

地
域
医
療
支
援
病
院

＊地域連携型病院
外来；かかりつけ医機能〇

紹介外来重点×
在宅；在宅医療×

在宅療養支援◎
入院；高度×

急性◎
地ケア◎
回リハ〇
療養×

広域型病院
外来；かかりつけ医機能×

紹介外来重点◎
在宅；在宅医療×

在宅療養支援×
入院；高度◎

急性◎
地ケア×
回リハ△
療養×

＊地域密着型病院
◎

×

広域専門型病院

外来；かかりつけ医機能×
紹介外来重点◎

在宅；在宅医療×
在宅療養支援×

入院；高度◎
急性◎
地ケア×
回リハ×
療養×

一一般般病病床床数数400
床床以以上上？？
常常勤勤医医師師100名名
以以上上？？

一一般般病病床床数数
200床床未未満満

４００床？

床？

一
般
病
院

在宅療養支援〇

病床機能
報告

病床機能
報告

病床機能
報告

病床機能
報告

（一般病床数）

病院の
機能分化

地域専門型病院

外来；かかりつけ医機能○
紹介外来重点△

在宅；在宅医療○
在宅療養支援○

入院；高度×
急性〇
地ケア○
回リハ○
療養〇

一般病院の類型
化は、国民に分
かりやすい医療
提供体制を構築
するために必須
と考える。

特
定
機
能
病
院

従来の病院類型（医療法） 新たな病院類型（今後医療法で定める） ８

病床機能
報告

９

39地域医療構想の見直し；地域型病院の確保と強化を中心に構築する
１．病床機能のみの分化および連携から病院機能分化と連携へ

病床機能は入院機能であることから、読み替えれば入院機能を
高度急性期、急性期、回復期、慢性期に機能分化させるための
もの。そのため各病床機能毎の必要量を地域構想区域毎に算定
して病床機能分化の目標とした。病床機能のみに限定したため、
病院内の病床の機能分化をすすめればこと足りたことから、地域
における病院間の機能分化を推進するまでには至らなかった。病
床ではなく病院の機能分化（一般病院の類型化）と病院間連携を
推進する視点での構想が必要。

一般病院

８＊＊地地域域型型病病院院ととのの協協定定締締結結とと国国のの支支援援にによよりり地地域域型型病病院院のの機機能能をを充充実実強強化化すするるここととがが必必要要！！
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いかと思います。基本として、全ての病院が救急外来をやり自分のところで受けるのでは
なく、地域全体でどういう仕組み作りをしていくかが重要だと思います。
　これも地域ごとに違うので、この方法が良いとは言えませんが、今後、高齢者の救急医
療がどんどん増えてくる対応策が必要です。

スライド42：救急医療
　高齢者の救急搬送割合です。赤い四角で囲
んでいるところが65歳以上で年々増えてます。
赤塗りつぶしのところが75歳以上でこちらも
どんどん増えてます。総務省からのデータを
みますと成人の軽症者は減ってきて高齢者の
救急はどんどん増えてきています。高齢者の
軽症・中等症の患者もどんどん増えてきてい
ます。これからの高齢者救急というのは受け
入れる病院が患者を受け入れる分散型の救急入院の方法でいいのではないかと思います。

スライド43：救急医療
　地域型病院というのがキーとなります。地
域型病院にいかに国が支援をしていくか、き
ちんと配置していくかが、医療にとって大変
重要であり、国がお金を使ってでも支援する
ことが、一番大事かと思います。
　これまでは、特定機能病院、地域医療支援
病院、一般病院という区別でした。医療法で
は、３つになっておりますが、今度は、各々
どのような機能を果たしていくのかを決め、そして、特にこの地域型病院に対して、国が
しっかり支援し地域を守ってもらうということが今後の医療提供体制を作るうえで、大変
重要なことではないかと思います。

スライド44・45：病床機能分化を目指す従来の地域医療構想は
地域医療構想の見直し；病院機能分化と連携の構築

　国は地域医療構想と称して高度急性期、急性期、回復期、慢性期のベッド数を計算して
地域ごとに決めてきたわけですが、日本病院会と関係団体とで、今後の地域医療構想をど
うしていくのかを一緒になって話をしております。今の高度急性期、急性期、回復期、慢
性期は、ほとんど病棟毎にどういう機能があるかということで、機能分化としています。
これからの新たな病院機能は、地域型、広域型という病院をつくり、お互いに協力してい
く病院づくりが必要です。

病院の地域ごとのばらつきの補正が必要；病院が存在する場所を変えることは困難
ー医療圏の広さを調整して病院のばらつきを補正する事が必要ー 広域連携医療圏

日常生活圏

診療所

二次救急病院

三次救急病院地域医療圏

広域医療圏 広域医療圏

二次救急病院 三次救急病院

43

42
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　病床機能報告制度は、診療報酬で区別するいろんな病床を創っていましたが、シンプル
に整理をすることが大事かと思います。細かくすればするほど細かな条件や施設基準など
が付けられ、それをクリアするのも難しいのが現状です。

スライド46・47・48：地域医療構想区域の見直し
　地域医療構想の区域は、ほぼ昔の二次医療圏区域になっています。最も大事なのは身近
な地域医療圏を考えることが一番のキーとなります。日常生活圏を軸にした、このいくつ
かの日常生活圏の面倒をみんなが協力してみる地域医療圏を設定する。そしてこれらの地
域の医療圏のいくつかの病院間の連携により、患者を診ていく広域医療圏を設定し、今あ
る病院をどう生かし、どう協力し合っていくかを考えていくべきではないかと思います。

44 病床機能分化を目指す従来の地域医療構想は病床数の目安とする 45

医療介護総合確保推進法に関する全国会議平成２６年７月２８日；医療介護総合確保推進法等について、全国会議資料より相澤が改変
http://www.mhlw.go.jp.//file//05-Shingikai-10801000-Isekyoku-Soumuka/0000052610_1.ｐｄｆ

広域型病院 地域型病院

特定病床 急性期一般病棟 地域一般病棟 地域包括ケア、回復期リハ 療養病棟

慢性期病院
地域型病院

地域型病院

地域型病院

病病期期
分分類類

広域型病院

地域型病院

診診療療
報報酬酬

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床

病院類型の設定と病院類型
を踏まえた病院の配置

（病棟） （病棟） （病棟） （病棟）

地域医療構想の見直し；病院機能分化と連携の構築

新たな病院類型（地域型病院と広域型病院）の創設

新たな
病院機能
類型

新たな
病院機能
類型

病床
機能

病院
機能

病床機能
報告制度

地域型病院；人口概ね５万人当たり，おおよそ２５０床程度を１カ所以上の病院に配置する
地域型病院の総病床数はおおよそ２４００×２５０＝６０万床（慢性期病床は除く）

広域型病院；人口概ね５０万人当たり、急性期病床１０００床程度を２カ所以上の病院に配置す
る。急性期総病床数はおおよそ２４０×１０００＝２４万床となる
高度急性期病床を１病院当たり約４０床×４８０＝約１ ９万床を配置する （相澤試案）

１１

病院類型は医療法で定め。都道府県と病院が類型に応じた医療を提供する協定を結び、これを国が支援

医療提供体制の地域差→人口減少の地域差

令和３年６月 国土審議会計画推進部会 国土の長期展望専門委員会最終とりまとめ参考資料

年→ 年

49高齢者の医療ニーズに応えるためには、前述したように地域型病院と
診療所が連携協働して日常的な医療を提供する身近な地域を地域医
療圏として設定することがまず必要である。地域の事情と医療機関の
偏在を考慮して地域毎に設定すべきであるが、地域医療圏内には必
ず地域型病院が１以上あること、病診連携が行えていること、在宅医
療体制や医介連携が構築されていること等の日常的医療が地域内で
完結する条件を満たす地域範囲を都道府県が国土審議会計画部会
の「生活圏域（地域生活圏）」の提案も参考に地域医療圏として設定す
る。地域型病院が担うことが難しい医療を提供する病院を広域型病院
とし、この病院と地域型病院が病・病連携により必要な医療を確保する
地域単位を国土審議会計画部会の「生活圏域（広域生活圏）」の提案
も参考に広域医療圏として都道府県が設定する。広域医療圏には必
ず２以上の広域型病院があることを条件とする。都道府県は、その病
院が実施してきた医療提供や医療機関のデータ、病床機能報告、外
来機能報告、かかりつけ医機能報告（今後実施される）のデータの下
に必要な機能を有する病院と協議の上で協定を結び、地域型病院と
広域型病院の必要数と病床数の確保を図り、広域圏における医療提
供体制を確実に構築することが重要である。

48

日日常常生生活活圏圏域域；市町村介護保険計画において、地理的条件、
人口、交通事情 などを勘案して定める区域のこと。国では概
ね 分以内に必要なサービスが提供される区域としている。
市町村介護保険事業計画 法第 条 で設定が義務付
けされている 大凡７２６８（包括ケアセンターとブランチ数）

日常生活圏

地域医療圏

広域医療圏
いくつかの地域医療圏からなる
車での移動時間 分程度の地域
が基本

医療介護生活支援の
総合確保を図る圏域
いくつかの日常生活圏からなる
車での移動時間 分程度の地域
が基本

（医療法）

小さな圏域からの積み上げ方式

小さな圏域からの積み上げ方式

広域連携医療圏

新たな圏域の考え方

医
療
計
画

介
護
保
険
事
業
計
画

一部相澤改変

医療提供体制を構築
するための基礎圏域

（地域生活圏）

（拡大生活圏） 広範な地域

身近な地域

現在の医療圏の考え方

１０

47２．地域医療構想区域の見直し
一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療を提
供する体制の確保を図ることが相当であると認められる地域を地
域医療構想区域として設定するとされた。医療法（区域の設定に
関する基準）第三十条の二十九
このため、多くの都道府県が 次医療圏域を地域医療構想区域と
して設定したが、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制
を構築する地域範囲は入院医療ばかりでなく、外来医療や在宅
医療、救急医療も含めて総合的にどうすべきかを考えなければな
らない。また、 年に設定された医療圏の基本的考え方も道路
網の発展や情報通信技術の進歩、医療機関の地域偏在も考慮し、
抜本的見直し又は医療圏間の連携の構築が必要である。
高齢者が増加する中で、医療・介護・予防・住まい・生活支援サー
ビスを適切に提供できる地域での体制（地域包括ケア）を創る日
常生活の場（市町村が設定する日常生活圏）を医療提供体制を
構築するための基礎的単位とすることが必要ではないか。その基
礎的単位の医療を守るためには、どの地域を身近な医療圏の単
位とすることが望ましいかを優先して考えるべきである。

９
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スライド49・50・51：�地域医療構想区域の見直し
　もう１つ大きな問題は、医療というより社会が壊れてきています。人口減少町村が大変
なことになっています。村の診療所が続けられない状況になっています。私の関与するそ
の村は、人口が2200人程ですが、今もう2000人を切り、1700人ちょっとになりました。だ
から医療経営も大変です。ここの医療を今後どうやっていくのか、そこに住んでいる人々
の生活を、これからどうやって行くのか考えなければいけないと思います。

スライド51：人口密度が低下
　これは、人口減少の地域差と医療密度がどんどん薄くなっていくという話です。人口の
減っていないところは問題ありません。人口の減っているところは何年後には消滅するか
もしれません。そういうところは、二次医療圏という考え方は成り立たなくなっています。
高齢者が増える、人口が減少するなどほとんどの地域がそういうフェーズになってきます。

スライド52：人口密度が低い地域における医療の確保
　そうなった時にこれまでは、人口の密度が
増加するから病院を増やしたりベッドを増や
したりしてやってきました。人口密度が薄く
なれば、我々は何をやらなければならないの
か、人口密度が薄くなればなるほどカバーす
る範囲を広げざるを得ない。人口密度がある
からやれていた医療を広い範囲でやっていく
ためには、どうしていくのかを視野に入れつ
つ今後やっていくことを探らなければいけな
い。
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又は

人口密度の増加

役割り分担

又は

人口密度の低下

病院を減らす
病床を減らす

人口密度の低下により
病院の維持が困難

病院の
役割分担

病院の
役割分担

病院を減らす
病床を減らす

病院を増やす
病床を増やす

病院を増やす
病床を増やす

病院

診療所

規模拡大
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更に圏域を拡大 圏域を広げて病院医療を
集約又は

人口密度が低い地域における医療の確保：圏域範囲を広げ、医療を集約化

病院間で役割
分担と連携

さらなる圏域拡大
圏域を
拡大して
病院を
維持する

又は

52
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スライド53：国土の長期展望専門委員会最終とりまとめ参考資料
　日常的に診療所への通院にかかる時間を
15分のところ、30分のところ、１時間のとこ
ろという地図を出しましたが、国民調査をし
てみると日常的にかかる診療所までの許容時
間は30分以内です。そう思っている人が85％
もいます。手術だとかそういう大きな病院に
はどれくらいのところがあったらいいかで
は、１時間くらい、または１時間30分でもい
い。その上は２時間でもいいとの回答であっ
た。この移動時間、距離がどういう病院とだったら重なり合うのか。地域型の病院だったら、
30分から１時間以内のところにあって欲しいのではないか。大きな病院であればもう１時
間超えてもいいか。時間と距離で病院の機能というのを決めていくことも大事だと思います。

スライド54～62：広域・多分野・官民の連携による地域生活圏の構築・展開
国土の長期展望専門委員会最終とりまとめ参考資料

　これは、国土審議会の計画推進部会で作っているものです。これまで日常生活圏という
のは、生活の場だとしてきました。概ねだいたい30分以内のところを地域日常圏という形
で考えたらどうでしょうか。そこから、１時間くらいのところを拡大日常圏という考えで、

54 55

日常生活圏 地域生活圏 拡大（広域）生活圏

56 日常生活圏域は、高齢者が住み慣れた地域で生活し続けるために必要なサービスや施設が
そろっている地域です。日常生活圏域は、高齢者が自立して生活するための基盤となる地域で
あり、高齢者が住み慣れた地域で生活し続けるために重要な役割を果たしています。
日常生活圏域の範囲は、高齢者の移動能力や利用可能な交通機関などによって異なりま
す
が、一般的には半径1～2km程度とされています。この範囲内には、スーパーマーケッ
ト、コン
ビニエンスストア、ドラッグストア、銀行、郵便局、病院、診療所、福祉施設など、高
齢者が日
常生活を送るために必要な施設やサービスが揃っていることが望ましいとされています
。
日常生活圏域の範囲を広く確保することが、高齢者が住み慣れた地域で生活し続けるた
めに
重要であるとされています。日常生活圏域の範囲を広く確保するためには、高齢者が利
用し
やすい公共交通機関の整備や、高齢者に優しいまちづくりの推進などが必要とされてい
ます。
また、高齢者が日常生活を送るために必要な施設やサービスを充実させることも重要で
す。
日本では高齢化社会が進み、住み慣れた地域で生活し続けることが課題となっています。そ
のため日常生活圏域という概念が注目を集めています。日常生活圏域とは、高齢者が住み慣
れた地域で生活に必要なサービスや施設が整ったエリアのことです。これにより高齢者は安
心して生活することができます。
日常生活圏域が縮小すると、高齢者は自宅に閉じこもりがちになり、社会参加の機会が減少
し、孤立化が進む可能性があります。
日常生活圏域の縮小を防ぐためには、高齢者の移動範囲や生活範囲を広げる取り組みが必

57

都市機能を発揮する人口は 万人以上

令和３年６月 国土審議会計画推進部会 国土の長期展望専門委員会最終とりまとめ参考資料

令令和和２２年年度度版版厚厚生生労労働働白白書書

（地域日常圏）
概ね移動時間 分以内

（拡大日常圏）
概ね移動時間１時間以内

住住みみ続続けけらられれるる日日常常圏圏

医療圏も日常圏とおなじ
考え方が必要では？

中小都市；
人口 万～ 万
地方中枢都市
人口 万以上

人口と移動時間、日常生活
を考慮した医療圏の設定が
望まれる。

日常生活圏

53
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そこの社会を構築したらどうか。社会をつくることと医療をどうしていくのかということ
を一緒に考えていかなければならないのではないかと思います。
　地域生活圏において生活機能を共有する中で、医療をどうするか。地域によっては二次
医療圏を、地域生活圏としたらという考え方を持つことも必要です。

スライド63～67：松本市の設定する12の日常生活圏
　私の病院のある松本市というところは、日常生活圏が12あります。その地域性とか病院
のある場所を合わせて考えると、地域医療圏は５つくらいになります。この中にいくつか
の日常生活圏があるのかという考え方で見ていくと、いろんなことが分かってきました。
　長野県の今の二次医療圏は10あります。木曽医療圏は今、２万７、８千人で二次医療圏と

5958

効率的・効果的な社会資本の整備・維持管理・更新・生活サービス機能の確保や地
域資源の活用などを的確に下支えする観点から、社会資本を効率的･効果的に配置
するとともに、適切な維持管理・更新等によりその機能を確実に発揮させる・「公共
空間の再構築」との観点から、社会資本について、場所によっては撤退も排除する
ことなくその機能の集約や他の機能･用途への転用などを早い段階から考慮していく。
生活サービス機能を維持･増進するための方策（医療）
・圏域内の総合病院における特定診療科（小児科、産婦人科、麻酔科等）の集約配
置（専門医の確保や機器の充実による診療レベル向上）と相互補完
・診療科の集約や補完に対応して行政境を越えて最適な病院に搬送するなど、圏域
内での救急搬送の連携
・在宅療養診療所を圏域自治体が共同で開設する等、在宅医療支援を連携して推
進

・遠隔医療の共同実施（核となる総合病院の機能活用を前提に、診療所等への遠隔
医療設備の配置と応分の財政負担）

・慢性疾患のために行政境を越えた遠距離通院が必要な住民に対して、圏域としてＩ
ＣＴインフラの整備により医師の遠隔診察や薬の宅配サービスを実現して医療機能
を補完

6160

４

62

松本市 生活圏域毎の人口推移

松本市の設定する の日常生活圏域
つの地域医療圏

日常生活圏の人口変化

松本北部地域医療圏
北部・中央北

松本東部地域医療圏
東部・中央南

松本南部地域医療圏
南西部・南東部・南部

松本中央部地域医療圏
中央・中央西・河西部

松本西部地域医療圏
河西部西・西部

参考）

松本市の病院

丸の内病院

協立病院

藤森病院

城西病院

松本医療センター

松本北部地域医療圏

松本東部地域医療圏

松本南部地域医療圏

松本中央部地域医療圏

松本西部地域医療圏 相澤東病院

63
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なっています。しかし二次医療圏としては成り立っていないと思います。先程言った地域
医療圏をもう少し二次医療圏より狭い地域生活圏という考え方で圏域を設定してみます。10
あった二次医療圏を、広域医療圏という考え方で２つにしたらどうかの試案をしてみました。

スライド68～71：病院は医療及び病院の質と経営の質の両方が必須
　これから患者は減ってきます。これまでどおりの医療提供体制では、全ての病院が経営
ができなくなります。そのためには、お互いに役割分担をするしかないと思います。どう
やって協力して地域を守っていくかが大事なことになると思います。
　その中でとても大事なのは、病院のマネジメントをどうしていくかということです。こ
のマネジメントをどのようにしていくかには、２つの考え方が必要です。１つは、外部環

松本協立病院

丸の内病院

旧）相澤病院

藤森病院

安曇野赤十字病院

まつもと医療センター

松本市立病院
相澤東病院

一之瀬脳外科病院

相澤病院

信州大学付属病院

高次救命救急センター；信州大学付属病院、県立こども病院（県全体をカバー）
地域救命救急センター；相澤病院（中信地区、松本医療圏を含むをカバー）
二次救急病院；まつもと医療センター、安曇野赤十字病院、松本市立病院、松本
協立病院、丸の内病院、一之瀬脳神経外科病院、藤森病院、相澤病院（曜日指定
の輪番制で松本医療圏をカバー）

穂高病院 城西病院

松本中川病院

県立こども病院

地域一般

地域一般 、回リハ 、小児

８，急性期７：１看護 、地ケア

急性期 ： 看護 、地ケア

急性期 ： 看護 、回リハ

急性期 ： 看護 、地ケア

地ケア

急性期 ： 看護 、障害者 ： 看護 、
地ケア 、小児 、結核２１

急性期 ： 看護 、地ケア

、急性期 ： 看護
地ケア 、回リハ

急性期 ： 看護 、地ケア
回リハ

二次救急輪番制
参加病院松本医療圏

松本医療圏の病院と
主たる圏域

地域医療圏参考）64

１１００５５万万人人

９９７７万万人人

相澤私案→県に提案
長野県における
医療圏域の設定
（広域医療圏と
広域連携医療圏）

広域医療圏

地域医療圏

従来の二次医療圏
より狭い地域医療圏
を設定する

高速道路

参考） 65

66

Ａ病院；医療資源投入量の多い急性期特化
Ｂ，Ｃ病院；急性期後の医療と高齢者を中心
とした軽症急性期医療に特化

これまで通りの医療提供体制➞役割分担と協働の提供体制へ

Ａ→Ｃへ転院

Ａ→Ｃへ転院

Ａ→Ｃへ転院

Ａ→Ｃへ転院

Ａ→Ｂへ転院

Ａ→Ｂへ転院

Ａ→Ｂへ転院

Ａ→Ｃへ転院

Ａ→Ｂへ転院

Ａ→Ｂへ転院

３３病病院院
のの役役割割
分分担担とと
協協働働のの
医医療療でで
共共存存をを
図図るる

人人口口減減少少下下のの病病院院経経営営のの視視点点→→病病院院機機能能分分化化とと連連携携にによよるる共共存存をを図図るる

従来の医療需要 入院患者数が減少 経営継続の工夫

％％減減少少

Ａ病院は広域
型病院へ

Ｂ，Ｃ病院は
地域型病院へ

地域型と広域方の両機能を果たすためには大規模化・集約化が必要。必然的に地域型の機能は低下せざるを得ない

病
院

病
院

病
院

ＡＡ

Ｂ

Ｃ

Ａ病院からＢ病院へ転院 Ａ病院からＣ病院へ転院

新入院患者数 名→ 名 新入院患者数４名→７名 新入院患者数４名→７名

Ａ病院は急性期に専念して平均在院日数を短縮して早期にＢ病院とＣ病院へ転院させる
Ｂ，Ｃ病院は軽症急性期と回復期に専念する地域密着型病院として機能する

転転院院

転転院院

転転院院

転転院院

転転院院

転転院院

転転院院

転転院院

転転院院

転転院院

転入

直入

転入

転入

転入

直入

転入

入院日数 入院日数 入院日数

転入

直入

転入

直入

転入

転入

転入

個々の病院が他の病院にはない機能を発揮し、発展させるために力を注ぐことにより、その機能における医療や病院の質は高まるのではないかと考えられる

追加 67

68

ヒヒトト
医医
療療

目目指指すす医医療療とと病病院院のの姿姿

ビビジジョョンン

ママ
ネネ
ジジ
メメ
ンン
トト

医
療
の
質
・サ
ー
ビ
ス
の
質

経営の質

生生産産性性向向上上

発展・継続の創造

信
頼
の
創
造

医医
療療
とと
ササ
ーー
ビビ
スス
のの
質質
向向
上上

病院の生み
出す価値
社会貢献
存在価値

病院は医療及び病院の質と経営の質の両立が必須

人間関係生産性 コミュニケーション

ママ
ネネ
ジジ
メメ
ンン
トト

モモノノ

カカネネ

情報

付加価値

資源投入量

医
療

組織生産性 組織

労働生産性

設備生産性

資本生産性

情報生産性
病院

病院として目指すビジョンが実現できるように、組織として実践する
医療の質（医療の質）と医療サービスの質（病院の質）のマネジメン
トを適正に行うと共に、ビジョンを継続して希求できるように、組織・
ヒト・設備・機器・情報・資金など資源のマネジメントを行う

69

社会の変化
人口減少

人口構造の変化

医療の高度化

患者ニーズ

制度の改革
医療制度改革

保険制度改革

地域社会の変化

地域の医療事情

診療報酬改定

ミミッッシショョンン・・ババリリュューー
人人生生観観・・哲哲学学・・医医療療観観

病病院院のの歴歴史史やや文文化化ななどど

ビビジジョョンン

目標

病院の資源
ヒト・モノ・カネ

情報・ノウハウ

病院の文化

人間関係性

行っている医療の実績

とその推移と地域シェ

ア率

地域における自院の立

ち位置の把握、ベンチ

マーク

外部環境

自病院の姿

病院を取り巻く
環境の変化

戦略

内部環境

地域における自病院の立ち位置と役割の明確化＝ビジョンの決断
現在志向ではなく未来志向で

成成果果

実行

柔軟で
円滑な
双方向
のやり
取りで
組織の
一貫性
を保つ

社会変化の速度が早く
多面的であることに対応

自分たちを取り巻く状況を理解
するために分析して、患者や
社会のニーズを把握する

自分たちに何ができるのかや
自分たちが独自性を発揮できる
領域はどこなのかを検討する
自分を見つめ直す作業
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境と内部環境のデータをまとめ、しっかりと判断をすることのできる存在です。データを
デジタル化する人、そしてそれをしっかりと集める人。集めたものを整理し管理してデー
タをいつでも提出できるようにする人。データに基づき合理的判断ができるようデータを
情報化する人。そして、データ分析の結果に基づいた改革をしていく人。このようなマネ
ジメントができる人を育てなければいけません。

スライド72～81：診療情報管理士　通信教育
　日本病院会では、診療情報管理士を育てています。この人たちが医療データを集める、
一番の最初の人達だと思います。この人たちが診療情報の管理をするだけではなく、でき
ればその医療データのエンジニアになり、そして、且つこの医療データに基づきマネジメ

73

クリック

72

「その時代」の「その地域」の「その場所」に存在している自病院が果
たすべき社会貢献（地域貢献）、役割は何か？すなわち「自病院の存
在意義」を明確にして掲げ、病院組織としての一貫性を保ち地域社会
と職員の「信頼」を醸成することが、組織活動において必要である。
組織活動により創る未来の「社会貢献」又は「社会価値」が「存在意
義」であり、これは「ビジョン」と同意義といえる。
時代や社会が変わればこの「ビジョン」が変わるのは当然である。適
時、適切なビジョンを掲げることのできた組織のみが時代を超えて生
き残ることが出来る。時を失することなく適時適切にビジョンを変える
ことは経営陣にしかできない重要な仕事であり、大切な役割である。
適切なビジョンなくして組織は存続できない。ましてや、社会の多様化
複雑化により未来が不透明である現在を鑑みると、時代や社会の変
化を先読みした自病院の「将来の姿」（未来における存在意義又はビ
ジョン）を経営陣が明示することからマネジメントが始まる。
It is not the strongest of the species that survives, nor the most 
intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to 
change. Charles Robert Darwin

70 ビジョンの決定；トップの決断をサポートする人財の育成
現場のデータを収集・分析して「意味ある情報」に変え、そ
の情報をビジョン決定とビジョン達成に活かす
データの収集と分析を行い、情報化して活用することのできる人財
の雇用・育成が重要。長年の経験とカンのみを頼りとした仕事ではな
く、 ・データ・ を駆使することが重要。院外の力の利活用も考慮

１１．．デデーータタををデデジジタタルル化化すするる人人財財
２２．． IITT  環環境境構構築築のの基基盤盤（（ハハーードド面面・・ソソフフトト面面））をを支支ええるる人人財財
・ ネットワーク人財
・ サイバーセキュリティ人財

３３．．デデーータタをを収収集集、、整整理理、、管管理理しし、、デデーータタ活活用用のの基基盤盤をを創創るる人人財財
・・ データエンジニア

４４．．デデーータタにに基基づづいいてて合合理理的的判判断断ががででききるるよよううにに意意志志決決定定者者をを
ササポポーートトすするる人人財財（（デデーータタのの情情報報化化））（（ＡＡＩＩのの活活用用））
・ データサイエンティスト

５．デデーータタ分分析析のの結結果果にに基基づづきき事事業業のの改改革革、、改改善善をを行行うう人人財財
・ データ活用により、組織を動かす人財

インフラ
整備の
人財

トップの
サポート
人財

71

74 医療を取り巻く状況が大きく変わる時代
だから必要なビジョン型の病院経営

必須とされる医療改革の先の未来は見えるか？
病院の未来は、あるものではなく、自身が創るもの
先行き不透明であるからこそ行うべきことは何か
自病院が創ろうとする未来の姿を明らかにする

自病院がよって立つ地域はどこか！
その地域の未来（確実な未来、不確実な未来）は？
病院の未来像（病院のビジョン）は何かを
決断し、覚悟し、明確にして宣言する
ビジョンは組織の根幹である

ビジョンがあるからこそ未来が不透明な中でも組織と
して一貫性ある活動ができ、信頼を得ることが出来る

75
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ントができることが重要ではないかと思います。
　日病データというのを会員の方々が見れるようにしています。ログイン ID から自分の
病院のデータや病院の医療圏のデータなどが見れます。

スライド82～85：ミドルマネジメント（オペレーション・マネジメント）
　病院経営は一般企業より難しいです。病院は、大勢の専門職がいるので一体になること
も難しいです。縦割りでやっているためどうしても一体感を持った行動ができず、組織と
して脆弱ではないのかと思います。これからの厳しい環境の中ではそこを乗り越え一体感
を持ってやっていくことが極めて重要です。そのためには、戦略的マネジメントやデータ
分析など病院の方向性を決め、経営者と一緒に現場毎に、こういう方向で行くと目標を決

78
経営体質の確立

ミミッッシショョンン

計画

実行
評価

分析

組織文化の醸成

持続的改革マネジメント

ビビジジョョンン

確実に成果を
挙げて成果が
実感できる
仕組みの構築

現場で目
標を定め
て活動し、
成果を上
げる

戦略

目標

自自立立とと自自律律ののママネネジジメメンントト

オオペペレレーーシショョンン
ママネネジジメメンントト

戦略的マネジメント

ビジョンを
明示して
組織と職員
の活動目的
を統合する

「ミッション」
の下で、環境
を分析して、
ビジョンを定
める

一貫性のある経営体質と強い組織文化を創る組織マネジメント

ベベククトトルル合合わわせせ

成成果果をを挙挙げげるる

79
トトッッププ・・ママネネジジメメンントト；；（（経経営営者者層層））
トップ・マネジメントとは、組織の経営陣の事
を指す。具体的には、経営者を含む幹部会
のメンバー等
この層は、組織のビジョンを決定し、経営を
行う上での戦略や組織の運営などに関する
意思決定の役割を持つ。強力なリーダー
シップが求められる層であり、
戦略的マネジメントを行うことが求められる

ミミドドルル・・ママネネジジメメンントト；；（（管管理理者者層層））
ミドル・マネジメントは、所謂中間管理職の層で、役割としては、トップ・マネジメントの定めた
ビジョンに沿って、自身が統括する部署のビジョンを定め、実質的な管理を行う。また、ロ
ワー・マネジメント層とトップ・マネジメント層との橋渡し的な役割も担う。部署メンバーと共に
成果を挙げるためのオペレーションマネジメントを行うことが求められる

ロロワワーー・・ママネネジジメメンントト（（監監督督者者層層））
ロワー・マネジメントは、現場での下支えをする層であり、具体的には部署のビジョン達成のた
めに現場で働くスタッフを統率する立場を指す。ミドル・マネジメント層からの具体的な指示や
目標を、現場スタッフと共に達成すべく組織における実務を遂行する。現場で働く層とミドル
マネジメントとの関係を円滑に保つ、コミュニケーション能力が必須となる。
現場におけるマネジメントが求められる

マネジメントの各層

組組織織のの使使命命・・存存在在意意義義ががミミッッシショョンン、、組組織織のの価価値値観観ががババリリュューーでですす。。理理念念ををよよりり具具体体化化ししたたもも
ののがが行行動動指指針針でであありり、、ビビジジョョンンののみみがが将将来来のの話話ととななるる。。

実現したい未来の姿を示すビジョンは組織マネジメントの基礎

バリュー

現現在在・・過過去去 未未来来

ミッション；組織の存在意義、使命
バリュー；組織の価値観、行動規範

ビジョン；組織がもたらす未来の結果とその時点
でのありたい姿

ミッション

病院においては
ミッション；病院の存在意義、使命
バリュー；病院・医療の価値観、行動規範
ビビジジョョンン；；目目指指すす病病院院・・医医療療のの姿姿

ピーターセンゲ
「我々が活動を続けた結果もたらさ
れる未来において、我が組織はこう
いう状態になる」というビジョンを
リーダーが語り、そのビジョンを通じ
て行うコミュニケーションと決断や
行動の一貫性を保つことがリーダ
ーには重要である。

現状追従では
未来の姿が見
えない。
病院の未来の
姿を見える化
すること。

ゴール

ゴール

価値重視型経営 ビジョン重視型経営

76 病院が組織として機能を発揮するために
•病院は多種の専門職が多数集まる特有な組織構造であ

るため、縦割り組織となり、職種間・部署間・部門間の協働

連携が希薄となり易く、組織としての一体感を持った行動

がとれない。このため、病院は組織として脆弱であり、変化

に適切に対応できない。従って、病院は共通の価値観・判

断基準及び意志決定の拠り所となる組織文化、行動規範

ミッション・ビジョンの下に、一体感をもって行動ができる組

織を創るためのマネジメントが極めて重要となる

•組組織織のの構構成成員員がが共共通通ののビビジジョョンンとと目目標標をを共共有有しし、、そそのの下下

でで行行動動すするることで、組織が単なる個人の集合体ではなく、

組織としての力を発揮し、単なる個人の集合体以上の成果

を挙げることで組織文化を創る
♔♔

77

トップマネジメント（戦略的マネジメント）
病院の進むべき道筋を社会・医療環境などとのかかわりの中で決

定していくためのマネジメントである。そのため、ミッションと環境分析
を基にトップのビジョン決断をサポートする。
病院のビジョン実現のための戦略を策定し、部署ビジョンとのベクトル
合わせを行いビジョン達成の活動を統合する。
中・長期的視野で、幅広く、深い洞察をともなった思考を基にして、中・
長期的成果達成に大きな影響を与えるであろう不確実な要素にも目を
向ける。
個人、組織、を取り巻く環境の激変で組織の抱える課題がより高度化・
複雑化している中で、「人財」に最大のパフォーマンスを発揮してもら
い、組織として成果を挙げるための活動。
データのデジタル化と収集、分析に係わり、データを意味ある情報に
変換して、病院の改革と新たな価値創造に活用する。
イノベーションが求められる中で組織の風土や価値観、人財、スキル
といった経営資源要素を適時見直し、職員同士の強み・弱みを補完し
合い、組織を組織として機能させるための組織マネジメントを行う。
このようなことを行える人財の育成が極めて重要。

80
トトッッププ・・ママネネジジメメンントト；；（（経経営営者者層層））
トップ・マネジメントとは、組織の経営陣の事
を指す。具体的には、経営者を含む幹部会
のメンバー等
この層は、組織のビジョンを決定し、経営を
行う上での戦略や組織の運営などに関する
意思決定の役割を持つ。強力なリーダー
シップが求められる層であり、
戦略的マネジメントを行うことが求められる

ミミドドルル・・ママネネジジメメンントト；；（（管管理理者者層層））成成果果をを挙挙げげるるキキーーパパーーソソンン
ミドル・マネジメントは、所謂中間管理職の層で、役割としては、トップ・マネジメントの定めた
ビジョンに沿って、自身が統括する部署のビジョンを定め、実質的な管理を行う。また、ロ
ワー・マネジメント層とトップ・マネジメント層との橋渡し的な役割も担う。部署メンバーと共に
成果を挙げるためのオペレーションマネジメントを行うことが求められる

ロロワワーー・・ママネネジジメメンントト（（監監督督者者層層））
ロワー・マネジメントは、現場での下支えをする層であり、具体的には部署のビジョン達成のた
めに現場で働くスタッフを統率する立場を指す。ミドル・マネジメント層からの具体的な指示や
目標を、現場スタッフと共に達成すべく組織における実務を遂行する。現場で働く層とミドル
マネジメントとの関係を円滑に保つ、コミュニケーション能力が必須となる。
現場におけるマネジメントが求められる

マネジメントのできる人財の育成 81
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め、目標に沿って仕事の成果をあげる人たちが必要になってきます。戦略的マネジメント
を行うトップマネジメントと実際に成果を上げるミドルマネジメントという２種類の人た
ちが必要かと思います。

スライド86～89：病院経営管理士の育成
　病院の現場では、マネージャーとプレイヤーは一緒です。そういう人たちにしっかり勉
強してもらうために日本病院会として、病院経営管理士を２年間の通信教育でマネジメン
ト教育をしております。ここにはいろんな人が入ってきて、医師・看護師・リハビリ・事
務の人たちなど現場マネジメントの育成をしております。そしてトップマネジメントの人
のためには、病院長・幹部職員セミナーなど院長、副院長のためのトップマネジメント研

84
マネジャー；専門職
マネジャーは組織の盛衰を握る専門職として重要
育成側がマネジャーの専門性を理解して適性を見極めて
計画的に育成する必要がある
育成のポイント
＊マネジメント研修
＊マネジメント経験を積む

研修と現場を繰り返して経験させる
＊他部署への出向や異動
＊入職早期からの育成

リーダー志向のある職員を選抜して育成
＊マネジャーと経営陣との定期的コミュニケーション
＊マネジャー同士の意見交換の場を設ける
＊マネジャーの負担軽減を図る

85

83マネジャー（管理者、リーダー）
・マネジャーは組織や部門で決めた目標に向けて、資源をあるべき方向にもってい
くという役割を果たさなければならない。
・この役割を担うためには、目標の達成を目指し、組織に必要な要素を分析・管理
することで、組織（集団活動）を機能させるマネジメント能力が必要となる。
・医療の現場では、プレイヤーとマネジメントを兼任しているプレイングマネジャー
である管理者がほとんどである。プレイングマネジャーとして自らも成果を出しな
がらマネジメントすることが求められている。管理者が自分の仕事をしながら、組
織や部下の管理をすることは、かなりの労力と時間を要する。
・また、最近では、正社員・業務委託・派遣など、働く形態が多様化し、働き方や個
人の価値観も多様化していることから、組織を機能させるために個人の価値観や
働くスタイルなどを理解し、それぞれに適した業務を割り振る必要がある。個人の
価値観の尊重と共に組織の価値観の共有がとても重要になってきている。
・良いプレーヤーが、そのまま、良いマネージャーになれるわけではない。マネジメ
ントの経験がないため、組織の運営が上手くいかず、機能不全に陥ってしまって
いるケースも多い。
・マネジメント力の養成は極めて重要。
・マネジメント力を養うための組織マネジメントの研修や能力開発の を実施す
ることで、マネジメント力を向上させることはもちろん、マネジャーとしてのマインド
を養うことが重要。

82 ミドルマネジメント（オペレーション・マネジメント）
意思決定された病院のビジョンを達成するために、部署ビ

ジョンを策定し、所与の経営資源（人、モノ、金、情報の資
源）を有効に活用し、諸活動を定められた期限のなかで行い、
着実に成果をあげるために、目標を設定して、自部署の活
動を統合するマネジメントを行う。
現場の状況を見極めて必要により素早く計画を修正すること
ができる。
以下の要件を満たす職場ビジョンを策定する
①職場がどの方向に進むかをメンバーがイメージできる
②実現したいとメンバーが思える
③実現が可能であるとメンバーが思える
④リーダーの意欲・情熱が込められている
⑤自部署のデータを収集し、分析し、その結果としての決断
をメンバーに説明し、納得を得ることが出来る。

３６

86 87
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修会を開いております。なぜマネジメントが大切かと申しますと、これから大きく社会が
変わります。医療を取り巻く環境も変わります。変わるための準備として毎日、毎月でも
よいので小さな変化を積み重ねることによって、大きな変化にも対応することができる組
織作りをしておかないとこれからの変化には耐えられません。

スライド90～93：病院は医療及び病院の質と経営の質の両立が必須
　もう１つに、病院の質は大丈夫かをチェックする体制をとる必要があります。QI プロ
ジェクトでは、医療の質を改善することを目的としております。また、病院経営定期調査
を必ず行い必ず結果をお返ししています。出来高病院についても JHAstis というものを
使って経営の分析をして先生方にお返ししております。

ミッション；病院の果たすべき使命
バリュー；共通の価値観、行動指針

目的・目標を設定

ＰＤＣＡサイクル

社社会会のの変変化化
人人口口のの高高齢齢化化

医医療療のの高高度度化化

患患者者ニニーーズズ

制制度度のの改改革革
医医療療制制度度改改革革

保保険険制制度度改改革革

地地域域社社会会のの事事情情

地地域域のの医医療療事事情情

自自病病院院のの役役割割

診診療療報報酬酬改改定定

病病院院のの資資源源
ヒヒトト・・モモノノ・・カカネネ・・

情情報報・・ノノウウハハウウ

等等

病病院院のの機機能能やや立立

ちち位位置置

行行っってていいるる医医療療

とと医医療療ササーービビスス

自自院院のの分分析析評評価価

戦戦略略的的ママネネジジメメンントト
組織体や事業体の
向かうべき方向を定
め、部署活動を統合
すること

オオペペレレーーシショョンンママネネジジメメンントト
部署を目標達成に向けて
動かし成果を挙げること

外部環境 内部環境

部部署署ビビジジョョンン

部署目標

病院ビジョン；目指す将来の姿

病院戦略；達成までの道のり

データ収集とその
適切な分析を基
に説明を行い、理
解と納得を得た上
でマネジメントす
ることが重要とな
る

成果を生む

ルルーーププ

ビジョンの下でのマネジメント88 変化に適切に対応するには、タイミングを見計らいながら、小さな変化
を積み重ねるとよい。小さな変化は周囲に与える負荷が小さく済むか
らである。
例えば、会社の業績がある程度安定している中で、機を見ながら、小
さな変化を積み重ねることができれば、少ない負担で、より良い会社経
営の仕組みや基盤を構築することができる。
会社経営において、変化しないことは衰退を意味する。確実に生き残
るために、機を見ながら、小小ささなな変変化化をを積積みみ重重ねねるるここととはとっても地味
な活動ではあるが、こうした活動が定着し、継続出来れば、どんな会社

であっても、大きな変化に耐えうる強い組織文化をもった会社に
生まれ変わる。これからの変革の時代を生き残り更に発展するために
は、さまざまな創造や変革の活動を絶え間なく行い、常常にに変変化化をを生生みみ
出出しし続続けけるる強強いい組組織織文文化化をを形形成成すするるここととがが大大切切である。
経済環境の多様化は加速度的に進んでいるので、会社を取り巻く経営
環境は一段と複雑化し、すでに予測困難な時代に突入している。
このような時代を生き抜くには、経験や勘を当てにした中途半端な経
営姿勢から一刻も早く抜け出し、経経営営環環境境のの変変化化をを的的確確にに捉捉ええ、、変変化化
をを進進んんでで受受けけ入入れれ改改革革すするる経経営営姿姿勢勢へへのの転転換換が求められる。
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「自院の診療の質を知り、経時的に公表しながら医療の質向上のためにあらゆる努力をした結果として
医療の質を改善すること」を目的とし、医療の質を測定、評価、公表するための指標の検討と各病院の
PDCAサイクルを運営管理の手法に組み込むことを促す役割を担っています。

参加病院数；
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『『病病院院経経営営定定期期調調査査』』
日本病院会では、診療報酬改定年度に影響度調査を行っておりましたが、診療報酬が病院の
収入に与える影響をさらに把握するために、平成25年度より毎年『診療報酬等に関する定期
調査』を実施いたしました。
2018年度からは一般社団法人 日本病院会、公益社団法人 全日本病院協会、一般社団法
人 日本医療法人協会の3団体合同で、『病院経営定期調査』を実施しております。
なお、調査結果は、①全編、②概要の２種類となっております。①全編は、調査にご協力いた
だきました会員病院のみ閲覧が可能です。当会事務局よりお知らせいたしましたパスワードを
入力してください。②概要はどなたでも閲覧できます。

92 93
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スライド94～98：患者や社会のニーズの多様化
　これからの社会はものすごく変わります。それに加えて、患者さんの意識も変わってき
ます。そういう中で、病院も変わらざるを得ません。役割を分担し、連携して、地域医療
を担っていくということが極めて大事となります。
　その中で地域の信頼がその病院だけではなく、その地域を守ってる病院全体、病院全て
で地域を守っていくということが必要となります。
　日本病院会では、先生方と十分に協議しながら、かかりつけ医機能報告制度、入院基本
料の引き上げなどについて、厚労省へ提言したり要望しております。今も、これからの医
療提供体制や、地域医療構想をどうしていくのかということについて議論をしております。
４ヶ月くらい議論して結論を出し、その中で病院会の考えを国の予算に反映してもらいた
いと思います。
　病院と病院で働く人のために一生懸命頑
張りますので、どうぞよろしくお願いします。
　これからの激しい医療環境の変化の中で、
一緒になって乗り越えていきたいなと思い
ます。

少子高齢化や低迷する経済状況、医療技術の進歩、診療
報酬による医療の量と価格の統制、高齢化に伴う疾病構造
の変化や患者意識の変化、社会保障改革の推進は病院の
抜本的改革を必至としている。
患者や社会のニーズは多様化しており、病院は競合的競
争ではなく、役割分担をしながら連携して地域医療を担わね
ばならない。医療の機能分化と協働で、健康・医療・福祉の
ニーズを充足することによって、産業や雇用といった地域経
済の発展も期待できる。医療連携システムの中で自病院の
ビジョンを明示して存在意義を明確にすることが重要。
病気を治療して健康を取り戻すことに目的が集約される患
者は病院に自らの健康と命を託している。患者や国民に安
心感と信頼感を持ってもらうために自病院の役割・立ち位置
を明確にして、病院と医療の質向上を図り、社会の変革に応
じた社会貢献を果たし、信頼という付加価値を得ることで病
院の未来を拓くことが重要である。

94

95

日本病院会
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◇◇◇◇　新 役 員　◇◇◇◇

「すべての人を、笑顔にするために」

呉羽総合病院　　　　　　　　　　　　
理事長・病院長　赤　津　晋太郎

　2024年５月29日に前理事長・病院長　緑川靖彦先生の後任として呉羽総合病院理事長・
病院長に就任いたしました赤津です。福島県病院協会の皆様には常日頃より大変お世話に
なりありがとうございます。
　出身はいわき市の勿来町、実家は薬局を経営していました。医療に携わる環境のなか
で、直接自分の手で病気の人を治してあげたいとの思いで医師になりました。将来は地元
へ戻ろうと考えていたため広く様々な疾患や患者に対応できるようにと第三内科を選択し、
1992年に聖マリアンナ医科大学第三内科に入局いたしました。大学病院での２年間の研修
を経て大学院に進学し、肝炎の研究で学位を取得しました。
　大学入局当時、大学病院は臓器別ではなく、主任教授が代謝内分泌専門で、その中の消
化器肝臓班という位置づけでした。受け持つ患者は血液・神経・呼吸器・循環器・感染
症・膠原病・腎臓等様々で、患者ごとに異なる専門の指導医とともに診療をしていたため
多くの症例を経験させていただきました。大学院進学後には大学救命救急センターで１年
超勤務し、さらに国立病院機構横浜医療センターでは東京女子医大消化器科の先生方に指
導を受けました。その当時は多くの慢性肝炎・肝硬変の患者がおり、慢性 C型肝炎に対
するインターフェロン治療が始まった時期でもありました。腹腔鏡検査や肝生検も多く行
われ、病棟の３人のグループ診療では30人前後が肝炎・肝硬変の患者で占めていたことも
ありました。大学院卒業後は横浜栄共済病院へ出向し、金沢大学及び横浜市大消化器内科
の先生方と診療を続けておりました。
　趣味は音楽鑑賞や旅行などです。以前叔父が仕事でブラジルの鉱山へ派遣されていたこ
ともあり、帰国するたび持ち帰ってきたレコードをよく聴いていました。若いうちにま
ずは遠方からとアフリカ中・南部のサバンナや南米ジャングルなどを目指しました。ブ
ラジルを中心に数回南米を訪れましたが現地では物価が安いこともあり、その都度CDを
購入してきました。1763年までの214年間ブラジルの首都であったサルバドールでは様々
な音楽にも触れました。特に北方の音楽（ノルデスチ・バイーア）、他MPB（MUSICA	
POPULAR	BRASILEIRA）、ショーロなどを聴いていました。
　大学の病害動物の教授が10年ほどアマゾンでの研究に携わっていたことや熱帯の感染症
を診療する機会もあったので、実際にアマゾン原住民の村やパンタナールの農場を訪れた
りしました。横浜へ出向の際は湘南の海が近く、ウインドサーフィンをしている大学の先
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輩に誘われ逗子のスクールに通ったり、病院内のステンドグラス教室に参加したのを機に
制作に打ち込んだこともよい想い出です。その後2000年４月に大学医局（消化器肝臓内
科）を退職し、実家の薬局の縁で地元の呉羽総合病院に入職しました。
　呉羽総合病院は1944（昭和19）年に呉羽化学工業㈱【現・㈱クレハ】の診療所として発
足し、1972（昭和47）年に「社団医療法人呉羽会　呉羽総合病院」として独立開設されま
した。医療法での「株式会社による病院開設の制限」以前から運営されております。企業
立病院の誕生は元々従業員の福利厚生として開設された経緯があります。健康保険組合の
直営や企業の一部署として運営される場合がありますが、近年は急速に減少しております。
理由としては①会社の従業員も広範囲に居住し、他の病院も充実してきたこと②国際会計
基準に変わり、株主等ステークホルダーへの説明がしづらい時代となったこと③健康組合
の経営が難しくなり会員数が減っていること④医師・看護師等医療スタッフの確保が難し
くなっていることなどがあげられますが、海外の株主が増加し利益を追求する企業体質と、
医療は目的が異なるところに根本的な違いがあると思われます。
　当院に隣接する㈱クレハいわき事業所では高純度の多孔質炭素からなる球形微粒状の経
口吸着薬であるクレメジンを製造しております。クレメジンは1991年、慢性腎不全保存期
における尿毒症症状の改善や透析導入に至るまでの期間を延長すべく発売し、2017年には
服薬アドヒアランスの向上のため速崩錠を開発販売しております。現在、各自治体では慢
性腎臓病（CKD）の予防、重症化防止の知識を普及啓発することを目的として様々な取
り組みや対策を行っており、糖尿病専門医と腎臓専門医と双方との連携を構築しています
が、近年透析患者数は約35万人、年間新規透析導入患者数は約４万人で推移しております。
　当院は14診療科（一般内科、総合診療内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、外
科、整形外科、乳腺外科、耳鼻咽喉科、血管外科、脳神経外科、眼科、泌尿器科、婦人科）、
常勤医師は内科８人（内１人は泌尿器を併診）、外科２人、整形外科３人、耳鼻咽喉科１人、
血管外科１人、婦人科１人、健康管理センター１人の計17人と極めて人員不足の中で診療
しております。高齢化も進んでおり常勤医師内４人は65歳以上、50代が９人です。いわき
市は日本の地方都市の中でも医療従事者不足が深刻です。特に民間病院においては医師を
はじめメディカルスタッフ全体が高齢化し、ぎりぎりの運営です。2040年には日本人口に
占める高齢化の割合が過去最大の約35％に達すると試算されており、少子化による労働人
口の急減が進行、スタッフの確保が課題となっております。
　当院の病床数は199床でいわき市南部の中核病院として機能しています。急性期医療
（82床）、地域包括ケア病床（81床）、医療療養病床（36床）、ほか介護医療院（39床）、介
護老人保健施設（100床）、訪問看護ステーションを併設し、介護・在宅まで時代の変化に
応じた医療提供に努めております。「地域医療構想」「地域包括ケアシステム」などの施策
に基づき、2024年10月、急性期のうち18床を地域包括ケア病床に転換しました。また、介
護老人保健施設においても2023年度より超強化型へ移行しました。
　厚生労働省「新たな地域医療構想等に関する検討会」では2040年頃を見据えた新たな地
域構想について議論が進められており、後期高齢者の急速な変化が発表されております。
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高齢者の疾病構造の変化が進み、高血圧症・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病患者が
増えるとのことです。心不全や脳卒中が減少し寝たきりの高齢者は減少しますが、癌等で
はなく元気だった人が突然亡くなるとの予測です。超高齢化の社会を迎え外傷救急の需要
も高まってきておりますので、整形外科体制を発展させ、認知症の程度に関わらず救急を
可能な限り受け入れられるよう、より良い療養環境を整備し安心して暮らし続けられる地
域を目指してまいります。
　当院の基本理念である「すべてのひとを笑顔にするために」を実現すべく安全で安心で
きる質の高い医療と快適な入院生活を提供できるように職員一丸となってチーム医療に取
り組んでおります。これまで受け継いだ理念を未来へ繋ぎ、地域の医療機関との連携を重
視し、地域住民の健康に貢献し続ける病院を目指していきたいと思います。今後ともご指
導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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◇◇◇◇　新 役 員　◇◇◇◇

　福島県病院協会理事就任のご挨拶と、
　　　　　　　本県の地域医療に関する所感

福島県立医科大学附属会津医療センター　　　
病院長　横　山　　　斉

　この度、福島県病院協会の理事に就任いたしました福島県立医科大学附属会津医療セン
ターの横山です。地域医療を取り巻く課題が深刻化する中で、このような重責をお預かり
することとなり、身の引き締まる思いでおります。微力ながら、これまでの経験を活かし、
福島県全体の医療体制の改善と地域医療の未来に貢献できるよう全力を尽くしてまいる所
存ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
　本誌編集事務局から4,000字という余裕のある紙面を提供いただきました。自己紹介を
兼ねて私の地域医療に関する経験、地域医療の現状と課題、そして今後の展望について私
見を述べさせていただきます。

⃝　地域医療との関わり
　私は、福島県立医科大学心臓血管外科学講座において23年間、診療、研究および教育活
動に従事してまいりました。その本務の傍ら、医大執行部の一員として地域医療の安定化
に向けた取り組みにも深く携わってまいりました。そのきっかけとなったのが、医大着任
直後に福島県奥会津の只見町で発生した医師不在の事態です。2003年の冬に只見町の唯一
の診療所である朝日診療所の所長が過労により入院し、町全体が無医村となる危機に直面
しました。この事態に対し、町民の80％以上が医師確保を求める嘆願書に署名し、町長を
はじめとする多くの方々が福島県庁へ陳情に赴きました（図１A、B）。この切迫した状況
を受け、福島医大は県行政と県立病院との迅速な連携のもと、地域医療支援システムで

図１A 図１B
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ある「福島方式」を構築しました。「福島方式」
は、多段階の支援体制を整え、医師不足に対応
するための包括的な仕組みです（図２）。その
中核となるのが「玉突き支援方式」で、まず医
大から地域中核病院（県立会津総合病院）へ医
師（地域医療支援助手）を派遣し、その中核病
院からさらにへき地の診療所（朝日診療所）へ
医師を派遣することで、医療提供体制の安定を
図りました。また、緊急時には「直行便方式」
を導入し、常勤医師を短期間で交代派遣することで、へき地医療の維持に努めました。こ
の経験を通じて、地域医療の維持には、県行政、医療機関、そして地域社会が一体となっ
て迅速かつ柔軟に対応することの重要性を強く実感いたしました。各病院の協力と情報共
有を通じて、医療資源を適切に管理し、必要な場所へ迅速に届ける体制をさらに強化する
ことが今後の生活インフラとしての医療を提供してゆくキーポイントとなると思われます。
また、このような連携の仕組みは、現代の日本全国の地域医療の諸問題においても重要な
解決策になると考えています。
　こうした地域医療支援活動の延長線上に、2013年の会津医療センターの設立があります。
会津総合病院および喜多方の県立病院の統合計画が議論された際、単なる病院統合ではな
く、広大な会津地域を支える地域医療支援の拠点として大学附属病院を設置する構想が生
まれました。その結果、診療・教育・研究の三本柱を軸に地域医療支援、高度医療提供、
人材育成に貢献することを使命とする会津医療センターが誕生しました。私は設立当初か
らこの構想に参画し、開院時には地域医療担当理事として立ち上げを見届けました。
　さらに、奥会津の医療危機から20年間の、東日本大震災とその後の激動期においても、
さまざまな社会活動を通じて県全体の医療状況を俯瞰し、持続可能な医療提供体制の確立
に努めてまいりました。震災後の福島県の医療体制は大きな混乱を経験し、医療機関の再
建だけでなく、将来の災害や医療ニーズの変化に対応できる体制づくりを求められました。
そのため、私は福島県復興ビジョン検討委員会（2011年）および福島県復興計画検討委員
会（2012年）において、医療機能の役割分担と地域ごとの医療機関の連携強化を提言し、
地域住民が必要とする医療を安心して受けられる環境づくりに尽力しました。また、福島
県立病院改革プラン検討委員会（2013年）では委員長として、県立病院の機能強化と地域
医療の連携を進め、各病院が持つ役割を明確化しました。さらに、いわき共立病院（2011
年）および福島赤十字病院の新病院建設検討委員会（2019年）では、地域医療拠点の設立
を通じて災害時医療体制の確立や平時の予防医療の推進を提言いたしました。南相馬市立
病院脳卒中センターの建設（2013年）では、地域住民のニーズに応じた専門医療の提供を
目指し、医療者の連携体制を強化することを中心に、地域全体で医療とリハビリを提供す
るシステムの整備を提言いたしました。
　これらの経験を通じて、私は地域医療の持続可能性を考える上で「人材育成」と「地域

図２
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連携」が両輪のごとく連動することが重要で、そのシナジー効果により、地域の医療ニー
ズに対応しつつ、将来的な医療の質の向上を図ることができると確信するに至りました。
また、地域医療は医療従事者だけで成り立つものではなく、地域住民や行政当局、保険福
祉機関等が一体となって協働することで初めて、真に機能する持続可能な医療システムを
築くことができることは言うまでもありません。

⃝　地域医療の現状と会津医療センター
　先日、会津・奥会津・喜多方地域の病院を訪問し、各病院長と面談する機会を設けまし
た。地域医療の現状、センターからの医療支援の要望等の情報交換と病病連携の促進が目
的です。この福島県の40％を占める広大な地域では、医療提供力の低下が深刻化していま
す。常勤医の不足、勤務医の高齢化、若手医師の定着難や看護師確保の困難、さらに開業
医の減少が地域医療を圧迫しています。一方で、地域住民の高齢化が進み、慢性疾患や終
末期医療へのニーズが急増しており、高齢者の救急に対応する急性期病院の負担も増加し
ています。事態は数年後にはさらに悪化することが予想され、迅速な医療支援体制の構築
が求められる状況です。
　現在、会津医療センターは地域医療支援の中核として、以下の対応を進めるべく福島県
当局との協議を進めております。１）若手医師の確保と定着、２）地域医療支援と病院・
診療所との連携の強化、３）高齢化社会に対応した包括的な医療体制の構築。福島県当局、
医大本院、地域拠点病院、診療所、市町村保健及び介護担当部署との幅広い連携を通じて
医療危機管理体制の整備を推進し、地域住民が安心して暮らせる持続可能な地域医療モデ
ルの実現に向けて歩みを進めてまいります。
　課題の中でも各病院の看護師不足は顕著で、病棟閉鎖などの影響で患者サービスと病院
収益に悪影響を与えています。福島県全体、地域全体の看護師の育成と定着を目指す大局
的な視点で、１）看護師確保に向けた施策の立案・提言（地域看護師奨学金制度、看護学
校の支援強化、子育てと仕事の両立支援）、２）地域医療の魅力発信（地域医療のやりが
いを PR、地元出身の看護師への働きかけ、地域の生活環境のアピール）、３）病院間の
連携促進（看護師派遣制度、合同研修やスキルアップ講座、情報共有の場の設定）、４）
働きやすい環境づくり（職場環境改善の助成金制度、メンタルヘルスケアの充実、定年後
も働ける環境の整備）、５）地域住民と連携した取り組み（医療従事者への感謝を示すイ
ベント、住民からの支援体制づくり）、６）国や他地域との連携（国の補助金や施策の活用、
成功事例の共有、広域的な人材交流）等を全県的に検討し施策として進めてゆくことが肝
要かと考えます。

⃝　今後の展望と理事としての抱負
　これからの日本は、人口増加と経済成長の右肩上がりの時代から、人口減少の右肩下が
りの時代に移行します。人口減少、少子高齢化、労働力人口低下、経済成長鈍化、地方の
過疎化、地域社会消滅の危機、社会インフラの老朽化など数々のネガティブインパクトが
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地域社会を直撃します。地域社会は、そのダメージを最小限に抑えて次の安定期を迎える
ための最適解を求める最前線となると思われます。人々の意識も変わりつつあります。私
のような昭和世代の、成長と拡大、明日はもっと日本が良くなると信じてきた世代から、
持続可能性や生活の質を重視し、消費ではなく必要最小限を求める「ミニマリズム」や
「ダウンシフト」といった価値観も若い世代には確実に広がっています。しかし、「右肩下
がり」の時代は、必ずしも「衰退」を意味するわけではありません。この転換期を「成長」
ではなく「調和」や「成熟」の時代と捉えることで、新たな社会のあり方を模索するチャ
ンスとも言えます。今こそ大局的に未来を見据えて、医療連携を進化させ、持続可能な地
域医療の創出を目指すことが必要ではないでしょうか。今後は福島県病院協会理事として、
これまでの経験を活かし、県全体の医療機関と連携しながら、地域医療の充実と質の向上
を目指してまいります。地域住民の方々が安心して暮らせる社会の実現に向け、県内の医
療機関が一丸となって対応することができれば、福島県は全国に誇れる地域医療モデルを
確立できると信じております。何卒、今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し
上げます。

図３
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◇◇◇◇　新 役 員　◇◇◇◇

一般社団法人福島県病院協会監事就任に当たって

医療法人慈繁会付属土屋病院　　　　　　　
院長　松　本　昭　憲

　この度、一般社団法人福島県病院協会の監事に就任いたしました、土屋病院の松本でご
ざいます。今まで、あまり真面目な会員とは、言えませんでしたが、これを機に、会員の
皆様に少しでもお役に立てばと考えております。産まれも育ちも、福島県ですが、大学
は、都内の大学に行きました。その為、大学卒業後７年間は首都圏の病院に勤めて来まし
た。専攻が救急医療と当時の一般的な先生方とは違った生き方をしてまいりました。その
際に、東京消防庁の指導医も経験させて頂いて、某米国大統領が、迎賓館の晩さん会で倒
れた時に東京消防庁で当直をしておりました。事前にルール（何かあったら慶応大学病院
に搬送）はできておりましたが、大統領の健康状態は世界のトップシークレットの為か、
いきなり、羽田空港に止まっていた大統領専用機：エアフォースワンから、専用の救急車
が２台降り立って（１台はダミーです）、あっという間にアメリカ大使館に運ばれていく
のを垣間見て、世界の危機管理とは、こんなに日本と違うのかを体験いたしました。福島
県に戻って来てから３年目にあの阪神淡路大震災が発災し、福島県からの３番目の派遣医
師として神戸に行かせて頂きました。その際に、日本で１番大きい広域暴力団総本部直近
の救護所に配属になりました。行政の対応は、お粗末でしたが、暴力団総本部の危機管理
が、ものすごく統率が執れていたのに驚きました（詳細は、ここではお話しできませんが）。
また、避難民の方の経済格差で、避難の仕方が違うことに愕然としました（経済的余裕の
ある方たちは大阪のホテルに避難）。３.11の際には郡山市で、ただ１人の統括DMAT隊
員でしたが、統括業務をしませんし、できませんでした。理由としては、当地にはカリス
マ的な救急医がいたこと。命令系統が２系統になってはいけない。私の性格が、統括業務
に適さないこと（だったら、初めからこの資格を取るべきではなかった）が理由となりま
す。その後は身の丈に合った、立ち振る舞いに気を付けております。しかし、その後の新
型コロナ対応での県中地区の責任者で右往左往し、今年の能登半島地震での JMATとし
て（おそらく日本で一番高齢のチーム）の出動と、また、背伸びした仕事をしてしまいま
した。65歳になって終活を始めた矢先に。今回の監事就任の、話を頂きましたが、医師と
して、救急医として、病院管理者として、培った危機管理の体験を福島県病院協会会員の
皆様と共有できる、最後のチャンスを頂いたと思っております。会員の皆様のご指導ご鞭
撻の程をどうぞよろしくお願いいたします。
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◇◇◇◇　講座紹介　◇◇◇◇

　　福島県立医科大学
　　　　リハビリテーション医学講座のご紹介

福島県立医科大学リハビリテーション医学講座　　　
主任教授　林　　　哲　生

１．講座主任教授　挨拶
　この度、2024年６月１日をもちまして、２代目の講座主任として九州の福岡から福島県
立医科大学リハビリテーション医学講座へ赴任いたしました林哲生と申します。私は福岡
にある産業医科大学を1999年に卒業しました。学生時代は硬式テニス部に所属し、テニス
に明け暮れていました。テニスはお金がかからず少人数でできるので、学生にとって打っ
てつけのスポーツでした。弱小テニス部でしたが、クラブ自体はまとまっており、卒後25
年経ちますが今でも同級生同士の仲が良く、今でも毎年、日本のどこかで集まって飲み会
旅行をしています。
　卒業後は、全身管理を勉強すべく川崎医科大学麻酔科で２年間研修し麻酔標榜医を取得
しました。その後、九州大学整形外科へ所属し運動器疾患の研鑽を積んだのちに、福岡県飯
塚市にございます独立行政法人労働者健康安全機構の総合せき損センターで16年勤務し、脊
髄損傷の臨床と研究を行いました。総合せき損センターでは、臨床面はドクターヘリでやっ
てくる脊髄損傷の急性期治療から、障害者病棟を有するゆえに可能である約１年近いリハビ
リテーション治療や社会復帰まで携わることができました。重度の障害を負ってしまった患
者さんの心理的な変化や家族への対応、復学や復職など多くの経験をさせていただきました。
研究面では、特に頚髄損傷の嚥下障害・呼吸障害・栄養評価に関するリハビリテーション医
学を中心に取り組んでまいりました。そして骨粗鬆症性椎体骨折の麻痺発生機序の解明や
脊髄損傷後の麻痺やADLの予後予測、脊髄損傷者の職業復帰についてのリハビリテーショ
ン研究にも取り組んでまいりました。また、米国のUCLAに留学させていただいた際には、
動態MRIを用いた脊椎・脊髄の運動学やDemineralized	Bone	Matrix を用いた骨癒合の動物
実験に取り組みました。アメリカ西海岸のLos	Angeles 特有の自由で開放的な空気と毎日が
晴天という素晴らしい環境で家族とともに楽しい日々を送り、非常に良い経験となりました。
海外での研究発表や英語論文も、楽しみながら積み重ねることができました。症例や支援の
充実した環境で、臨床と研究を行うことができて、深く感謝しております。
　またリハビリテーション科医としてスキルアップすべく、産業医科大学リハビリテー
ション医学講座で非常勤医師として研修させていただき、百戦錬磨の先生方のもとで様々
な分野の症例を勉強させていただき、リハビリテーション科医のあり方について教えてい
ただきました。私のリハビリテーション科医としての礎であると深く感謝しております。
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２．講座の歴史
　福島県立医科大学リハビリテーション医学講座は、1963年から開設された附属病院リハ
ビリテーション部門を基盤として2007年に矢吹省司部長のもとで開設されたリハビリテー
ションセンターを経て、2016年に大井直往教授を初代教授として開設されました。リハビ
リテーション医学を医学生に教育し、大学院生に研究を指導して教育者を育て、リハビリ
テーション科専門医や指導医を育てて、地域のリハビリテーション医療を充実させ、世界
へ羽ばたける医療人を育てることが当講座の目的です。

３．主な活動内容
診療内容
　福島県立医科大学は県内唯一の高度救命救急センターを持つ急性期病院ですので、リハ
ビリテーション治療は急性期疾患や周術期管理が多いことが特徴です。またがん診療連携
拠点病院ゆえにがん患者が多いことも特徴です。したがって、ほぼすべての診療科のリハ
ビリテーション治療をしていると言っても過言ではありません。脳血管疾患・運動器疾
患・脊髄損傷・神経筋疾患・内部障害（呼吸器疾患や循環器疾患）・がん・小児・周術期
の身体機能障害・リウマチ・摂食嚥下障害など幅広く診療を行っています。患者さんが必
要なリハビリテーション治療を受け、療法士が適切に治療できるようにリハビリテーショ
ン診察をします。嚥下障害に対する診療も多く、様々な疾患による重症患者さんが摂食で
きるかどうかのスクリーニング検査を行い、誤嚥がある場合は、嚥下内視鏡や嚥下造影を
使って精密検査を行い、適切な食形態を選択して栄養状態の維持を目指します。
　痙縮に対しても、脳卒中や神経疾患の方々へボツリヌス毒素の筋肉内注射を行うことで、
痙縮を軽減しADLの維持を目指します。

学生の教育
　医学生への講義は３年生と４年生に行っております。「リハビリテーション」「フレイ
ル・サルコペニアとリハビリテーション」「介護とリハビリテーション」の講義や、４－
６年生対象のベッドサイドラーニング（BSL）でも講義・実習を行っています。また、保
健科学部の講義も担当しており、理学療法士や作業療法士の育成にも力を注いでいます。
医大病院ではリハビリテーション科医に同伴して急性期リハビリテーションの診療とリハ
ビリテーション処方、PT/OT/ST の先生に同伴してもらっての実習を行っています。ま
た回復期リハビリテーションや生活期リハビリテーションの分野では、福島市内の多くの
病院での研修でお世話になっております。回復期リハビリテーションはわたり病院と南東
北福島病院、生活期リハビリテーションはあづま脳神経外科病院と生愛会で研修させてい
ただいております。実習の最後には総括で実習の振り返りをしますが、学生の皆さんも諸
病院の先生方の指導に非常に満足しており、この場をお借りして、諸病院の方々へは厚く
御礼申し上げます。
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研究について
　先代の大井教授の御指導のもと2023年は、大内一夫先生や佐藤真理先生、作業療法士
の高橋雄一先生達によって、４本の英語論文を世界に発表しております。大内一夫先生
は足関節の研究、佐藤真理先生は嚥下障害の研究、高橋雄一先生は統合失調症の研究で
publish されております。2024年もまだ途中ですが、大学院生の横地正伸先生が足関節の
研究、同じく大学院生の田中善信先生が自閉症の研究、博士研究員の中西茂隆先生が腰
椎の研究、理学療法士の渡辺祐樹先生が腰椎の研究を英語論文として publish されており、
世界へ発表しております。今後は、脊髄損傷や ICU における急性期リハビリテーション、
がんリハビリテーション、デバイスを用いたリハビリテーションの効果なども含めて、広
く研究発表をしていきたいと思っております。

地域への貢献
　災害リハビリテーションに力を入れていることも当講座の特徴です。どんなに文明が
発展しても災害は決して無くなりません。リハビリテーションの世界でも災害に対して
JRAT（Japan	disaster	rehabilitation	assistance	team：日本災害リハビリテーション支援
協会）を通じて、支援する活動を行っています。JRATは2024年６月28日の国の防災会議
において、災害対策関連の最上位の計画である「防災基本計画」が修正され、JRATが明
記されました。つまり国によって正式に JRAT活動の重要性が認められています。JRAT
は大規模災害時において、救急救命に継続したリハビリテーションによる生活支援等によ
り、生活不活発病等の災害関連死を防ぐことを目的とする団体です。基本方針として、平
時から加盟団体が相互に連携し、各地域において地域住民とともに災害に立ち向かう仕組
みづくりに寄与すると同時に、発災時には災害リハビリテーション支援チームを発足さ
せ、被災者・要配慮者の生活不活発病の発病や災害関連死等の予防に関する適切な対応を
可能とすることで被災者が早期に災害を乗り越え、自立生活を再建、復興できることを目
指し、活動することを目的としています。活動指針としては、発災後のリハビリテーショ
ン支援活動・災害リハビリテーション支援チームの組織化・災害リハビリテーション支援
活動に資する人材育成・災害リハビリテーションに関する普及や啓発・関連諸団体との関
係構築・災害関連諸制度の改善に関わる活動などを行っています。重要な点は、平時から
災害に対する備え、つまり人材育成や啓発活動を行っている点にあります。福島 JRATは、
福島県と協定を結んでいるため、発災時の派遣は県との連携のもとに可及的に活動するこ
とができることも意義深いことです。
　地域リハビリテーションは、災害リハビリテーションとリンクしている点も興味深いと
ころです。地域リハビリテーションは、障害のある人々や高齢者およびその家族が、住み
慣れたところで、そこに住む人々とともに、一生安全に、いきいきとした生活が送れるよ
う、医療や保健、福祉及び生活に関わるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーション
の立場から協力し合って行う活動で、地域包括ケアシステムを基盤としています。一般市
民を対象としたリハビリテーション教育セミナーや地域住民たちによる体操教室を開催し、
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予防医療の普及の支援も重要です。医師・療法士・ケアマネージャー・行政が一体となっ
て、平時の地域リハビリテーションで有事の備えをするという表裏一体のシステムに講座
として取り組んでいます。

４．今後の抱負
　福島県をはじめとする東北地方は、リハビリテーション医療の過疎地域で、福島県はリ
ハビリテーション科医の充足率は試算された必要数の１/３程度でかなり少ないのが現状
です。一方で全国的には、リハビリテーション科医の専攻医数は増加しており、その波に
いかに乗っていくかを考えています。リハビリテーション医療の最大の魅力は、ほとんど
の患者さんが良くなって、満足度が高いところにあります。そして、リハビリテーション
医療の特徴である、テクノロジーを用いたリハビリテーションや医工連携によるリハビリ
テーション、多様性のある診療範囲、治らないものを改善していく、患者さんとコミュニ
ケーションをとることが多い、訴訟リスクが少ない、地域に貢献できる、ワークライフバ
ランスが取れる診療科、多様性を重視し働きやすい診療科といった魅力をアピールし続け、
リハビリテーション科への入局者を増やし、他科の先生方のお力をお借りしながら、福島
県の医療全体へ貢献したいと思います。そして、福島県内の病院や在宅医療施設と連携し
て、スムーズな転院や退院を支援させていただきたいと思います。また、脊損医療も良く
していく余地があります。地道にデータを取りながら発信していきたいと思います。そし
て一番大事なことは、アットホームな医局を作ることと思います。まだCozy な医局ですが、
10年後にはしっかりとした家の様な医局になれるように精進したいと思います（写真１）。

写真１．笑顔あふれる福島県立医科大学病院リハビリテーションセンター
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◇◇◇◇　講座紹介　◇◇◇◇

　　福島県立医科大学医学部
　　　　心臓血管外科学講座のご紹介

福島県立医科大学医学部心臓血管外科学講座　　　
教授　今　坂　堅　一

　このたびは貴重な執筆の機会を与えていただきまして感謝申し上げます。
　2024年（令和６年）７月１日付けで福島県立医科大学	心臓血管外科講座教授を拝命い
たしました。福島県立医科大学附属病院	心臓血管外科学講座に関して、私自身の紹介も
かねて述べさせていただきたいと思います。
　私は熊本県菊池市（この付近は台湾半導体メーカーTSMC が進出し、工場を建設拡充
しているために、急速に町の開発が進んでいます）というところで生を受け、1994年（平
成６年）に九州大学医学部を卒業し、先天性心臓病で世界的に有名な安井久喬教授がおら
れる同大学心臓外科学教室に入局しました。九州大学心臓外科並びに関連病院で心臓血
管外科および一般外科を修練した後、1998年（平成10年）に大学に戻り、“超音波後方散
乱信号を用いた心拍動下冠動脈バイパス術の虚血評価”に対する臨床研究を行いました。
３年間の大学在籍中に論文をまとめ（Coronary	Artery	Bypass	Grafting	on	the	Beating	
Heart	Evaluated	with	Integrated	Backscatter.	Annals	of	Thoracic	Surgery	2000；70：
1049-53）、その後は関連病院を周り、臨床経験を積みました。時間はかかりましたが、
2006年（平成18年）に博士号を取得しました。大学在籍期間は３年程度と短く、それ以外
は九州大学心臓血管外科学講座の関連病院で研鑽を積み、今回の赴任に至っております。

講座の歴史
　福島県立医科大学心臓血管外科学講座は、1989年（平成元年）に新設され、初代教授	
星野俊一	先生、第２代教授	横山	斉	先生（現	福島県立医科大学	会津医療センター	病院
長）を経て私が３代目となります。初代	星野先生の時代は「静脈疾患の病態、治療およ
び予防に関する研究」と「大動脈に対するステントグラフト治療」を主要な研究テーマと
され、第２代	横山先生は「人工心肺を用いない心拍動下冠動脈バイパス術」において臨
床および実験双方から解析をなされ、数多くの業績が残されています。同門会員は50名近
くおられますが、いずれの方もリサーチマインドを持ちながら、実臨床に生かしていくと
いう特徴があります。福島県には６つ、山形県に１つの関連病院をもち、県内は会津、中
通り、浜通りをくまなくカバーしています。私は、成人心臓胸部大血管手術（冠動脈、弁
膜症、大血管）に携わっています。県立医科大学心臓血管外科学講座の歴史ある優れた研
究成果を参考にしながら、私の専門領域である成人心臓大血管手術における様々な領域に
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取り組み、今後の外科治療に少しでも貢献できるように努力していきたいと考えています。
大学の使命である診療、研究、教育について以下のような点に努めてまいります。

診療
　最近５年間の主要手術件数の推移を下の図に示します。高度先進医療の提供と急患手術
を積極的に受け入れることを大前提として治療をすすめていきたいと思います。また、今
後私が力を入れていきたい領域を記載します。
⑴	　心臓・大血管手術の低侵襲化がデバイスの開発とともに急速に進歩しています。
TAVI や大血管（胸部・腹部）におけるステントグラフトを使用した血管内治療、弁形
成（大動脈弁・僧帽弁・三尖弁）や不整脈手術、冠動脈バイパス術における胸骨正中切
開を行わない小切開手術（MICS）が普及し、ロボット手術も最近の話題です。このよ
うな低侵襲化治療の普及が叫ばれていますが、一方 Durability の保持は絶対必要です。
当講座でもDurability を維持したMICS 手術の導入をめざしたいと考えています。

⑵	　慢性大動脈解離に伴う外科治療の困難性が指摘されています。急性期は乗り越えたも
のの、その後の動脈瘤拡大あるいは分枝潅流障害に伴う標準術式はいまだに確立されて
いません。またこの疾患の怖いところは、無症状の期間が長く、破裂死を起こす可能性
があることです。治療法には開胸手術とステントグラフト手術の２つがありますが、そ
れぞれの治療法において長所と短所があり、現在のところGolden	standard となる治療
法は確立されていません。このような疾患の治療体系の構築がもう１つのテーマです。
弁膜症治療と同様にDurability に着目して臨んでまいります。

⑶	　図は、過去５年間の手術数の推移です。No	refusal	policy を常に念頭に置き、診療を
進めていきたいと考えています。

⑷	　医師不足と広大な面積を誇る福島県（日本で３番目の面積）においては、大動脈緊急
症、緊急心臓手術における診療体制の問題が懸念されます。関連病院との連携を更に強
化して、地域医療水準が向上するように診療体制の更なる構築を目指したいと考えてい
ます。福島県民の疾患治療は福島県で完結できることが究極の目標です。
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研究
　研究面では、これまで培ってきた臨床経験をいかし、基礎医学領域と共同研究を行い、
新しい治療・検査法の開発や、手術器具の開発などのトランスレーショナルリサーチに取
り組んでまいります。また、大学と関連病院全体の様々な治療法における遠隔成績を出し、
福島県の治療成績を内外に発信していきたいと考えています。グローバルな世界基準の視
点を保ちながら、福島県独自の特徴を活かしたユニークな臨床研究を行っていきたいと思
います。

教育
　医学部学生ならびに臨床研修医には、実習を通じて表面的な技術習得だけでなく、自分
で考え解決する道標を提供するようこころがけたいと考えています。また座学だけでなく、
Dry ラボやWet ラボを活用して外科の楽しさを体験してもらえるようにします。
　教室員は非常に優秀な人々がいます。若い先生方には学位および専門医資格の両方を

＜学生を交えたWet ラボ写真：医局内撮影＞

＜Wet ラボ集合写真＞
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必ずとってもらうようカリキュラムを作成して、キャリアアップを図り、世界に通じる
Academic	Surgeon を目指し人材育成に努めてまいります。

　外科医不足は非常に大きな問題であり、喫緊の課題でもあります。長時間労働、ワーク
ライフバランスが保てない、責任の重さに対して給料が安いなど外科分野は数々の問題を
かかえています。心臓血管外科学分野は特に左記の傾向が顕著でしょう。以前は当然と思
われていましたが、所謂ブラックな労働環境が横行していたことも事実です。バブルの頃
に CMではやった“24時間戦えますか？”などのキャッチコピーは、今の時代には全く
そぐいません。一方、日本の心臓血管外科の治療成績は世界と比較して互角であり、大血
管領域に関しては世界と比較してもトップクラスの成績です。これは諸先輩方の昼夜を問
わず私生活を犠牲にしながら患者さんに向き合ってきた結果だろうと思います。労働環
境に考慮しつつ、今の治療成績を保持し、更に向上させるためには人的パワーが必要に
なることは自明のことだろうと考えます。以前のような治療体制ではたちゆきませんの
で、多職種による患者サポートが必要です（NPの活用、Closed	 ICU の構築など）。横の
つながりを大事にしながら、チーム医療の充実をはかり、患者さんも含めた一人ひとりが
Happy になるような医局運営を構築することが理想です。今後ともご指導のほどよろし
くお願いいたします。
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◇◇◇◇　渡辺さんの法律相談室　◇◇◇◇

弁 護 士　渡　辺　健　寿　　　
（渡辺健寿法律事務所）　　

住　所　　福島市宮下町７番16号　　
ＴＥＬ　　　（024）533－6145　　　　
ＦＡＸ　　　（024）533－6146　　　　

医療従事者の働き方改革（時間外労働の上限規制）
【質　　問】
　医療従事者の時間外労働についてどのような制限があるのでしょうか。医師その他の医
療従事者に上限を超えて労働させた場合、医療機関は処罰を受けることがあるのでしょう
か。

【回　　答】
１　働き方改革関連法による労働基準法改正
　労働者の労働時間については、原則として、１日に８時間、１週間に40時間を超えない
こととする枠（法定労働時間）が設けられているところ（労働基準法32条）、「時間外労働
を行う業務の種類」や「１日、１か月、１年当たりの時間外労働の上限」を定める労使協
定（いわゆる三六協定）を締結し、所轄労働基準監督署長へ届け出ることにより、法定労
働時間を超えて労働者に時間外労働をさせることができるとされています（同法36条）。
　政府は、１億総活躍社会の実現のスローガンのもと長時間労働は是正されるべき課題と
して働き方改革を進めており、平成30年６月29日成立の「働き方改革を推進するための関
係法律の整備に関する法律」により労働基準法が改正されました。
　同改正により、臨時的な特別の事情がない限り時間外労働の上限は、月45時間、年360
時間とされ、臨時的な特別の事情がありかつその特別な事情について協定を結んで労働基
準監督署長に届け出た場合であっても、年720時間、複数月平均80時間以内（休日労働を
含む）、月100時間未満（休日労働を含む）を超えることはできないこととされました。ま
た、月45時間を超えることができるのは、年間６か月（６回）までとされました。同改正
は令和元年４月１日から（中小企業については令和２年４月１日から）施行されています。
　ここにいう「臨時的な特別の事情」については、厚生労働省がその解釈指針を「労働基
準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき
事項等に関する指針」として示しています。同指針によれば「臨時的な特別の事情」とは、
予算決算業務、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、納期のひっ迫、大規模なクレームへの対
応、機械のトラブルへの対応など、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に
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伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合を指すとされ、三六協定には臨
時的な特別な事情をできるだけ具体的に定めておかなければなりません。
　なお、三六協定は、過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組
織する労働組合がない場合はすべての労働者の過半数を代表する者（過半数代表者）との
間で締結する必要があります。

２　医療従事者の時間外労働の上限
　医療従事者は医療機関との関係では労働者であり、その労働について労働基準法の適用
があることから、医療従事者についても上記１の時間外労働の上限規制が適用されます。
　医療従事者の中でも医師については、その自己犠牲的な長時間労働により医療が支えら
れている状況にあります。この長時間労働を是正して医師の健康を確保し、仕事と生活の
調和を踏まえた多様で柔軟な働き方の実現を図ることが、医療の質と安全性の確保、これ
からの医療を支える人材の確保に通じ、地域の医療提供体制を守ることにつながると考え
られることから、他の職種同様時間外労働の上限規制を設ける必要性に変わりはありませ
ん。もっとも、医療の公共性、不確実性を考慮する必要があり、かつ医療の質の維持、向
上のためには知識習得や技能向上のための研鑽を行う必要があることから他業種と同様の
一律の規制になじまないとの判断により、令和６年３月まで上記⑴上限規制の適用を猶予
し令和６年４月から上限規制を適用することとされ、上限となる具体的な時間数について
は労働者の健康・福祉を勘案して厚生労働省令で定めることとされました（同法141条１
項）。
　厚生労働省令では、医療機関で患者に対する診療に従事する医師（診療従事勤務医）の
時間外労働の水準について、その勤務先医療機関の特性に応じて分類する仕組みが作られ
ました。
　まず、基本的水準がＡ水準です。次に高次救急医療施設やがん拠点施設などがＢ水準、
地域医療確保のため医師派遣を行う施設を連携Ｂ水準、臨床研修医および専門研修医の雇
用施設がＣ－１水準、特定高度技能研修者の雇用施設がＣ－２水準とされました。
　Ａ水準の指定を受けるための申請手続きは不要ですが、Ｂ・連携Ｂ水準・Ｃ－１・２水
準は、都道府県による指定を受ける必要があり、さらにＣ－２水準は希望する医師が「高
度特定技能育成計画」を策定し、それをもとに医療機関が第三者機関の審査承認を受ける
必要があります。
　Ａ水準に勤務する診療従事勤務医は、三六協定に定めることにより年960時間まで、月
100時間未満の時間外労働が許容されます。なお、連続勤務時間は28時間とされ、勤務間
のインターバルとして９時間の確保、休息時間中に労働が発生した場合に代償休息を与え
ることが努力義務とされています。
　Ｂ・連携Ｂ水準に勤務する診療従事勤務医は、同様に年1860時間まで、月100時間未満
の時間外労働が許容されます。ただし、Ｂ・連携Ｂ水準については令和17年度末までに廃
止する予定とされています。
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　Ｃ－１・２水準に勤務する診療従事勤務医についても、同様に年1860時間まで、月100
時間未満の時間外労働が許容されます。ただし、Ｃ－１・２水準については令和17年度末
を目標に段階的に上限を減縮しＡ水準と同様とすることが予定されています。
　Ｂ・連携Ｂ水準、Ｃ－１・２水準ではまた、連続勤務時間は28時間とされ、勤務間のイ
ンターバルとして９時間の確保、休息時間中に労働が発生した場合に代償休息を与えるこ
とが義務とされています。

３　時間外労働の上限を超過した場合
　⑴　是正の流れ
　　	　診療従事勤務医をはじめとする医療従事者が三六協定により定めた時間外労働の上
限を超過して労働したとしても、医療機関において労働基準監督署等に対する上限超
過の事実の報告等の義務が直ちに課されるものではなく、三六協定に定める時間外労
働の上限を超えないよう労務管理方法を改善することが求められます。

　　	　ただし、医療従事者が上限を超過する労働を強いられたとして労働局や労働基準監
督官に相談や申告（同法104条）をした結果、労働局や労働基準監督官から報告を求
められることがあるほか（同法104条の２）、労働基準監督署の調査が行われ、三六協
定違反について是正勧告がされ、三六協定の適正な運用について指導されたり、長時
間労働の抑制について指導されたりすることはあります。

　⑵　罰則
　　	　平成30年に労働基準法が改正されるまで三六協定の時間外労働の上限規制違反につ
いて労働基準法に罰則は定められていませんでしたが改正により医療従事者に上限を
超過する労働をさせたり、上限を超過する労働をしようとする医療従事者がいるのを
知りながらこれを防止せず放置した使用者は６か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
に処するとされました（同法119条１号）。

　　	　ここにいう「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者のほか、その事業の労
働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者を指し（同法10条）、
院長、理事長等はもちろん、部長、課長等労働条件の決定や労務管理の実施などに関
して、一定の権限を有する労務管理担当者が該当します。

　　	　上限規制違反行為をした者が、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従
業者（上記の労務管理担当者）である場合には、事業主（医療機関）に対しても本条
の罰金刑を科するとされています（同法121条１項、いわゆる両罰規定）。
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◇◇◇◇　お知らせⅠ　◇◇◇◇

令和５年度会務報告（令和５年４月～令和６年３月）

○会　議　等
　４月18日㈫　第81回東電原発事故被災病院協議会（Web ハイブリッド会議）

○会　　場　福島市　福島県医師会館１階「大会議室」
○時　　間　14：00～
○協議事項（座長　前原和平代表）
　・各病院からの現況報告について
○来　　賓
　・復興庁福島復興局	 佐藤　一幸　参事官　　　　　　
　・文部科学省研究開発局　原子力損害賠償対策室
	 川口　　司　次長（Web）　　　
　・厚生労働省医政局地域医療計画課　医師確保等地域医療対策室
	 金子　照慶　室長補佐　　　　　
　・厚生労働省医政局地域医療計画課　医師確保等地域医療対策室
	 石原　寛人　医師確保対策専門官
　・経済産業省資源エネルギー庁　原子力損害対応室
	 阿部　康幸　室長（Web）　　　
　・経済産業省資源エネルギー庁　原子力損害対応室
	 尾﨑　裕一　室長補佐（Web）　
　・経済産業省資源エネルギー庁　原子力損害対応室
	 樫福　錠治　企画調整官　　　　
　・福島県企画調整部避難地域復興局　原子力損害対策課
	 吉田　克己　主任主査（Web）　
　・福島県企画調整部避難地域復興局　原子力損害対策課
	 伊藤　　悠　主査（Web）　　　
　・福島県保健福祉部地域医療課	 安彦美有紀　主幹　　　　　　　
　・福島県保健福祉部地域医療課	 安達　翔太　副主査　　　　　　
　・福島県医師会	 八巻　秀一　事務局長　　　　　
　・衆議院議員金子恵美福島事務所	 中川誠一郎　秘書　　　　　　　
○出 席 者　来賓　13名（Web　５名）
　　　　　　会員　５病院７名（会場）、２病院３名（Web）
　　　　　　　　　事務局２名
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　４月24日㈪　第38回新型コロナウイルス感染症に係る福島県医療調整本部会議
○場　　所　福島県庁　北庁舎２階　災害対策本部会議室
○時　　間　13：00～
○出 席 者：渋谷良一事務局長

　４月27日㈭　令和５年度第１回役員会
○会　　場　福島市　杉妻会館　４階「牡丹」
○時　　間　16：00～
○議　　題
　・令和４年度事業報告について
　・令和４年度収支決算報告について
　・令和５年度事業計画（案）について
　・令和５年度収支予算書（案）について
　・令和５年度定期総会（案）について
　・会費の改正（案）について
　・賛助会員の募集及び会費（案）について
○出 席 者　佐藤勝彦会長、佐久間　啓、本田雅人、新谷史明副会長、

　　　　　　　　　　　　　及川友好、近藤祐一郎、新保卓郎、武市和之、高萩周作、
　　　　　　　　　　　　　緑川靖彦常任理事、斎藤　清、佐久間　潤、鈴木恭一、
　　　　　　　　　　　　　土屋貴男、星野　豊、渡辺直彦理事、原口秀司監事、
　　　　　　　　　　　　　事務局２名
　５月12日㈮　令和５年度「ダメ。ゼッタイ。」福島県普及運動実行委員会（書面開催）

○議　　題
　・令和４年度事業報告及び収支決算報告等について
　・令和５年度事業計画（案）及び収支予算（案）等について
　・役員改選（案）について
○決 議 者　佐藤勝彦会長

　５月17日㈬　令和４年度会計監査
○会　　場　郡山市　坪井病院
○時　　間　13：00～
○出 席 者　原口秀司監事、石堂順子係長

　５月22日㈪　令和４年度会計監査
○会　　場　二本松市　二本松病院
○時　　間　14：00～
○出 席 者　六角裕一監事、石堂順子係長

　５月24日㈬　令和５年度定期総会
○会　　場　福島市　杉妻会館　３階「百合」
○時　　間　15：00～
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○議　　題
　・令和４年度事業報告について
　・令和４年度収支決算報告について
　・会費の改正（案）について
　・賛助会員の募集及び会費（案）について
　・令和５年度事業計画（案）について
　・令和５年度収支予算書（案）について
○出 席 者（会員数：115会員）
　・出席22会員（27名）、委任状提出86会員、欠席７会員

　５月30日㈫　福島県医療審議会　保健医療計画調整部会
○開催方法　Web 会議
○時　　間　13：30～
○議　　題
　・次期福島県医療計画について
　・次期福島県医療費適正化計画について
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　６月６日㈫　公益財団法人福島県臓器移植推進財団理事会
○開催方式　Web 開催
○時　　間　18：30～
○議　　題
　・令和４年度事業報告について
　・令和４年度収支決算報告について
　・公益財団法人福島県臓器移植推進財団事業実施要領の変更（案）
　・第11回定時評議員会の開催について
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　６月12日㈪　令和５年度福島県公衆衛生協会第１回役員会
○会　　場　福島市　ふくしま中町会館６階「特別会議室」
○時　　間　10：30～
○議　　題
　・令和４年度事業報告及び収支決算報告について
　・令和５年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
　・福島県公衆衛生協会役員の改選について
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　６月13日㈫　福島県感染症対策連携協議会
○会　　場　福島県庁北庁舎２階　本部会議室
○時　　間　14：30～
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○議　　題
　・福島県感染症対策連携協議会の設置について
　・福島県感染症予防計画の改定について
　・今後のスケジュールについて
○出 席 者　近藤祐一郎常任理事

　６月20日㈫　第82回東電原発事故被災病院協議会（Web ハイブリッド会議）
○会　　場　福島市　福島県医師会館１階「大会議室」
○時　　間　14：00～
○協議事項（座長　前原和平代表）
　・各病院からの現況報告について
○来　　賓
　・復興庁福島復興局	 佐藤　一幸　参事官　　　　　　
　・文部科学省研究開発局　原子力損害賠償対策室
	 本橋　隆行　次長　　　　　　　
　・厚生労働省医政局地域医療計画課　医師確保等地域医療対策室
	 金子　照慶　室長補佐　　　　　
　・厚生労働省医政局地域医療計画課　医師確保等地域医療対策室
	 石原　寛人　医師確保対策専門官
　・経済産業省資源エネルギー庁　原子力損害対応室
	 山本　　茂　企画調整官　　　　
　・福島県企画調整部避難地域復興局　原子力損害対策課
	 伊藤　　悠　主査　　　　　　　
　・福島県保健福祉部地域医療課	 安彦美有紀　主幹　　　　　　　
　・福島県保健福祉部地域医療課	 安達　翔太　副主査　　　　　　
　・福島県医師会	 阿部　　徹　総務課長　　　　　
　・衆議院議員金子恵美福島事務所	 中川誠一郎　秘書　　　　　　　
○出 席 者　来　賓　10名
　　　　　　会　員　７病院９名
　　　　　　事務局　２名

　６月21日㈬　令和５年度福島県医療福祉情報ネットワーク協議会第１回理事会
及び定時代議員会
○会　　場　福島市　福島県医師会館３階「中会議室」
○時　　間　15：30～（代議員会　１階大会議室17：00～）
○議　　題
　・入会・退会の承認について
　・令和４年度事業報告書（案）について
　・令和４年度決算書（案）について
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　・定時代議員会について
　・インボイス制度の対応について
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　６月23日㈮　令和５年度第２回役員会
○場　　所　福島県医師会館３階「中会議室」
○開催方式　Web ハイブリッド方式
○時　　間　15：00～
○議　　題
　・令和５年度会務報告について
　・各委員会における活動内容について
　・	「令和６年度福島県予算編成及び医療政策方針に対する要望事項」に
ついて

　・第１回常任理事会の開催について
○出 席 者　佐藤勝彦会長、佐久間　啓、新谷史明、本田雅人副会長、
　　　　　　近藤祐一郎、高萩周作、緑川靖彦常任理事、大田雅嗣、
　　　　　　大木進司、齋藤　清、佐久間　潤、鈴木恭一、土屋貴男、
　　　　　　星野　豊、八巻英郎、渡辺直彦理事、六角裕一、
　　　　　　原口秀司監事、事務局２名

　６月29日㈭　2023年度第１回ふくしま医療機器産業推進機構評議員会
○場　　所　ふくしま医療機器開発支援センター
○開催方法　Web オンラインハイブリッド形式
○時　　間　15：50～
○議　　題
　・2022年度事業報告及び決算報告書の承認について
　・2022年度事業報告書・決算報告書（案）
　・理事の選任について（案）
　・役員の報酬等について（案）
○出 席 者　土屋貴男理事（Web 参加）

　７月13日㈭　令和５年度福島県看護職員需給計画策定検討会
○会　　場　福島県立医科大学８号館 S507会議室　Zoomハイブリッド形式
○時　　間　13：00～
○議　　題
　・令和４年度指標目標値の状況について
　・令和５年度事業計画について
　・次期計画に係る調査票（素案）について
　・今後のスケジュールについて
○出 席 者　佐藤勝彦会長
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　７月19日㈬　令和５年度福島県医療福祉情報ネットワーク協議会第２回理事会
○会　　場　福島市　福島県医師会館３階「中会議室」
○時　　間　16：00～（代議員会　１階大会議室17：00～）
○議　　題
　・	会津若松市における AiCT コンソーシアムヘルスケアWG の取組み
について

　・	「患者中心の情報ネットワーク基盤及び情報利活用に関するWG」の
設置について

○出 席 者　佐藤勝彦会長
　７月20日㈭　第48回「県民健康調査」検討委員会

○会　　場　福島市　ウェディングエルティ　２階「ハートン」
○時　　間　13：30～
○議　　題
　・基本調査について
　・心の健康度・生活習慣に関する調査について
　・健康診査について
　・甲状腺調査について
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　７月27日㈭　令和５年度福島県救急医療対策協議会
○開催形式　Zoomによるweb 会議
○時　　間　14：00～
○議　　題
　・次期福島県医療計画における基本的事項等ついて
　・次期福島県医療計画における救急分野の基本的内容ついて
○出 席 者　鈴木恭一理事
　　　　　　篠原一彰（太田西ノ内病院救命救急センター所長）
　　　　　　石田時也（太田西ノ内病院救命救急センター所長代行）
　　　　　　小林辰輔（会津中央病院救命救急センター長）
　　　　　　小山　敦（いわき市医療センター救命救急センター長）

　７月28日㈮　令和５年度第１回常任理事会
○会　　場　福島市　福島県医師会館３階「中会議室」
○開催方法　Web 会議
○時　　間　15：00～
○議　　題
　・令和５年度各委員会の活動内容について
　・	「令和６年度福島県予算編成及び医療政策方針に対する要望事項」に
ついて
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○出 席 者　佐藤勝彦会長
　　　　　　《Web 参加》
　　　　　　新谷史明、本田雅人副会長、会田征彦、及川友好、菅野智行、
　　　　　　緑川靖彦常任理事、事務局２名

　７月31日㈪　福島県在宅医療対策推進協議会
○開催方法　ZoomによるWeb 会議
○時　　間　16：00～
○議　　題
　・福島県在宅医療推進協議会に係る骨子（案）について
○出 席 者　六角裕一監事

　８月１日㈫　令和５年度第１回福島県地域医療対策協議会
○開催形式　オンライン会議
○時　　間　13：10～
○議　　題
　・次期医師確保計画の策定について（協議）
　・	令和４年度福島県地域医療介護総合確保計画に関する事後評価につい
て（協議）

　・令和５年度福島県地域医療介護総合確保計画案について（協議）
　・	令和５年度における修学資金被貸与医師及び自治大学卒業医師の配置
スケジュールについて

○出 席 者　佐藤勝彦会長、新谷史明副会長、大木進司理事
　８月２日㈬　令和５年度第１回福島県医療勤務医環境改善支援センター運営協議会

○会　　場　福島市　福島県医師会館１階「大会議室」
○時　　間　15：00～
○議　　題
　・令和５年度福島県医療勤務医環境改善支援センターの運営について
　・医師の働き方改革の状況等について
○出 席 者　渡辺直彦理事

　８月３日㈭　令和５年度第１回福島県災害医療対策協議会
○開催方法　Zoomによるweb 会議
○時　　間　16：00～
○議　　題
　・次期福島県医療計画における基本的事項について
　・福島県災害医療対策協議会に係る骨子（案）について
　　「次期福島県医療計画における災害遺児医療に関する基本的内容」
○出 席 者　鈴木恭一理事
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　８月９日㈬　福島県原子力災害医療対策協議会
○開催方法　Zoom
○時　　間　16：00～
○議　　題
　・次期福島県医療計画における基本的事項等について
　・福島県原子力災害医療対策協議会に係る骨子（案）について
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　８月10日㈭　福島県医療審議会（保健医療計画調査部会）
○開催方法　Zoomによるweb 会議
○時　　間　13：15～
○議　　題
　・届出による診療所への病床設置について
　・次期福島県医療計画等について
　・次期福島県医療費適正化計画について
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　８月22日㈫　第83回東電原発事故被災病院協議会（Web ハイブリッド会議）
○会　　場　福島市　福島県医師会館１階「大会議室」
○時　　間　14：00～
○協議事項（座長　前原和平代表）
　・各病院からの現況報告について
○来　　賓
　・復興庁福島復興局	 佐藤　一幸　参事官　　　　　　
　・文部科学省研究開発局　原子力損害賠償対策室
	 本橋　隆行　次長　　　　　　　
　・厚生労働省医政局地域医療計画課　医師確保等地域医療対策室
	 金子　照慶　室長補佐　　　　　	
　・厚生労働省医政局地域医療計画課　医師確保等地域医療対策室
	 石原　寛人　医師確保対策専門官
　・経済産業省資源エネルギー庁　原子力損害対応室	
	 山本　　茂　企画調整官　　　　
　・福島県企画調整部避難地域復興局　原子力損害対策課
	 伊藤　　悠　主査　　　　　　　
　・福島県保健福祉部地域医療課	 安彦美有紀　主幹　　　　　　　
　・福島県保健福祉部地域医療課	 安達　翔太　副主査　　　　　　
　・福島県医師会	 阿部　　徹　総務課長　　　　　
　・衆議院議員金子恵美福島事務所	 　中川誠一郎　秘書　　　　　　　
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○出 席 者　来　賓　10名
　　　　　　会　員　７病院９名
　　　　　　事務局　２名

　８月24日㈭　福島県医療審議会
○開催方法　Web オンラインハイブリッド
○時　　間　13：30～
○議　　題
　・次期福島県医療計画について
　・	令和５年度地域医療構想を推進するための病床機能再編支援事業費給
付金について

○出 席 者　新谷史明副会長
　８月24日㈭　令和５年度福島県地域医療対策協議会（書面開催）

○議　　題
　・2024年度開始の専門研修プログラムについて
　・	令和５年度自治医科大学卒業医師及び修学資金被貸与医師の年度途中
配置（案）について	

○決 議 者　佐藤勝彦会長、新谷史明副会長、大木進司理事
　８月25日㈮　福島県感染症対策連絡協議会計画策定部会

○開催方法　Zoom開催
○時　　間　15：00～
○議　　題
　・福島県感染症予防計画の策定方針について
　・今後のスケジュールについて
○出 席 者　鈴木恭一理事

　８月31日㈭　令和５年度福島県公衆衛生協会第２回役員会
○会　　場　福島市　ふくしま中町会館６階「北会議室」
○時　　間　14：00～
○議　　題
　・	令和５年度健康ふくしま21推進県民表彰おける公衆衛生事業功労者の
表彰について

○出 席 者　佐藤勝彦会長
　８月31日㈭　福島県保健福祉部要望説明会

○会　　場　福島市　福島県庁西庁舎　福島県福祉部
○時　　間　11：00
○議　　題
　・令和６年度福島県予算編成及び医療政策方針に対する要望書の提出
○出 席 者　佐藤勝彦会長、渋谷良一事務局長
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　９月１日㈮　令和５年度感染症管理認定看護師教育課程開講式
○会　　場　郡山市　星総合病院　メグレズホール
○時　　間　10：00～
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　９月５日㈫　福島県議会各派　各種団体要望聴取会
○会　　場　福島市　福島県庁本庁舎　福島県議会各派事務所
○時　　間　11：00（自民党）
○議　　題
　・令和６年度福島県予算編成及び医療政策方針に対する要望書の提出
○出 席 者　佐藤勝彦会長、渋谷良一事務局長、石堂順子係長

　９月６日㈬　令和５年度第１回地域包括ケアシステム推進協議会
○会　　場　郡山市　郡山ビューホテルアネックス（Web 併用）
○時　　間　15：00～
○議　　題
　・第１回福島県在宅医療・介護連携支援センター業務運営会議について
　・第１回福島県在宅医療・介護連携支援センター担当者会議について
　・訪問診療同行研修事業について
　・福島県の地域医療・福祉等に関する将来調査事業について
　・各団体からの協議事項について
○出 席 者　佐藤勝彦会長（Web 参加）

　９月26日㈫　令和５年度広報委員会
○開催方法　Web 会議
○時　　間　16：00～
○議　　題
　・令和５年度広報活動について
　・令和５年度病院協会会報について
　・令和５年度病院協会ニュースについて
○出 席 者　武市和之常任理事、緑川靖彦常任理事、渡辺直彦理事、
　　　　　　八巻英郎理事、星野　豊理事、渋谷良一事務局長、
　　　　　　石堂順子係長

　10月５日㈭　令和５年度福島県保健衛生学会
○会　　場　福島市　コラッセふくしま多目的ホール
○時　　間　10：00～
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　10月５日㈭　	令和５年度県中地域在宅医療・介護連携推進会議及び令和５年度県中地域
高齢者福祉施策推進会議
○会　　場　須賀川市　西袋コミュニティセンター



―　63　―

○時　　間　14：00～
○議　　題
　・医療介護総合確保促進法に基づく県計画について
　・	第９次福島県高齢者福祉計画・第８次福島県介護保険事業支援計画の
進捗状況について

　・	第10次福島県高齢者福祉計画・第８次福島県介護保険事業支援計画策
定について

　・地域包括ケアシステムについて
　・在宅医療を推進するための取組と課題について
○出 席 者　土屋貴男理事

　10月10日㈫　福島県医療審議会　保健医療計画調整部会
○開催方法　Web 開催
○時　　間　13：15～
○議　　題
　・次期福島県医療計画について
　・次期福島県医療適正化計画について
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　10月11日㈬　	令和５年度健康ふくしま21推進県民表彰式における公衆衛生事業功労者の
表彰
○会　　場　福島市　福島テルサ１階　FTホール
○時　　間　13：30～
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　10月14日㈯　公立岩瀬病院150周年記念式典
○会　　場　須賀川市　グランシア須賀川　
○時　　間　16：00～
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　10月19日㈭　令和５年度医療研修委員会
○開催方法　Web 開催
○時　　間　16：00～
○議　　題
　・令和５年度医療研修委員会の活動について
　・令和５年度医療研修会について
　・令和５年度看護補助者研修会について
○出 席 者　本田雅人副会長、及川友好常任理事、六角裕一監事、
　　　　　　齋藤　清理事、佐久間　潤理事、土屋貴男理事、
　　　　　　渋谷良一事務局長、石堂順子係長
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　10月24日㈫　第84回東電原発事故被災病院協議会
○会　　場　福島市　福島県医師会館１階「大会議室」
○時　　間　14：00～
○協議事項（座長　前原和平代表）
　・各病院からの現況報告について
○来　　賓
　・復興庁福島復興局	 佐藤　一幸　参事官　　　　　　	
　・厚生労働省医政局地域医療計画課　医師確保等地域医療対策室
	 金子　照慶　室長補佐　　　　　
　・厚生労働省医政局地域医療計画課
	 石原　寛人　医師確保対策専門官
　・経済産業省資源エネルギー庁　原子力損害対応室	
	 山本　　茂　企画調整官　　　　
　・文部科学省研究開発局　原子力損害賠償対策室	
	 本橋　隆行　次長　　　　　　　
　・福島県保健福祉部地域医療課	 安彦美有紀　主幹　　　　　　　
　・福島県保健福祉部地域医療課	 菅野　絵梨　副主査　　　　　　
　・福島県医師会	 八巻　秀一　事務局長　　　　　
　・衆議院議員金子恵美福島事務所	 中川誠一郎　秘書　　　　　　　
○出 席 者　来賓９名、会員６病院８名、事務局２名

　10月25日㈬　令和５年度第２回福島県救急医療対策協議会
○開催方法　Zoomによるweb 開催
○時　　間　14：00～
○議　　題
　・第８次福島県医療計画（素案）について（救急医療分野）
○出 席 者　鈴木恭一理事
　　　　　石田時也　太田西ノ内病院救命救急センター所長代行
　　　　　小林辰輔　会津中央病院救命救急センター長
　　　　　小山　敦　いわき市医療センター救命救急センター長

　10月26日㈭　第２回在宅医療推進協議会
○開催方法　Web 開催
○時　　間　16：00～
○議　　題
　・福島県第八次福島県医療計画の試案について
○出 席 者　六角裕一監事

　11月１日㈬　福島県原子力災害医療対策協議会
○開催方法　Web 開催
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○時　　間　14：00～
○議　　題
　・福島県第８次医療計画（原子力災害医療等）について
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　11月６日㈪　福島県医師会報掲載「新春座談会」
○場　　所　ホテル福島グリーンパレス２階「葵の間」
○時　　間　16：00～
○テ ー マ　「医師の働き方改革について」
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　11月７日㈫　令和５年度福島県肝炎対策協議会
○開催方法　ZoomによるWeb 開催
○時　　間　15：30～
○議　　題
　・福島県肝炎対策基本方針の改正について
　・第８次医療計画における肝炎対策について
○出 席 者　土屋貴男理事

　11月９日㈭　令和５年度第２回福島県看護職員需給計画策定検討会
○会　　場　県庁本庁舎２階　第１特別会議室及び Zoomハイブリッド
○時　　間　13：00～
○議　　題
　・次期福島県看護職員需給計画の素案について
　・次期福島県医療計画における看護職員確保施策について
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　11月９日㈭　令和５年度経営管理委員会
○開催方法　Web 開催
○時　　間　15：30～
○議　　題
　・令和５年度経営管理委員会の活動について
　・令和５年度経営管理研修会について
○出 席 者　佐久間　啓副会長、近藤祐一郎常任理事、菅野智行常任理事、
　　　　　　大田雅嗣理事、事務局２名

　11月15日㈬　令和５年度第２回福島県地域医療対策協議会
○開催方法　Web 開催
○時　　間　13：30～
○議　　題
　・次期福島県医師確保計画（「素案」の概要について）
○出 席 者　佐藤勝彦会長、大木進司理事
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　11月22日㈬　令和５年度福島県民医療推進協議会総会
○会　　場　福島県医師会館　１階　大会議室
○時　　間　16：30～
○議　　題　決議（案）採択
○出 席 者　代理出席　渋谷良一事務局長

　11月24日㈮　第49回「県民健康調査」検討委員会（Web 併用）
○会　　場　福島市　ウェディングエルティ２階「ハートン」
○時　　間　13：30～
○議　　題
　・第21回甲状腺検査評価部会開催報告について
　・こころの健康度・生活習慣に関する調査について
　・甲状腺検査について
　・「県民健康調査」検討委員会部会について
○出 席 者　佐藤勝彦会長（Web 出席）

　11月28日㈫　福島県医療審議会保健医療医療計画調査部会
○会　　場　福島市　福島県自治会館３階　大会議室
○時　　間　14：00～
○議　　題
　・次期福島県医療改革等について
　・次期福島県医療費適正化計画について
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　12月１日㈮　福島県感染対策連携協議会　改革策定部会
○開催方法　Zoomオンライン
○時　　間　15：30～
○議　　題
　・福島県感染症予防計画の素案について
　・数値目標について
○出 席 者　代理出席　星野　豊理事

　12月５日㈫　令和５年度第27回看護補助者研修会（A日程　南相馬市立総合病院）
○開催方法　Web 開催
○時　　間　13：30～
○参 加 者　51名
○主催者挨拶　及川友好常任理事

　12月８日㈮　令和５年度第27回看護補助者研修会（B日程　福島労災病院）
○開催方法　Web 開催
○時　　間　13：30～
○参 加 者　70名
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○主催者挨拶　齋藤　清理事
　12月12日㈫　令和５年度第４回福島県地域医療対策協議会（書面開催）

○議　　題
　⑴	　	第８次（前期）福島県医師確保計画の素案に関する県民意見公募

（パブリック・コメント）の実施について
　⑵　第８次（前期）福島県医師確保計画の素案について
○決 議 者　佐藤勝彦会長、新谷史明副会長、大木進司理事

　12月13日㈬　令和５年度第３回福島県看護職員需給計画策定検討会
○会　　場　県庁本庁舎２階　第１特別会議室及び Zoomハイブリッド
○時　　間　13：00～
○議　　題
　・次期福島県看護職員需給計画の素案について
　・次期福島県医療計画における看護職員確保施策について
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　12月13日㈬　福島県感染対策連携協議会（Web 併用）
○場　　所　福島市　杉妻会館３階　「百合Ａ」
○時　　間　10：30～
○議　　題
　・福島県感染症予防計画の素案について
　・数値目標について
○出 席 者　近藤祐一郎理事

　12月14日㈭　令和５年度第27回看護補助者研修会（Ｃ日程　公立相馬総合病院）
○開催方法　Web 開催
○時　　間　13：30～
○参 加 者　43名
○主催者挨拶　八巻英郎理事

　12月18日㈪　令和５年度第27回看護補助者研修会（Ｄ日程　大原綜合病院）
○開催方法　Web 開催
○時　　間　13：30～
○参 加 者　82名
○主催者挨拶　佐藤勝彦会長

　12月19日㈫　第85回東電原発事故被災病院協議会
○会　　場　福島市　福島県医師会館１階「大会議室」
○時　　間　14：00～
○協議事項（座長　前原和平代表）
　・各病院からの現況報告について
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○来　　賓
　・復興庁福島復興局	 佐藤　一幸　参事官　　　　　　
　・厚生労働省医政局地域医療計画課　医師確保等地域医療対策室
	 金子　照慶　室長補佐　　　　　	
　・厚生労働省医政局地域医療計画課
	 石原　寛人　医師確保対策専門官
　・経済産業省資源エネルギー庁　原子力損害対応室	
	 山本　　茂　企画調整官　　　　
　・文部科学省研究開発局　原子力損害賠償対策室	
	 本橋　隆行　次長　　　　　　　
　・福島県企画調整部避難地域復興局　原子力損害対策課	
	 伊藤　　悠　主査　　　　　　　
　・福島県保健福祉部地域医療課	 安達　翔太　副主査　　　　　　
　・福島県医師会	 八巻　秀一　事務局長　　　　　
　・衆議院議員金子恵美福島事務所	 中川誠一郎　秘書　　　　　　　
○出 席 者　来賓９名、会員７病院10名、事務局２名

　12月21日㈭　令和５年度第27回看護補助者研修会（Ｅ日程　星総合病院）
○開催方法　Web 開催
○時　　間　13：30～
○参 加 者　79名
○主催者挨拶　渡辺直彦理事

令和６年
　１月12日㈮　福島県原子力災害医療対策協議会（書面開催）

○議　　題
　・福島県第８次医療計画（原子力災害医療等）の試案について
○決 議 者　佐藤勝彦会長

　１月12日㈮　福島県災害医療対策協議会（書面開催）
○議　　題
　・福島県第８次医療計画（原子力災害医療等）の試案について
○決 議 者　鈴木恭一理事

　１月15日㈪　福島県在宅医療対策推進協議会（書面開催）
○議　　題
　・第８次福島県医療計画第８章第12節在宅医療（案）
　・在宅医療　ロジックモデル（案）
○決 議 者　六角裕一監事
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　１月16日㈫　令和５年度第３回福島県救急医療対策協議会（書面開催）
○議　　題
　・第８次福島県医療計画（救急医療）案について
○決 議 者　鈴木恭一理事
　　　　　　石田時也　太田西ノ内病院救命救急センター所長代行
　　　　　　小林辰輔　会津中央病院救命救急センター長
　　　　　　小山　敦　いわき市医療センター救命救急センター長

　１月26日㈮　令和５年度第５回福島県地域医療対策協議会
○開催方法　Web 開催
○時　　間　15：30～
○議　　題
　・第８次（前期）福島県医師確保計画の最終案について（協議）
○出 席 者　佐藤勝彦会長、新谷史明副会長

　１月29日㈪　福島県医療審議会保健医療医療計画調査部会（書面開催）
○議　　題
　・次期福島県医療改革等について
　・次期福島県医療費適正化計画について
　・次期福島県医療計画等の投信（案）について
○決 議 者　佐藤勝彦会長

　１月29日㈪　令和５年度福島県ドクターヘリ運航調整委員会
○開催形式　web 会議
○時　　間　16：30～
○議　　題
　・ドクターヘリ運航状況について
　・ドクターヘリ症例検討会の開催状況（令和４年及び５年度）について
○出 席 者　会田征彦常任理事

　２月２日㈮　第50回「県民健康調査」検討委員会
○会　　場　福島市　福島県杉妻会館　４階「牡丹」
○時　　間　13：30～
○議　　題
　・健康診査について
　・甲状腺検査について
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　２月２日㈮　令和５年度第４回福島県看護職員需給計画策定検討会
○会　　場　杉妻会館３階　「石楠花」
○時　　間　15：30～
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○議　　題
　・パブリックコメントの実施結果
　・次期福島県看護職員需給計画（案）について
　・令和５年度事業の成果、進捗状況について
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　２月６日㈫　福島県医療審議会　保健医療計画調整部会（Web 併用）
○開催方法　福島県自治会館３Ｆ大会議室
○時　　間　13：30～
○議　　題
　・第８次福島県医療計画（案）等について
　・特定労務管理対象機関の指定について
○出 席 者　佐藤勝彦会長（Web）、新谷史明副会長

　２月13日㈫　福島県感染対策連携協議会（Web 併用）
○場　　所　福島県庁　本庁舎５階
○時　　間　15：00～
○議　　題
　・福島県感染症予防計画について
　・医療措置協定について
○出 席 者　近藤祐一郎理事

　２月20日㈫　第86回東電原発事故被災病院協議会
○会　　場　福島市　福島県医師会館１階「大会議室」
○時　　間　14：00～
○協議事項（座長　前原和平代表）
　・各病院からの現況報告について
○来　　賓
　・復興庁福島復興局	 佐藤　一幸　参事官　　　　　　
　・厚生労働省医政局地域医療計画課　医師確保等地域医療対策室
	 金子　照慶　室長補佐　　　　　
　・厚生労働省医政局地域医療計画課	 石原　寛人　医師確保対策専門官
　・経済産業省資源エネルギー庁　原子力損害対応室	
	 山本　　茂　企画調整官　　　　
　・文部科学省研究開発局　原子力損害賠償対策室	
	 本橋　隆行　次長　　　　　　　
　・福島県企画調整部避難地域復興局　原子力損害対策課	
	 伊藤　　悠　主査　　　　　　　
　・福島県保健福祉部地域医療課	 安達　翔太　副主査　　　　　　
　・福島県医師会	 八巻　秀一　事務局長　　　　　
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　・衆議院議員金子恵美福島事務所	 中川誠一郎　秘書　　　　　　　
○出 席 者　来賓９名、会員７病院９名、事務局２名

　２月22日㈭　令和５年度「医療研修会」（Web 併用ハイブリッド形式）
○会　　場　福島市　福島県医師会館１階「大会議室」
○時　　間　14：00～
○講　　演
　・演題　「国が進める医療DX政策に効果的な処方箋」
　・講師　社会医療法人　岡本病院（財団）理事
　　　　　京都岡本記念病院　副院長　北岡　有喜　先生
　・座長　福島県病院協会　本田雅人副会長
○出 席 者　佐藤勝彦会長他33名

　２月22日㈭　福島県医療審議会
○開催方法　Web 開催
○時　　間　13：30～
○議　　題
　・（全体会）会長の選任、所属部会の決定
　・（保健医療計画調査部会）部会長の選任
　・（医療法人部会）部長会の選任、医療法人の設立・解散について
○出 席 者　佐藤勝彦会長、新谷史明副会長

　３月１日㈮　令和５年度第２回常任理事会
○開催方法　Web 開催
○時　　間　16：00～
○議　　題
　・令和５年度各委員会の活動報告について
　・令和６年度定期総会について
　・	「令和７年度福島県予算編成及び医療政策方針に対する要望事項」に
ついて

○出 席 者　佐藤勝彦会長、新谷史明、本田雅人、佐久間　啓副会長、
　　　　　　及川友好、武市和之、高萩周作常任理事、事務局２名

　３月５日㈫　令和５年度第４回福島県救急医療対策協議会
○会　　場　福島県庁北庁舎２階　プレスルーム
○時　　間　15：00～
○議　　題
　・救急搬送、受入の状況等について
　・12誘導心電図伝送システムについて
　・第８次福島県医療計画について
　・救急電話相談＃7119について
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○出 席 者　鈴木恭一理事
　　　　　　小林辰輔　会津中央病院救命救急センター長
　　　　　　小山　敦　いわき市医療センター救命救急センター長

　３月８日㈮　令和５年度福島県地域医療対策協議会専門部会（書面開催）
○議　　題
　・令和６年度地域医療支援教員等の派遣（案）について
　・	令和６年度自治医科大学卒業医師・修学資金被貸与医師の配置（案）
について

　・令和７年度開始臨床研修医の募集定員について
　・福島県臨床研修病院の新規指定について	
○決 議 者　佐藤勝彦会長

　３月14日㈭　令和５年度第６回福島県地域医療対策協議会
○開催方法　Web 開催
○時　　間　13：30～
○議　　題
　⑴　令和６年度地域医療支援教員等の派遣（案）ついて
　⑵　	令和６年度自治医科大学卒業医師及び修学資金被貸与医師の配置案

について
　⑶　令和７年度開始臨床研修医の募集定員について
　⑷　特定労務管理対象機関の指定について
　⑸　避難地域等医療復興計画（令和６年度版）（素案）について
○出 席 者　佐藤勝彦会長、新谷史明副会長、大木進司理事

　３月15日㈮　令和５年度福島県在宅歯科医療連携室運営会議（書面開催）
○議　　題
　・福島県在宅歯科医療連携室の運営について
○決 議 者　星野　豊理事

　３月18日㈪　令和５年度「救急医療研修会」
○会　　場　郡山市　郡山ビューホテルアネックス４階「花勝見」
○時　　間　15：00～
○講　　演
　・演題　「能登半島における災害医療」
　・講師　福島県立医科大学医学部　救急医学講座
　　　　　副部長　塚田泰彦先生
　・座長　福島県病院協会　会田征彦常任理事
○出 席 者　佐藤勝彦会長他64名
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　３月19日㈫　福島県臓器移植推進財団理事会
○開催方法　Zoomによるweb 開催
○時　　間　18：00～
○議　　題
　・令和６年度事業計画（案）について
　・令和６年度収支予算（案）について
○出 席 者　佐藤勝彦会長

　３月19日㈫　令和５年度第２回福島県高齢者福祉施策推進会議（書面開催）
○議　　題
　・第10次福島県高齢者福祉計画について
　・第９次福島県介護保険事業支援計画（案）について
○決 議 者　星野　豊理事

　３月21日㈭　福島県感染対策連携協議会（Web 併用）
○場　　所　福島県庁　本庁舎３階　総務委員会室
○時　　間　15：00～
○議　　題
　・福島市感染症予防計画について
　・郡山市感染症予防計画について
　・いわき市感染症予防計画について
○出 席 者　近藤祐一郎理事

　３月21日㈭　2023年度ふくしま医療機器産業推進機構第２回評議会の開催（Web 併用）
○場　　所　ふくしま医療機器開発支援センター
○時　　間　13：30～
○出 席 者　土屋貴男理事

　３月22日㈮　令和５年度「経営管理研修会」
○会　　場　郡山市　あさかホスピタル「コリブリホール」
○時　　間　16：00～
○講　　演
　・演題　「地域医療構想について」
　・講師　産業医科大学医学部公衆衛生学　教授　松田晋哉　先生
　・座長　福島県病院協会　佐久間　啓副会長
○出 席 者　佐久間　啓副会長他39名

　３月27日㈬　令和５年度福島県医療福祉情報ネットワーク協議会第３回理事会
○会　　場　福島市　福島県医師会館３階「中会議室」
○時　　間　17：00～
○議　　題
　・入会・退会の承認について
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　・令和５年度補正予算案について
　・令和６年事業計画案について
　・令和６年予算案について
○出 席 者　佐藤勝彦会長

○　事業共催（名義後援・名義共催等）
　　＊事業名　「2023ふくしま病院合同説明会」
　　　期　日　令和５年４月８日㈯
　　　主　催　アシュランス株式会社
　　＊事業名　令和５年度「ダメ。ゼッタイ。」全国支援募金運動
　　　期　日　令和５年６月20日㈫～７月19日㈬
　　　主　催　福島県、福島県薬物乱用防止指導員連合協議会、厚生労働省
　　　　　　　公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター
　　＊事業名　令和５年度「ダメ。ゼッタイ。」福島県普及運動
　　　期　日　令和５年６月20日㈫～７月19日㈬
　　　主　催　福島県、福島県薬物乱用防止指導員連合協議会、厚生労働省
　　　　　　　公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター
　　＊事業名　臨床検査精度管理調査事業
　　　期　日　令和５年６月～12月
　　　主　催　福島県臨床検査技師会
　　＊事業名　令和５年度「愛の血液助け合い運動」
　　　期　日　令和５年７月１日㈯～７月31日㈪
　　　主　催　福島県、市町村、日本赤十字社福島県支部
　　＊事業名　「第62回福島県食事療養研究会連合会大会」
　　　期　日　令和５年７月28日㈮
　　　主　催　福島県食事療養研究会連合会
　　＊事業名　「ピンクリボン in 郡山」2022
　　　期　日　令和５年10月１日㈰
　　　主　催　「ピンクリボン in 郡山」実行委員会
　　＊事業名　「第39回目の愛護デー講演会」
　　　期　日　令和５年10月14日㈯
　　　主　催　福島県眼科医会、（公財）福島県臓器移植推進財団
　　　　　　　ライオンズクラブ国際協会332-D 地区
　　＊事業名　第38回いのちの電話相談員全国研修会「ふくしま大会」
　　　期　日　令和５年10月26日㈭～28日㈯
　　　主　催　いのちの電話
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　　＊事業名　「福島県医療福祉関連学校・養成所進学相談会」
　　　期　日　令和５年11月25日㈯
　　　主　催　一般社団法人福島県医療福祉関連教育施設協議会
　　＊事業名　	「キビタン健康ネット公開セミナー（医療 DXと今後のキビタン健康ネッ

ト）」
　　　期　日　令和５年12月３日㈰
　　　主　催　一般社団法人福島県医療福祉情報ネットワーク協議会
　　＊事業名　令和５年度介護対応研修会
　　　期　日　令和６年１月21日㈰
　　　主　催　福島県歯科医師会
　　＊事業名　令和５年度福島県合同輸血療法委員会講習会
　　　期　日　令和６年１月27日㈯
　　　主　催　福島県合同輸血療法委員会
　　＊事業名　「2024ふくしま病院合同説明会」
　　　期　日　令和６年２月23日㈮
　　　主　催　アシュランス株式会社
　　＊事業名　2024年福島県立医科大学「県民健康調査」国際シンポジウム
　　　期　日　令和６年３月２日㈯
　　　主　催　公立大学法人福島県立医科大学大学　放射線医学県民健康管理センター

○　広告掲載
　　＊「看護の日特集」
　　　掲載日　令和５年５月12日
　　　掲載先　福島民友新聞社
　　＊「看護の日特集」
　　　掲載日　令和５年５月12日
　　　掲載先　福島民報社
　　＊「2023年医療特集」
　　　掲載日　令和５年７月号（６月10日発行）
　　　掲載先　月刊「財界ふくしま」
　　＊「団体・事業所ごあいさつ（年賀）」
　　　掲載日　令和６年１月１日
　　　掲載先　福島民報社
　　＊「年賀広告（硬派連合特集）」
　　　掲載日　令和６年１月４日
　　　掲載先　福島民友新聞社
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◇◇◇◇　お知らせⅡ　◇◇◇◇

福島県からのお知らせ（令和５年４月～令和６年３月）

　通知内容が必要であれば、写しをＦＡＸ又は郵送いたしますので、事務局まで
ご連絡ください。
　なお、件名頭の★印は冊子や厚手の資料ですので、貸出又は閲覧といたします。

救急病院の認定について－福島県立南会津病院－（通知） ５ 健 第 294 号
令和５年４月１日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
救急病院に関する申出内容の変更について－一般財団法人脳神経
疾患研究所附属総合南東北病院－（通知）

５ 健 第 321 号
令和５年４月３日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第１四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 261 号
令和５年４月４日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
電子版お薬手帳ガイドラインについて（通知） ５ 健 第 345 号

令和５年４月６日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
救急病院の認定について－医療法人平心会須賀川病院－（通知） ５ 健 第 495 号

令和５年４月７日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第１四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 392 号
令和５年４月11日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項第一号
の登録に関する規定の一部改正する件」の告示について（通知）

５ 健 第 730 号
令和５年４月13日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症患者等の受入に係る病床の確保等につ
いて（通知）

５ 健 第 675 号
令和５年４月14日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う医
療提供体制の移行等に関する医療機関向け研修会の開催について
（通知）

５ 健 第 864 号
令和５年４月14日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第１四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 626 号
令和５年４月24日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症に関する医療機関向け支援制度ガイド
ブック（第10版）について（送付）

５ 健 第 1135 号
令和５年４月25日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う
入院医療費にかかわる公費支援の具体的内容について（通知）

５ 健 第 1208 号
令和５年４月26日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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国有ワクチン及び抗毒素の供給体制等について（通知） ５ 健 第 1263 号
令和５年４月26日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑い
がある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の
改正について（通知）

５ 健 第 1293 号
令和５年４月28日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
「医療法等において定期的に実施することが求められる業務等に
ついて」等について（通知）

５ 健 第 1288 号
令和５年５月１日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う
外来診療費に係る公費支援の具体的内容について（通知）

５ 健 第 1333 号
令和５年５月１日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
ミフェプリストン及びミソプロストール製剤の使用にあたっての
留意事項について（通知）

５ 健 第 1369 号
令和５年５月１日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
救急病院の認定について－福島県厚生農業協同組合連合会白河厚
生総合病院－（通知）

５ 健 第 1348 号
令和５年５月１日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症の５類移行後のハイリスク施設等にお
ける対応等について（通知）

５ 健 第 1400 号
令和５年５月１日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う対
応について（通知）

５ 健 第 1406 号
令和５年５月１日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
健診・保健指導実践者育成研修の開催について（通知） ５ 健 第 1213 号

令和５年５月１日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度結核予防技術者地区別講習会（東北ブロック）の開催
について（通知）

５ 健 第 1394 号
令和５年５月２日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす恐れのあるカンジダ・アウ
リス（candida	auris）について（依頼）

５ 健 第 1440 号
令和５年５月２日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
福島県新型コロナウイルス感染症対策本部の廃止について
（通知）

５ 健 第 1465 号
令和５年５月８日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
福島県新型コロナウイルス感染症対策連絡調整会議の設置につい
て（通知）

５ 健 第 1482 号
令和５年５月８日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限、
業種別ガイドライン等の取組の廃止にあたっての留意事項につい
て（通知）

５ 健 第 1531 号
令和５年５月８日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関わる法律第12条
第１項及び第14条第２項に基づく届出の基準等の一部改正につい
て（通知）

５ 健 第 1610 号
令和５年５月12日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に悩む方の診療をしてい
る医療機関の公表について（通知）

５ 健 第 1668 号
令和５年５月16日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
麻しんの国内伝播事例の増加に伴う注意喚起について（依頼） ５ 健 第 1713 号

令和５年５月16日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
福島県感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について
（通知）

５ 健 第 1606 号
令和５年５月18日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
薬用歯みがき類「チェック・アップコドモＡ」の使用後に発現し
たアナフィラキーについて（依頼）

５ 健 第 1897 号
令和５年５月22日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
ラブリズマブ（遺伝子組換え）製剤の使用にあたっての留意事項
について（通知）

５ 健 第 2078 号
令和５年５月25日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
医療施設関係各種施設・設備補助金に係る事業計画について
（通知）

５ 健 第 1902 号
令和５年５月26日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和６年度医療施設等施設整備補助金（有床診療所等スプリンク
ラー等施設整備事業）に係る事業計画の提出について（照会）

５ 健 第 1980 号
令和５年５月30日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
福島県予防接種再接種費用助成事業補助金交付要綱の制定につい
て（通知）

５ 健 第 1128 号
令和５年６月１日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症罹患後症状への対応について（依頼） ５ 健 第 2189 号

令和５年６月２日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度厚生労働省委託事業に係る在宅医療の各種研修の開催
について（通知）

５ 健 第 2276 号
令和５年６月２日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金（病床の機能分化・
連携を推進するための基盤整備支援事業）に係る事業計画につい
て（通知）

５ 健 第 2339 号
令和５年６月８日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第２四半期）について（通知）

５ 生 福 第 1514 号
令和５年６月13日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第１四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 1549 号
令和５年６月13日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
適正な移植医療の推進について（通知） ５ 健 第 2560 号

令和５年６月14日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度医療設備整備事業の補助金活用意向調査について
（通知）

５ 健 第 2661 号
令和５年６月16日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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薬剤師確保計画ガイドラインについて（通知） ５ 健 第 2703 号
令和５年６月19日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に対応する専門的な医療
機関リストについて（通知）

５ 健 第 2601 号
令和５年６月20日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第２四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 1619 号
令和５年６月20日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第１四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 1655 号
令和５年６月21日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
「在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用について」
の一部改正について（通知）

５ 健 第 2863 号
令和５年６月22日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条
第１項及び第14条第２項に基づく届出の基準等の一部改正につい
て（通知）

５ 健 第 2669 号
令和５年６月26日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
福島県感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について
（通知）

５ 健 第 2689 号
令和５年６月26日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑い
がある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の
改正について（通知）

５ 健 第 2883 号
令和５年６月26日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）製剤の最適使用推進ガイドラ
イン（原発性縦隔大細胞型 B 細胞リンパ腫）の作成及び最適使
用推進ガイドライン（古典的ホジキンリンパ腫）の一部改正につ
いて（通知）

５ 健 第 2957 号
令和５年６月27日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度医療機関向け支援制度の実施予定について（通知） ５ 健 第 2710 号

令和５年６月28日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
救急病院の認定について－医療法人社団茶畑会相馬中央病院－
（通知）

５ 健 第 3017 号
令和５年７月１日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
成人の侵襲性細菌感染症サーベイランスの強化のための研究につ
いて（依頼）

５ 健 第 2693 号
令和５年７月３日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
オズウイルス感染が疑われる患者が確認された場合について
（通知）

５ 健 第 2933 号
令和５年７月５日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
福島県新型コロナウイルス感染患者受入体制強化事業の実施につ
いて（通知）

５ 健 第 3209 号
令和５年７月６日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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インフルエンザ病原体定点の非流行期の対応について（通知） ５ 健 第 3059 号
令和５年７月７日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

新型コロナウイルス感染症による院内感染症が発生した医療機関
に係る重点医療機関のみなし指定について（通知）

５ 健 第 3247 号
令和５年７月11日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

令和５年度救急救命士養成所専任教員講習会に係る受講者の募集
について（通知）

５ 健 第 3473 号
令和５年７月12日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

新型コロナウイルス感染症の夏の感染拡大に備えた外来診療体制
について（依頼）

５ 健 第 3519 号
令和５年７月13日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた体制整備に
係る医療用物資の配布について（照会）

５ 健 第 3333 号
令和５年７月13日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

救急病院の認定について－社会医療法人福島厚生会福島第一病
院－（通知）

５ 健 第 3590 号
令和５年７月16日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第２四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 2104 号
令和５年７月18日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

お盆期間における新型コロナウイルス感染症患者受入体制の確保
について（通知）

５ 健 第 3544 号
令和５年７月19日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第２四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 2140 号
令和５年７月20日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

RS ウイルス感染症予防啓発リーフレットの送付について（通知） ５ 健 第 3675 号
令和５年７月24日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第２四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 2230 号
令和５年７月25日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

新たな感染症危機に備えた感染症法に基づく医療措置協定締結に
係る事前調査について（依頼）

５ 健 第 3733 号
令和５年７月27日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第２四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 2296 号
令和５年７月31日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

新たに薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価
を受けたい薬品の適応外使用について（通知）

５ 健 第 3970 号
令和５年７月31日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に悩む方の診察をしてい
る医療機関の公表について（通知）

５ 健 第 3817 号
令和５年８月１日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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新型コロナワクチンの接種に伴い副反応を疑う症状が生じた者へ
の対応について（再周知）（通知）

５ 健 第 3973 号
令和５年８月１日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第２四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 2341 号
令和５年８月１日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
地域医療介護総合確保基金（介護分）における介護従事者の確保
に関する令和６年度事業提案の募集について（通知）

５ 生 福 第 2343 号
令和５年８月１日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度病院前医療体制における指導医等研修（初級者）に係
る受講者の募集について（通知）

５ 健 第 4143 号
令和５年８月３日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
「福島県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱」の一部
改正について（通知）

５ 健 第 3704 号
令和５年８月７日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の取扱いに
ついて（通知）

５ 健 第 3935 号
令和５年８月８日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」等に
ついて（通知）

５ 健 第 4242 号
令和５年８月10日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金（介護人
材確保対策事業）の募集について（通知）

５ 生 福 第 2484 号
令和５年８月10日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
救急病院の認定について－社団医療法人養生会かしま病院－
（通知）

５ 健 第 4319 号
令和５年８月18日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ
及びシルガビマブ（販売名：エバシェルド筋注セット）」の取扱
いについて（通知）

５ 健 第 5261 号
令和５年８月20日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
欧州及び米国における小児の原因不明の重篤な急性肝炎の調査等
協力依頼終了について（通知）

５ 健 第 4562 号
令和５年８月23日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器
を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける初診からの電
話や情報通信機器を用いた診療の実施状況の報告及び医療機関の
把握について（通知）

５ 健 第 4653 号
令和５年８月25日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
デング熱に関する注意喚起等について（通知） ５ 健 第 4726 号

令和５年８月28日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
患者からの医薬品副作用報告に関する広報の周知について
（通知）

５ 健 第 4762 号
令和５年８月29日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第２四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 2810 号
令和５年９月１日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する健康被害救済制
度に関する集中広報の周知について（通知）

５ 健 第 4881 号
令和５年９月１日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
福島県緩和ケア研修会実施要領一部改正について（通知） ５ 健 第 5072 号

令和５年９月１日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度院内感染対策講習会について（通知） ５ 健 第 4930 号

令和５年９月１日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
病床機能再編支援事業（令和６年度以降）活用意向調査について
（通知）

５ 健 第 4888 号
令和５年９月６日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
麻薬取扱者免許申請（更新）事務手続について（通知） ５ 健 第 4963 号

令和５年９月７日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
麻薬受払等届出について（通知） ５ 健 第 4964 号

令和５年９月７日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
福島県地域医療復興事業補助金の交付要綱改正及び交付申請につ
いて（通知）

５ 健 第 4629 号
令和５年９月11日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
急性脳炎等に係る実態把握について（依頼） ５ 健 第 5136 号

令和５年９月12日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
小児がん拠点病院の指定の申請手続き等について（通知） ５ 健 第 5392 号

令和５年９月15日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
がん診療連携拠点病院等の指定の推薦等の手続きについて
（通知）

５ 健 第 5387 号
令和５年９月15日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
がんゲノム医療中核拠点病院等の指定の申請手続き等について
（通知）

５ 健 第 5393 号
令和５年９月15日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度病院前医療体制における指導医等研修（上級者）に係
る受講者の募集について（通知）

５ 健 第 5489 号
令和５年９月19日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第３四半期）について（通知）

５ 生 福 第 3147 号
令和５年９月20日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
今冬のインフルエンザワクチンの接種対象者への呼びかけについ
て（通知）

５ 健 第 5560 号
令和５年９月21日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
季節性インフルエンザワクチンの供給について（通知） ５ 健 第 5593 号

令和５年９月22日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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新型コロナウイルス感染症患者の令和５年10月以降の医療提供体
制の移行及び公費支援の具体的内容について（通知）

５ 健 第 5541 号
令和５年９月22日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
10月以降の新型コロナウイルス感染症患者の受入体制構築につい
て（依頼）

５ 健 第 5589 号
令和５年９月22日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条
第１項及び第14条第２項に基づく届出の基準等の一部改正につい
て（通知）

５ 健 第 5702 号
令和５年９月25日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
エプコリタマブ（遺伝子組換え）製剤の使用にあたっての留意事
項について（通知）

５ 健 第 5693 号
令和５年９月28日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
ジルコプランアトリウム製剤の使用にあたっての留意事項につい
て（通知）

５ 健 第 5695 号
令和５年９月28日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
デュピルマブ（遺伝子組換え）製剤の最新使用推進ガイドライン
（アトピー性皮膚炎、気管支喘息、鼻茸を伴う慢性鼻腔炎）の一
部改正について（通知）

５ 健 第 5696 号
令和５年９月28日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症の外来医療費に係る公費支援の10月以
降の取扱いについて（通知）

５ 健 第 5574 号
令和５年９月29日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
福島県針刺し事故等予防投与薬実施要領の改正について（通知） ５ 健 第 5660 号

令和５年９月29日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第29回報告」及び
「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業2022年　年報」の周知
について（通知）

５ 健 第 5842 号
令和５年10月２日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県医療施設等物価高騰対策事業について（通知） ５ 健 第 5868 号

令和５年10月２日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱
の改正及び交付申請について（通知）

５ 健 第 5192 号
令和５年10月３日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症の10月以降の公費支援の取扱いに係る
啓発資材について（通知）

５ 健 第 5896 号
令和５年10月４日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染患者受入体制強化事業の申請案内（令和
５年度２回目）について（通知）

５ 健 第 5894 号
令和５年10月６日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
福島県エイズ歯科診療ネットワーク事業実施要領の改正について
（通知）

５ 健 第 5337 号
令和５年10月12日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第３四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 3567 号
令和５年10月16日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染患者の外来診療に係る研修会の開催につ
いて（通知）

５ 健 第 6262 号
令和５年10月16日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等
に関する指針の一部改正について」等について（通知）

５ 健 第 6322 号
令和５年10月18日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年10月以降の新型コロナウイルス感染症対策支援制度につ
いて（通知）

５ 健 第 6276 号
令和５年10月20日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度下半期医療設備整備事業について（通知） ５ 健 第 6380 号

令和５年10月20日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
救急病院の認定について－福島県厚生農業協同組合連合会　塙厚
生病院－（通知）

５ 健 第 6426 号
令和５年10月21日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引きについて
（通知）

５ 健 第 6515 号
令和５年10月25日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
インフルエンザ病原体定点の流行期の対応について（通知） ５ 健 第 6531 号

令和５年10月26日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
今シーズンのインフルエンザ総合対策の推進について（通知） ５ 健 第 6528 号

令和５年10月30日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
予防接種法に基づく副反応疑い報告制度について（通知） ５ 健 第 6695 号

令和５年10月30日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症患者の外来診療に係る研修会の
YouTube アーカイブ動画の公開について（通知）

５ 健 第 6731 号
令和５年11月１日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
看護師等の確保を推進するための措置に関する基本的な指針につ
いて（通知）

５ 健 第 6716 号
令和５年11月２日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
ふくしま精神科救急連携病院事業補助金交付要綱について
（通知）

５ 生 福 第 3403 号
令和５年11月６日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度ふくしま精神科救急連携病院事業補助金募集要項につ
いて（通知）

５ 生 福 第 3829 号
令和５年11月６日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症にかかる経口抗ウイルス薬の取扱い医
療機関及び薬局の一覧について（送付）

５ 健 第 6731 号
令和５年11月１日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
インフルエンザの流行に伴う注意喚起について（通知） ５ 健 第 6966 号

令和５年11月８日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第３四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 4009 号
令和５年11月９日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症に関するハイリスク施設における検査
について（通知）

５ 健 第 7051 号
令和５年11月13日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
救急病院の認定について－済生会川俣病院－（通知） ５ 健 第 6708 号

令和５年11月18日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
「薬局医薬品の取扱いについて」の一部改正について（通知） ５ 健 第 7326 号

令和５年11月22日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
インクリシランアトリウム製剤の最適使用推進ガイドラインにつ
いて（通知）

５ 健 第 7327 号
令和５年11月22日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
エボロクマブ（遺伝子組換え）製剤の最適使用推進ガイドライン
の一部改正について（通知）

５ 健 第 7329 号
令和５年11月22日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
セマグルチド（遺伝子組換え）製剤の最適使用推進ガイドライン
（肥満症）の作成について（通知）

５ 健 第 7330 号
令和５年11月22日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
ディルバルマブ（遺伝子組換え）製剤の最適使用推進ガイドライ
ン（非小細胞肺癌）の一部改正について（通知）

５ 健 第 7415 号
令和５年11月27日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
ディルバルマブ（遺伝子組換え）製剤の使用にあたっての留意事
項について（通知）

５ 健 第 7416 号
令和５年11月27日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
ニボルマブ（遺伝子組換え）製剤の最適使用推進ガイドライン
（悪性中皮腫（悪性胸膜中皮腫を除く））の作成及び最適使用推進
ガイドライン（非小細胞肺癌、頭頚部癌、腎細胞癌、胃癌、高頻
度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直
腸癌、食道癌及び尿路上皮癌）の簡略版への切替えについて
（通知）

５ 健 第 7416 号
令和５年11月27日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
中華人民共和国における小児の呼吸器感染症の増加について
（通知）

５ 健 第 7514 号
令和５年11月29日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
眼球提供者（ドナー）適応基準の一部改正について（通知） ５ 健 第 7519 号

令和５年11月29日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
臓器提供者（ドナー）適応基準の一部改正について（通知） ５ 健 第 7520 号

令和５年11月29日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
救急病院の認定について－福島県厚生農業協同組合連合会　高田
厚生病院－（通知）

５ 健 第 7167 号
令和５年12月２日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施及び設置登
録情報の適切な更新等について（通知）

５ 健 第 7512 号
令和５年12月４日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
梅毒対策の啓発リーフレットについて（通知） ５ 健 第 7587 号

令和５年12月４日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金（介護人
材確保対策事業）第２次公募について（通知）

５ 生 福 第 3829 号
令和５年12月４日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
ディルバルマブ（遺伝子組換え）製剤の最適使用推進ガイドライ
ン（気管支喘息）の一部改正について（通知）

５ 健 第 7656 号
令和５年12月５日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
「特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時にお
ける支援者の付き添いの受入について」等について（通知）

５ 健 第 7670 号
令和５年12月５日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
救急病院の認定について－北福島医療センター－（通知） ５ 健 第 7162 号

令和５年12月５日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
第８次福島県医療計画（素案）等について（照会） ５ 健 第 7862 号

令和５年12月15日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
医療機器に係る物流2024年問題等により生じうる課題と対応策に
ついて（通知）

５ 健 第 8011 号
令和５年12月15日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第４四半期）について（通知）

５ 生 福 第 4767 号
令和５年12月18日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
年末年始の海外渡航者に対する感染症予防啓発について（通知） ５ 健 第 8000 号

令和５年12月18日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
臓器移植に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行につ
いて（通知）

５ 健 第 8039 号
令和５年12月18日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
季節性インフルエンザワクチンの定期の予防接種について
（通知）

５ 健 第 8028 号
令和５年12月19日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの定期の予防接種に係る対応につ
いて（通知）

５ 健 第 8029 号
令和５年12月19日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症にかかる院内感染対策時の支援制度に
ついて（通知）

５ 健 第 8064 号
令和５年12月20日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
レカネマブ（遺伝子組換え）製剤の最適使用推進ガイドラインに
ついて（通知）

５ 健 第 8143 号
令和５年12月20日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第４四半期）の一部改正について（通知）

５ 生 福 第 4853 号
令和５年12月21日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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年末年始期間中の新型コロナ患者受入体制強化事業の適用につい
て（通知）

５ 健 第 8120 号
令和５年12月21日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
咽頭結膜熱の流行に伴う注意喚起について（通知） ５ 健 第 8187 号

令和５年12月21日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
一般用医薬品の適正販売及び適正使用について（通知） ５ 健 第 8203 号

令和５年12月21日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
福島県循環器疾患発症登録事業の実施について（依頼） ５ 健 第 7053 号

令和５年12月22日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
「医療機関等における年末年始の情報セキュリティに関する注意
喚起」等について（通知）

５ 健 第 8313 号
令和５年12月26日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度ふくしま精神科救急連携病院事業について（通知） ５ 生 福 第 4981 号

令和５年12月26日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
年末年始の国有ワクチン緊急連絡先について（通知） ５ 健 第 8350 号

令和５年12月27日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
エムポックスに関する情報提供及び協力依頼等について（通知） ５ 健 第 8369 号

令和５年12月27日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度在宅医療エキスパート薬剤師育成セミナーの開催につ
いて（通知）

５ 健 第 8352 号
令和５年12月28日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
輸血に関するアンケート調査の実施について（依頼） ５ 健 第 8391 号

令和５年12月28日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
救急病院の認定について－南相馬市立総合病院－（通知） ５ 健 第 8391 号

令和５年12月28日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
超低温冷凍庫等の譲受希望の募集について（依頼） ５ 健 第 8553 号

令和６年１月11日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について
（通知）

５ 健 第 8620 号
令和６年１月11日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
石川県能登地方を震源とする地震に伴う予防接種の取扱いについ
て（通知）

５ 健 第 8740 号
令和６年１月15日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
救急病院の認定について－独立行政法人地域医療機能推進機構　
二本松病院－（通知）

５ 健 第 8193 号
令和６年１月17日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第４四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 5446 号
令和６年１月17日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置
に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利
利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年六月
三十日とする措置を指定する件等について（通知）

５ 健 第 8899 号
令和６年１月18日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
劇症型溶結性レンサ球菌感染症の分離株の解析について（依頼） ５ 健 第 8926 号

令和６年１月19日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
乾燥弱毒性麻しん風しん混合ワクチン及び乾燥弱毒性麻しんワク
チンの製造販売業者による自主回収への対応について（通知）

５ 健 第 8959 号
令和６年１月19日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症にかかる院内感染対策時の支援制度に
ついて（通知）

５ 健 第 9024 号
令和６年１月22日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第４四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 5652 号
令和６年１月23日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県医療施設等物価高騰対策事業（第２回）につい
て（通知）

５ 健 第 9271 号
令和６年１月30日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
ダニコパン製剤の使用にあたっての留意事項について（通知） ５ 健 第 9231 号

令和６年１月31日
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
「新型コロナウイルス感染症に係る衛生検査所の臨時的な取扱い
について」等の廃止について（その２）（通知）

５ 健 第 9233 号
令和６年１月31日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
福島県新型コロナウイルス感染症患者受入体制強化事業の申請案
内（令和５年度３回目）について（通知）

５ 健 第 9263 号
令和６年１月31日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
救急病院の認定について－独立行政法人労働者健康安全機構　福
島労災病院－（通知）

５ 健 第 8749 号
令和６年１月31日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）感染症治療薬セフィ
デロコルトシル酸塩硫酸塩水和物（フェトロージャ点滴靜注用	
１g）の適正使用について（通知）

５ 健 第 9237 号
令和６年２月１日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和６年度脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業の公募
について（通知）

５ 健 第 9237 号
令和６年２月２日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第４四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 6100 号
令和６年２月９日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第４四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 6152 号
令和６年２月13日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第４四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 6169 号
令和６年２月14日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

HPV ワクチンのキャッチアップ接種に関わる周知等について
（依頼）

５ 健 第 9484 号
令和６年２月14日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

新たに薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価
を受けた医薬品の適用外使用について（通知）

５ 健 第 9728 号
令和６年２月14日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

ニボルマブ（遺伝子組み換え）製剤の最適使用推進ガイドライ
ン（上皮系皮膚悪性腫瘍）の作成及び最適使用推進ガイドライン
（悪性黒色腫、古典的ホジキンリンパ腫、悪性胸膜中皮腫及び原
因不明癌）の一部改正について（通知）

５ 健 第 9731 号
令和６年２月14日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第４四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 6282 号
令和６年２月20日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

令和５年度薬剤師確保のための調査・検討事業における実態調査
の実施について（依頼）

５ 健 第 9910 号
令和６年２月20日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬チキサゲマブ及シ
ルガビマブの医療機関への配分について（通知）

５ 健 第 9910 号
令和６年２月20日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

新型コロナウイルス感染症にかかる院内感染対策時の支援制度に
ついて（通知）

５ 健 第 10090 号
令和６年２月27日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

麻しんの国内伝播事例の増加に伴う注意喚起について（依頼） ５ 健 第 10156 号
令和６年２月27日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

福島県新型コロナウイルス感染患者受入体制強化事業の申請案内
（令和５年度４回目）について（通知）

５ 健 第 10132 号
令和６年２月28日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

福島県新型コロナワクチン副反応コールセンター等の終了につい
て（依頼）

５ 健 第 10077 号
令和６年２月28日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

令和５年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第４四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 6599 号
令和６年３月５日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

感染症法に基づく医療措置協定の締結等に係る説明会の開催につ
いて（依頼）

５ 健 第 10291 号
令和６年３月８日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

新型コロナウイルス感染症の令和６年４月以降の医療提供体制及
び公費支援等について（通知）

５ 健 第 105912 号
令和６年３月11日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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新型コロナウイルス感染症にかかる院内感染時の支援制度につい
て（通知）

５ 健 第 10897 号
令和６年３月13日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和６年度ふくしま精神科救急連携病院事業補助金募集要項につ
いて（通知）

５ 生 福 第 6821 号
令和６年３月13日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
新型コロナウイルス感染症に関するハイリスク施設における検査
について（通知）

５ 健 第 11003 号
令和６年３月15日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
医薬品に関わる物流2024年問題等により生じうる課題と対応策に
ついて（通知）

５ 健 第 11132 号
令和６年３月19日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和６年度医療施設等設備整備補助事業の追加募集について
（通知）

５ 健 第 11152 号
令和６年３月19日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和６年度以降の新型コロナワクチンの接種による健康被害に係
る救済措置の取扱いについて（通知）

５ 健 第 11212 号
令和６年３月19日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和６年４月以降の新型コロナウイルス感染症に係る啓発資材に
ついて（送付）

５ 健 第 10955 号
令和６年３月21日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
福島県新型コロナウイルス感染患者受入体制強化事業の申請案内
（令和５年度５回目）について（通知）

５ 健 第 11151 号
令和６年３月21日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
HIV 感染防止のための予防服用マニュアルの一部改正について
（通知）

５ 健 第 11162 号
令和６年３月22日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウイルスの患者から医療従
事者への感染事例について（通知）

５ 健 第 11323 号
令和６年３月22日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
令和６年度福島県精神科救急医療システム医療施設ブロック別輪
番計画表（第１四半期）の一部変更について（通知）

５ 生 福 第 7129 号
令和６年３月25日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
麻しんに係る定期の予防接種の確実な実施に向けた乾燥弱毒生麻
しん風しん混合ワクチン及び乾燥弱毒生麻しんワクチンの安定供
給の徹底について（通知）

５ 健 第 11418 号
令和６年３月26日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
福島県新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状に対する診
療体制等の継続について（依頼）

５ 健 第 10635 号
令和６年３月27日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
福島県新型コロナウイルス感染症医療調整本部設置要綱の廃止等
について（通知）

５ 健 第 11451 号
令和６年３月27日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　第30回報告書」の周
知について（通知）

５ 健 第 11539 号
令和６年３月27日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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エルラナタマブ（遺伝子組換え）製剤の使用にあたっての留意事
項について（通知）

５ 健 第 11565 号
令和６年３月28日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
クロバリマブ（遺伝子組換え）製剤の使用にあたっての留意事項
について（通知）

５ 健 第 11566 号
令和６年３月28日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
バリシチニブ製剤の最適使用推進ガイドライン（既存治療で効果
不十分なアトピー性皮膚炎）の一部改正について（通知）

５ 健 第 11569 号
令和６年３月28日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等
に関する指針等の一部改正について」等について（通知）

５ 健 第 11638 号
令和６年３月29日

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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◇◇◇◇　広報委員会より　◇◇◇◇

作品募集のお願い
～『受け身の姿勢からは停滞しか生まれません』～

広報委員会　

　一般社団法人福島県病院協会会報の発行につきましては、会員より有形無形にご支援とご協力
を賜りまして感謝申し上げます。
　おかげさまを持ちまして、1973年に『医療体制の確立に邁進するため、会員（当時は78会員）
の意見や随筆等を掲載して相互の緊密を図る』目的で創刊号が刊行されて以来、先哲の伝統を継
承し「№119」を数えることとなりました。
　広報委員会では、更なる新たな歴史の創造を期し、より多くの皆様に興味・関心を頂戴できる
親しまれる会報づくりを目指しております。そのためには皆様方からの積極的なご投稿が欠かせ
ません。広報委員会では、下記の枠にあるような企画で編集を行っております。
　つきましては、各病院の先生方、事務長さん、看護師長さんをはじめとした関係各位の玉稿及
び作品の応募が不可欠です。また、会報編集上の新しい企画へのアイデアも募集しております。
ふるってご応募、またはご意見を賜りますようお願いいたします。

表　紙：病院所蔵の絵画（絵画解説の文言）
評　論：医療政策、医療保険、介護保険、救急医療、病診連携、初期研修、
　　　　機能評価、広告規制、診療情報開示などの医療に関するご意見や提言。
学　術：原著、症例報告、研究紹介、学会印象記、講演記録など。
随　想：心に思い浮かぶことを書き綴った作品。
旅行記：国内・外旅行、個人・団体旅行の記録や感想。
文　芸：俳句、短歌、川柳、詩、小説、童話など。
芸　術：絵画、書道、写真、イラスト、図表など。

　現在、会報は年１回発行する編集計画です。多くの皆様からの原稿は事務局におきまして、常
時受付けております。
　投稿に際しましては、原稿用紙、パソコンでの原稿のいずれでも結構です。
　『受け身の姿勢からは停滞しか生まれません』、作品を自分自身のみで温めて置かずに、是非と
も積極的にご投稿いただきたく、編集子一同心待ちにしております。
　なお、お問い合わせ及び原稿送付先は「一般社団法人福島県病院協会事務局」です。
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　⃝　会員の皆様におかれましては、いつも
大変お世話になっております。福島県病院協
会会報No.119をお届けします。
　⃝　表紙はベルナール・カトランの「ベゴ
ニアとアジサイ」です。彼の特徴的な作風を
反映した美しい静物画で、一日中眺めても飽
きないですね。
　⃝　巻頭言は大木進司先生の「～上杉鷹山
に学ぶこと～」です。以前米沢城跡で見た「為
せば成る為さねば成らぬ何事も.	.	.	」の句碑を
思い出しました。
　⃝　報告は令和６年度一般社団法人福島県
病院協会定期総会の報告です。佐藤勝彦会長
の挨拶に続き、三浦爾福島県保健福祉部長と
佐藤武寿福島県医師会会長から来賓挨拶を戴
きました。引き続き、石橋敏幸議長のもと令
和５年度収支事業報告と令和６年度事業計画、
同収支予算が議決され、新役員の改選があり
ました。
　⃝　新役員からの寄稿は呉羽総合病院病院
長の赤津晋太郎先生、福島県立医科大学附属
会津医療センター病院長の横山斉先生、土屋
病院院長の松本昭憲先生からありました。お
忙しい中での各先生の自己紹介と病院紹介に
感謝申し上げます。

　⃝　特別講演は定期総会終了後に「病院の
役割分担と連携－新たな地域構想に向けて：
日本病院会の取り組み－」を演題に日本病院
会会長の相澤孝夫先生より行われました。昨
年の日本病院学会で聴講した会長講演を忘れ
かけていたので、スライドと文字起こしして
もらった講演内容を復習してみます。大作で
すので皆様も是非ご一読を。
　⃝　講座紹介は福島県立医科大学リハビリ
テーション医学講座の林哲生主任教授と同心
臓血管外科の今坂堅一教授より戴きました。
両先生のご出身は福岡、熊本と共に九州です。
今後の講座運営と地域医療貢献への抱負を熱
く述べてもらいました。
　⃝　おなじみ渡辺さんの法律相談室は私た
ちに関連する働き方改革の時間外労働の上限
規制についての解説です。
　⃝　その他令和５年度会務報告と福島県か
らのお知らせが載っております。今回の会報
のボリュームは従来と比べて倍増しており読
み応えがあったかと思います。
　⃝　この編集後記は３月末に書いています。
桜の便りが届くようになってきました。厳し
い冬が終わり春の躍動が感じられるように
なってきています。新年度が皆様にとって飛
躍の年になるように祈っております。
	 （文責：渡辺直彦）

編　集　後　記






